
第Ⅱ編

今後の奄美群島振興開発の方向





第１章 振興開発の基本方針

奄美群島は，交通基盤や産業基盤等の

社会資本整備が着実に図られており，平

成26年度からは，奄美群島振興交付金を

活用して，地域の自主性に基づく柔軟か

つ迅速な取組が進められてきているが，

地理的条件や自然的条件に起因して，本

土との間に所得水準や経済面の格差が未

だに存在し，人口減少や少子・高齢化の

進行により，コミュニティの崩壊，産業

の衰退，文化の消滅などが懸念されてい

る。

このような状況の中で，今後，奄美群

島が置かれている厳しい条件を克服しな

がら，自立的発展を図るためには，第Ⅰ

編において記載した奄美群島振興開発の

概要と群島の現状・課題を踏まえ，定住

の促進，世界自然遺産登録等を契機とし

た自然環境の保全と利用の両立及び文化

の継承，稼ぐ力の向上，条件不利性の改

善等を図るための施策を展開する必要が

ある。

１ 定住を促進するための方策

(1) 産業の振興

ア 農業の振興

奄美群島の農業は，群島の発展・振興

のため重点を置くべき産業であり，限ら

れた農地で最大の農業生産をあげるため，

亜熱帯性気候を生かした野菜，果樹，花

きなどの園芸作物や基幹作物であるさと

うきび，肉用牛を組み合わせた農業を振

興する。

イ 観光産業の振興

観光は経済的に裾野が広く，多くの産

業分野に波及効果をもたらす産業であり，

奄美群島の地理的・自然的特性を最も直

接的に生かすことができる産業である。

持続可能な観光を推進するため，世界

自然遺産登録地などの優れた自然環境や，

住民が自然とかかわり，相互に影響を加

え合いながら形成，獲得してきた環境文

化などの保全を図るとともに，こうした

奄美群島の魅力や特性を生かし，奄美の

ブランド化を図りながら，入込客数のみ

を意識することなく，適切なターゲット

設定を行った上で，国内外からの誘客施

策や一人あたり観光消費額向上に向けた

施策を展開する。

また，デジタル技術の活用などによる

観光関連産業の生産性の向上を図るとと

もに，観光業界だけでなく，商工業者，

農林水産業者，地域住民などを含む幅広

い関係者が連携したＤＭＯなど「稼げる

観光地域づくり」を推進するための組織

づくりや人材育成等による体制整備のほ

か，観光地の高付加価値化を図る。

ウ 情報通信産業の振興

奄美群島においては，地理的条件不利

性を抱え，人口減少や少子・高齢化の進

行により，コミュニティの崩壊，産業の

衰退，文化の消滅などが懸念される一方

で，デジタル技術等の進展は，奄美群島

が抱える地域課題を解決するための好機

であり，産業振興上で必要となる人材の

移住・定住等を促進する上で必要不可欠

なものである。

情報通信技術は，外海離島であること

による空間的距離や時間的距離の不利性

を克服する上で極めて有効な手段である

ため，情報通信基盤の整備を進めるとと

もに，各分野におけるデジタル技術の活

用，デジタル人材の確保・育成等を図る

ことにより，情報通信技術を活用する産

業の一層の定着を図る。

このため，光ファイバ等の超高速ブロ

ードバンド基盤の整備が完了したことを

生かし，行政や各産業におけるＩＣＴの

利活用を推進するとともに，ＩＣＴの専

門知識・技術を有する人材育成や住民の
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学習機会拡充など情報活用能力の向上を

図るほか，テレビ中継局の計画的な更新

など，情報通信基盤の整備や維持管理・

更新を図る必要がある。

以上の施策に加えて，地域の特性を生

かした産業の振興を図るとともに，奄美

群島振興開発基金をはじめとした金融の

円滑化を促すことにより，雇用の創出・

確保を図る。

(2) 移住・交流の促進

奄美群島においては，人口減少や少子

・高齢化の進行により，コミュニティの

崩壊，産業の衰退，文化の消滅などが懸

念されている一方で，新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大等に伴う地方回帰の

潮流は，移住及び定住等を促進し，奄美

群島が抱える地域課題を解決するための

好機である。

このため，移住相談から定着まで一貫

したサポート体制の充実や空き家の活用

・改修等による住居の確保など，移住者

を受け入れやすい環境づくりを促進する

とともに，移住に必要な情報を全国に向

け情報発信し，奄美群島への移住・定住

促進を図る。

２ 世界自然遺産登録等を契機とした自然

環境の保全と利用の両立及び文化の継承

を図るための方策

(1) 自然環境の保全に向けた施策の展開

奄美群島においては，世界自然遺産登

録等を契機として，その豊かな自然環境

や生態系の多様性について，産業やくら

しとの両立を図るとともに，人類共通の

かけがえのない財産として，価値の維持

に取り組む必要がある。

このため，国の管理運営計画等に基づ

く保全管理を推進するとともに，利用者

の受入環境整備を進め，保護と利用の両

立を図る。

(2) 環境文化型の地域文化の継承

世界自然遺産登録等を契機として，奄

美群島の自然環境や生態系の多様性が傑

出していることに加え，長い年月の中で，

人と自然が相互に作用して培われた「環

境文化」の評価が高まったことから，今

後は，地域文化の保存・伝承を図るとと

もに，「文化の振興」に取り組むことが重

要である。

このため，奄美群島の伝統文化の継承

や，全国への奄美の魅力の発信等に取り

組むとともに，鹿児島県本土などの小中

学校の児童・生徒による奄美群島への教

育旅行の実施を促す。

(3) 登録による効果の最大化に向けた方

策

世界自然遺産登録を契機として，鹿児

島と屋久島，奄美群島，沖縄県と連携し

た共同プロモーション等を実施すること

により，誘客促進・交流促進を推進する

とともに，「世界自然遺産奄美トレイル」

及び奄美群島国立公園を活用するなどし

て，世界自然遺産登録の効果を群島各島

に波及させる取組を推進する。

また，沖縄との県際交流を促進すると

ともに，奄美群島と沖縄間を結ぶ航路・

航空路の運賃を引き続き軽減するなどし

て，沖縄との更なる交流を促進する。

３ 稼ぐ力の向上に向けた方策

(1) 効果的な外貨獲得策

ア 農業の「稼ぐ力」の向上

奄美群島の農業は，各種産業の中で農

業が最も地域外から所得を得ており，群

島の発展・振興のため重点を置くべき産

業であるが，奄美群島の農業振興を取り

巻く環境においては，肥料・飼料・燃料

の高騰に伴う農業経営の悪化や，食料安

全保障の確立を求める声の高まりなど，
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多種多様な課題が存在している。

このため，省力化や高品質生産等に向

けて，スマート農業などの農業技術の開

発及び畑かん水利用の推進による「生産

性向上」，奄美の特産果実等を用いた新商

品開発やばれいしょやユリ，パッション

フルーツに続くかごしまブランド団体の

認定などによる「付加価値の向上」，輸送

コスト軽減対策において沖縄への出荷に

ついて対象に追加するなどして，稼ぐ力

の向上を図る。

イ 観光の「稼ぐ力」の向上

世界自然遺産登録等を契機として，今

後，発展可能性が高いと考えられる観光

関連産業（宿泊・飲食サービス業）につ

いては，各産業の中で４番目に地域外か

ら所得を得ている産業であり，より一層，

生産性の向上を図る必要がある。

持続可能な観光を推進するため，「奄美

群島持続的観光マスタープラン」に基づ

き，世界自然遺産登録地や国立公園など

の優れた自然環境や，住民が自然とかか

わり，相互に影響を加え合いながら形成，

獲得してきた環境文化などの保全を図る

とともに，こうした奄美群島の魅力や特

性を生かし，奄美のブランド化を図りな

がら，入込客数のみを意識することなく，

適切なターゲット設定を行った上で，国

内外からの誘客施策や一人あたり観光消

費額向上に向けた施策を展開する。

また，デジタル技術の活用などによる

観光関連産業の生産性の向上を図るとと

もに，観光業界だけでなく，商工業者，

農林水産業者，地域住民などを含む幅広

い関係者が連携したＤＭＯなど「稼げる

観光地域づくり」を推進するための組織

づくりや人材育成等による体制整備のほ

か，観光地の高付加価値化を図ることに

より，稼ぐ力の向上を図る。

さらに，今後，観光客の更なる増加が

見込まれる中，持続可能な観光を推進す

るために必要な自然環境や文化の保全，

観光客の受入環境整備等に活用できる財

源については，利用者負担を含め，確保

を図るための方策を検討する。

ウ ものづくりの「稼ぐ力」の向上

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い，

交流人口が減少したことを教訓として，

交流人口の増減に左右されない外貨獲得

策を確保する必要がある。

このため，大島紬について人材の確保

・育成や，流通チャネルの多様化を図る

とともに，奄美黒糖焼酎について特長や

魅力を発信し，輸出促進を図るなど，も

のづくりの稼ぐ力の向上を図る。

(2) 域外への資金流出を防止するための

方策

ア 再生可能エネルギーの導入の促進

奄美群島においては，エネルギーを確

保するため，これまで化石燃料を域外か

ら購入していたが，資金流出の抑制を図

るため，再生可能エネルギーの導入促進

を図る。

イ 食育及び地産地消の促進

農林漁業体験や奄美の食材を使った郷

土料理等の体験などを通じて，食を大切

にする心や食に対する感謝の念の醸成，

食を選択する力を身に付けるなどの食育

を推進するとともに，「かごしまの味」に

制定した料理や菓子をはじめ，それぞれ

の島に伝わる奄美の食文化の継承を推進

する。

ウ 高等教育機関の設置

新たな高等教育機関の設立については，

奄美大島総合戦略推進本部の有識者会議

における議論や，関係市町村長の判断等

を踏まえて検討する。
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また，高等教育機関の設立に係るその

他の動きがある場合は，必要な情報共有

や支援等について検討する。

(3) 域内における経済循環を促進するた

めの方策

ア 産業を支える人材の確保・育成

特定地域づくり事業協同組合の設立を

促進するとともに，移住希望者に対する

情報発信等と連携して，奄美群島外から

の人材確保を図る。また，都市圏の企業

等に勤務する専門人材を，リモートワー

クなどにより副業・兼業人材として活用

するほか，ワーケーションによる都市圏

の人材と地域との交流により，奄美群島

の産業を支える人材の確保を図る。

その上で，農業，観光産業，情報通信

産業をはじめ，地域の特性を生かした産

業の担い手の確保・育成を図る。

イ 奄美群島振興開発基金の機能強化

奄美基金においては，域内における経

済循環に資するため，地域内の食材や再

エネの活用など，地域経済の域内循環率

向上に役立つ取組に対する融資条件の優

遇等を検討する。

ウ 産官学金の連携

地域の課題解決に意欲のある民間事業

者のプラットフォームを作り，互いのア

イデアやリソースを持ち寄り意見を出し

合うなど産官学金のネットワークを活か

し，地元事業者の既存商品や既存ビジネ

スの高付加価値化や新たなソーシャルビ

ジネス化などを進めることが必要である。

奄美群島の経済振興（高付加価値化，

経済循環）や地域課題解決のため，奄美

基金が地域に根ざした公的金融機関とし

て，産官学金の連携のハブとなり，高等

教育機関等から取得した情報の提供や地

元金融機関と共同で取りまとめる金融支

援事業の提案，経済循環に資する金融支

援などを検討する。

４ 群島が抱える条件不利性の改善

(1) デジタルによる社会変革

奄美群島においては，地理的条件不利

性を抱え，人口減少や少子・高齢化の進

行により，コミュニティの崩壊，産業の

衰退，文化の消滅などが懸念される一方

で，デジタル技術等の進展は，奄美群島

が抱える地域課題を解決するための好機

である。

このため，国の動きも踏まえ，市町村

とも連携を図りながら，必要となる情報

通信環境の整備を図るほか，官民共に不

足しているデジタル人材の確保を図るた

め，民間の取組を促進するとともに，次

世代に求められる情報活用能力を身に付

けた人材の育成や，住民の情報活用能力

を向上するための学習機会の拡充を図る。

その上で，くらし・産業・行政のデジ

タル化により，奄美群島が抱える地域課

題の解決を図るとともに，各主体が，そ

れぞれの課題に応じてデータを分析・活

用し，ニーズの多様化等の環境変化へ適

切に対応することを目指すとともに，県，

市町村が保有するデータについては，可

能な限りオープンデータ化に努める。

(2) 運賃，輸送コストの軽減

本土から隔絶した外海離島である奄美

群島にとって，航空路線は住民の往来や

産業活動にとって極めて重要な交通手段

であるが，沖縄などに比べ割高となって

おり，住民の生活利便性の向上や観光の

振興等の支障となっている。航路も含め

た運賃軽減を継続するとともに，奄美群

島－沖縄間路線を対象路線に追加するこ

とや準住民の対象拡充など，運賃軽減の

拡充を検討する。

また，農産物等を出荷する際の輸送コ
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ストの軽減を継続するとともに，奄美群

島から沖縄本島への農林水産物等の移出

についても輸送コスト支援事業の補助対

象とすることなど，輸送コスト支援の拡

充を検討する。

(3) 生活又は事業活動に必要な物資の費

用負担の軽減

ガソリン価格については，既存の軽減

措置があるものの，本土に比べて依然と

して割高であり，日常生活や産業振興等

に大きな影響を与えていることから，揮

発油税等の軽減などによる価格引き下げ

が図られるよう取り組む。さらに，本土

との地域格差を縮小する観点から，消費

税の負担軽減について検討する必要があ

る。

加計呂麻島，請島，与路島の島外車検

に伴う車両航送費の負担軽減を図るため

の支援措置の実現に向けて取り組む。

(4) 交通基盤の整備

空港，港湾，道路等交通基盤の整備及

び既存施設の老朽化対策を推進するとと

もに，国や航空会社と連携しながら，鹿

児島，東京，大阪，沖縄等の各空港及び

各島間の路線の維持・充実を図るなど，

地域公共交通の活性化及び再生に向けた

取組を推進する。

(5) 防災及び国土保全

奄美群島においては，台風，記録的な

集中豪雨による災害が多発していること

や，全国的に防災対策の重要性が指摘さ

れていることから，群島住民の生命・安

全確保のための情報提供体制の整備や，

災害時の相互応援体制の充実など，奄美

群島の地理的特性等を踏まえた防災対策

を推進するとともに，治山，治水，砂防，

海岸保全など災害に強い県土づくりを推

進する。

５ 奄美群島の生活基盤の確保・充実

奄美群島においては，市町村の合計特

殊出生率が全国でも高い水準にあるなど，

長寿・子宝・癒やしの島としての社会的

特性を有していることから，その豊かな

地域資源を生かし，保健，福祉及び医療

の連携による総合的な健康づくりへの取

組を推進する。

ハブについては，その豊かな自然環境

や生態系の多様性を守ってきた象徴的な

存在である一方で，住民の生活や農林業

の振興にとって，大きな阻害要因になる

ため，駆除対策及び咬傷対策を推進する。

高齢化が進み，医療や介護の需要が高

まってきていることに対応し，地域の実

情や高齢者のニーズに合った高齢者福祉

の充実や，高齢者が地域社会の一員とし

て安心して自立した生活を送ることがで

きる長寿社会づくりを推進するほか，障

害者が社会活動へ積極的に参加するため

に必要な支援等の障害者福祉対策や子育

て環境の整備等，奄美群島の特性を生か

した地域ぐるみの福祉環境の整備を推進

する。

奄美群島の固有の価値を理解・共有す

るとともに，郷土を誇りに思い地域を支

える人材を育成するためには，学校教育

や社会教育の充実・向上を図るとともに，

生涯学習を推進することにより，奄美群

島の将来を担う人材を育成することが重

要である。

このため，基礎学力の向上を図るとと

もに，奄美群島の伝統・文化や自然環境

を生かした体験活動，小規模校同士での

ＩＣＴを活用した学習などの遠隔教育の

推進のほか，計画的な学校施設の整備を

促進するなどの取組を推進する。また，

高等教育機関の設立に係る動きがある場

合は，必要な情報共有や支援等について

検討する。
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奄美群島においては，人口減少や少子

・高齢化の進行により，コミュニティの

崩壊，産業の衰退，文化の消滅などが懸

念される一方で，新型コロナウイルス感

染症の感染拡大等に伴う地方回帰の潮流

は，地域を支える人材，くらしを支える

人材，産業を支える人材，デジタルによ

る社会変革を支える人材の育成・確保を

図り，定住を促進する好機でもある。

定住を促進するためには，生活様式の

変化や住民のニーズの高度化に対応した

快適な生活環境の整備を図る必要が重要

であることから，硬度等に問題のある地

域では電気透析等の高度浄水施設の整備

や計画的な更新など，安全で安定した生

活用水の確保や，秩序ある市街地の形成

と良好・快適な都市環境を確保するため

の都市基盤の整備，公営住宅の建替や空

き家の活用などによる住環境の整備を図

るなど，やすらぎと潤いのある生活空間

の形成を図る。

また，奄美群島の豊かな自然環境や生

態系の多様性を保全し，持続可能な社会

を目指すため，地域環境の保全や循環型

社会の形成を図るとともに，自然環境配

慮型・自然再生型公共事業等を推進する。

さらに，奄美群島の各島における地形，

地質，気象条件等を考慮し，地域の特性

に応じた水資源の開発，保全及び有効利

用を図るほか，電力の安定供給を図るた

めの電力供給施設の整備を促進するとと

もに，地域特性を生かした再生可能エネ

ルギーの導入を促進する。

６ 地域主体の取組の促進

「奄美群島成長戦略ビジョン」は，平

成25年２月に地元市町村が，奄美群島の

振興開発のための成長を自発的に推進す

るため，10年後の奄美群島の将来像とそ

れを着実に実行するための基本方策を取

りまとめたものである。

策定から今日までの間には，航空・航

路運賃や輸送コストの低減化や地元が自

ら考え実施する事業に対する奄美群島振

興交付金の活用などにより，各種課題解

決に取り組んできたところである。

一方で，解決に向けて道半ばの課題や

社会情勢の変化による新たな課題の解決

に向けて，奄美群島の自立的発展を推進

していくためにビジョン実現に向けた取

組を促進していく必要があることから，

新たに「奄美群島成長戦略ビジョン2033」

を策定したところである。

「奄美群島成長戦略ビジョン2033」に

おいては，「群島民が幸せに生活するため，

前ビジョンの基本理念である重点3分野

（農業，観光／交流，情報）を継承しつ

つ，新たに３つの柱（つなぐ宝，稼ぐ力，

支える基盤）を基軸として，自然と文化

を守り受け継ぐとともに，仕事の創出に

重点を置いた産業振興を目指す」ことを

基本理念としている。

奄美群島の自然と文化が，国内外から

世界共通の宝として認められたことを好

機として，群島民が協働して保全・継承

に取り組むとともに，その恩恵の一部を

享受し地域の産業振興を図ることによっ

て，人々の生活が連綿と続き，次世代へ

と自然・文化が受け継がれていくサイク

ルを生み出すことが重要となる。

これらの理念に基づき，群島民の幸せ

な生活と持続可能な社会の構築に向けた

取組を推進し，群島民が暮らし続けたい，

島外の方が移住したいと思う地域となる

ことが，奄美群島民の幸せであり，幸福

度の向上につながることが期待される。

以上の取組に加えて，奄美群島の持つ

「結いの精神」などを生かした共生・協

働の地域社会づくりを促進していく必要

がある。
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第２章 振興開発の施策の方向

第１節 定住を促進するための方策

１ 産業の振興

（1） 農業

［施策の方向性］

○ 効率的かつ安定的な農業経営を

目指す認定農業者や認定新規就農

者等の担い手の確保・育成を図る。

○ 効率的な農地利用や農業生産基

盤整備を推進する。

○ 飼料自給率向上に向け，地域の

低・未利用資源の飼料等活用を推

進する。

○ 畑かんの水利用等による収益性

の高い営農や，農産物の付加価値

を高めるためのブランド化・農産

物加工，販路拡大の取組などを推

進する。

○ スマート農業などの農業技術の

開発・普及や特殊病害虫対策を推

進する。

○ 防風対策に配慮したハウス施設

や平張施設の整備や台風通過後の

除塩対策に必要な機器の整備など

自然災害対策を推進する。

○ 農業団体の営農指導体制や生産

販売体制の強化等を推進する。

○ みどりの食料システム戦略をふ

まえ，環境と調和した農業の促進

など安心・安全な農畜産物の安定

供給を図る。

○ 奄美の「食」の提供等による地

産地消や，食育，食文化の継承等

の取組を推進する。

○ 共生・協働の農村（むら）づく

り運動の展開や複数の農村集落の

機能を補完する農村型地域運営組

織（農村ＲＭＯ）の形成等の取組

支援，都市と農村の交流促進など

農村の振興を図る。

奄美群島の農業は，群島の発展・振興

のため重点を置くべき産業であり，限ら

れた農地で最大の農業生産をあげるため，

亜熱帯性気候を生かした野菜，果樹，花

きなどの園芸作物や基幹作物であるさと

うきび，肉用牛を組み合わせた農業の展

開を推進していく。

このため，認定農業者や認定新規就農

者に対する技術・経営改善支援はもとよ

り，労働力確保に向けた取組を促進する

とともに農地の効率的な利用，基盤整備

を推進し，効率的かつ安定的な農業経営

が農業生産の相当部分を担う農業構造の

確立を推進する。

また，高品質化を図るハウスや省力化

を図る機械等の導入，畑かんの水利用に

よる収益性の高い営農の推進，農業技術

の開発普及にも積極的に取り組む。

さらに，農産物の付加価値を高めるた

め，園芸作物を中心としたブランド化，

地域特産物を活用した農産物加工品の開

発，農産物や加工品の販路拡大の取組を

推進するとともに，奄美の「食」の提供

による地産地消や食育，食文化の継承等

の取組を推進する。

一方，奄美群島の農業振興を制約して

いる厳しい気象条件や地理的条件などに

対しては，気象条件に左右されない安定

した生産・出荷が可能となる施設の整備

や輸送中の鮮度保持，輸送経費の軽減を

図る出荷体制の確立や，代替輸送手段等

への支援の検討，輸送コスト軽減への支

援に取り組む。

併せて，特殊病害虫まん延防止等の取

組や近年被害が深刻化している。野生鳥

獣による農作物被害の防止対策について

も一層の取組を推進する。

また，奄美の農村地域は，産業として

の農業生産の場だけではなく，豊かな自

然，美しい景観，固有の伝統文化を有し

ており，各種の習慣や生活様式も含めて，
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日本の心のふるさと的な雰囲気のある癒

しの島としての役割に大きな期待が寄せ

られる中，今後，これまで以上に，全国

の中で他の地域にない奄美ならではの特

徴を有する農業・農村を維持し，発展を

図る。

なお，施策の詳細は，第３節１(1)にお

いて記載する。

(2) 観光産業

奄美群島は，亜熱帯性・海洋性の優れ

た自然，固有種や希少種など世界的にも

貴重な動植物，個性的な伝統・文化や食

など，他の地域に見られない魅力と特性

に恵まれている。

特に，独特な食材やタラソテラピーな

ど健康・長寿・癒しに関する資源を背景

として，世界自然遺産登録などの動きと

ともに，経済成長が見込まれるアジアに

おいて，癒しの観光地として発展する可

能性を有している。

また，持続可能な観光を推進するため，

世界自然遺産登録地などの優れた自然環

境や，住民が自然とかかわり，相互に影

響を加え合いながら形成，獲得してきた

環境文化などの保全を図るとともに，こ

うした奄美群島の魅力や特性を生かし，

奄美のブランド化を図りながら，入込客

数のみを意識することなく，適切なター

ゲット設定を行った上で，国内外からの

誘客施策や一人あたり観光消費額向上に

向けた施策を展開する。

あわせて，デジタル技術の活用などに

よる観光関連産業の生産性の向上を図る

とともに，観光業界だけでなく，商工業

者，農林水産業者，地域住民などを含む

幅広い関係者が連携したＤＭＯなど「稼

げる観光地域づくり」を推進するための

組織づくりや人材育成等による体制整備

のほか，観光地の高付加価値化を図る。

なお，施策の詳細は，第３節１(2)にお

いて記載する。

(3) 情報通信産業

［施策の方向性］

○ 光ファイバ等の超高速ブロードバ

ンド基盤の整備が完了したことを

生かし，行政や各産業におけるＩ

ＣＴの利活用を推進する。

○ テレビ中継局の計画的な更新によ

り，良好な視聴環境の確保を図る。

○ ラジオの難聴取地域の解消を図

る。

○ ＩＣＴの専門知識・技術を有する

人材育成や住民の学習機会拡充など

情報活用能力の向上を図る。

情報通信技術は，外海離島であること

による空間的距離や時間的距離の不利性

を克服する上で極めて有効な手段である

ため，情報通信基盤の整備を進めるとと

もに，各分野におけるデジタル技術の活

用，デジタル人材の確保・育成等を図る

ことにより，情報通信技術を活用する産

業の一層の定着を図る。

ア 情報通信基盤の整備促進

(ｱ) 通信サービス基盤の整備促進

光ファイバ等の情報通信基盤について

は，民間事業者による情報通信基盤の整

備が進まなかった地域では，市町村が公

設で整備し，その維持管理経費が市町村

の負担となっていることから，維持管理

にかかる経費がユニバーサルサービス制

度の対象となり，民間移行が進むよう，

国の制度見直しの動向を注視する。

携帯電話については，一部地域におい

て不感地域が残っていることから，その

解消を図るとともに，５Ｇの導入を促進

する。

公衆無線ＬＡＮについては，観光客の

誘客などの観光面や災害時の情報連絡手
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段など防災面で活用を図るため，官民が

連携し，主要な観光・防災拠点における

整備を促進する。

(ｲ) テレビの難視聴対策

地上波テレビは，台風や豪雨等の災害

が多い奄美群島において，災害時等にお

ける情報の入手源として，防災上極めて

重要な役割を果たしており，地上波テレ

ビの視聴に支障を来すこととなれば，住

民生活に重大な影響を及ぼすこととなる。

特に，台風においては，奄美群島を経由

し北上するケースが多く，近年は勢力を

維持したまま接近する傾向が高くなって

おり，防災情報の重要性は増している現

状である。

本土から奄美群島に放送波を伝搬する

ためには，種子島，中之島から奄美大島

へ，また，奄美大島から喜界島，徳之島，

沖永良部島，与論島の各島へと洋上の７

区間を中継する必要があり，国内の他の

離島と比較しても例のない多段階中継方

式となっている。また，この洋上中継ル

ートには，100kmを超える長距離区間が３

区間あり，これら洋上中継区間では放送

波を安定的に伝搬することが技術的に困

難であることから，安定した受信電波を

確保するために，２か所以上の受信施設

を用意し，受信対応している中継局もあ

る。さらに，奄美群島には，海岸線が変

化に富み，河川は短小急流で，集落が海

岸線沿いの入江を中心に形成されている

地域もあり，放送波が届きにくく，県内

の全中継局の約３割にあたる24局もの中

継局が必要となっている。

奄美群島の中継局においては，地上デ

ジタル放送への移行から15年近くが経過

し，定期的な補修等は行ってはいるもの

の，特に塩害等による設備の老朽化によ

り，設備の更新の必要性が生じている。

更新には，局数が多く，必要な機器等を

輸送するコストが多大となるなど，放送

事業者の大きな負担となっており，他地

区とは異なるコスト高の要因を有してい

る。

災害時等における情報の入手源を確保

するためにも，放送事業者によるテレビ

中継局の計画的な更新を促進する。

(ｳ) ラジオの難聴取対策

ラジオについては，停電時でも利用で

き，災害時等における情報の入手源とし

て，防災上極めて重要な役割を果たして

いることから，地元の意向も踏まえ，難

聴取地域の解消を図る。

イ ＩＣＴ利活用の推進

行政分野においては，発信したい情報

にあわせてターゲットを選定し，ターゲ

ットの年齢や国籍，職業等にあわせて適

切な媒体を選択するとともに，選択した

ホームページやＳＮＳ，地域のコミュニ

ティ放送など，それぞれの媒体が有する

即時性，双方向性などの特性を生かした

効果的な情報発信を促進する。

また，情報セキュリティ対策を十分に

講じた上で，住民の利便性向上を図るた

めの電子申請を活用した行政手続きのオ

ンライン化や，コストの削減や業務の効

率化を図るための電子入札システムや住

民登録等の基幹システムの共同利用など

の取組を促進する。

医療分野においては，ＩＣＴを活用し

た遠隔医療など，離島・へき地における

医療提供体制の確保に資する医療機関の

取組を支援する。

産業分野においては，奄美市において

整備した「奄美市ＩＣＴプラザかさり」

を情報通信産業の振興を図るための拠点

施設として活用し，新たな企業立地や地

元企業の育成を促進する。さらに，中小

製造業者の生産性向上を図るため，関係
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機関と連携しながら，ＤＸを推進する。

観光や特産品などの分野においては，

ホームページでの情報発信のみならず，

デジタル技術を活用し，課題解決を図る

ため，情報通信企業と連携強化を図る。

ウ 情報活用能力の向上

デジタル人材には，データ分析やＩＣ

Ｔへの造詣，情報システム全体をマネジ

メントする能力など，多岐に渡るスキル

が求められている。

また，デジタルによる社会変革を進め

る上では，デジタル技術を理解する人材

のほかに，ビジネスとデジタルをコーデ

ィネートできる人材の育成・確保が必要

であると言われている。

官民ともに不足しているデジタル人材

については，「島外のデジタル関連産業や

デジタル人材を活用する」，「島外のデジ

タル関連産業やデジタル人材に移住等し

てもらう」，「島内でデジタル人材を育成

する」など，デジタル人材の活用・確保

・育成につながる取組を促進する。

小・中学校においては，ＧＩＧＡスク

ール構想により整備した校内の通信環境

と児童生徒１人１台端末を活用するため

に，デジタル教材の活用や教職員への研

修を行い，ＩＣＴ活用指導力の向上を図

る。また，県域教育用アカウントを用い

た交流学習の実施や学習支援ツールの活

用，学習履歴の管理等，各種オンライン

サービスの利活用を図るとともに，プロ

グラミング教育や情報モラル教育等を充

実させ，次世代に求められる情報活用能

力を身に付けた人材を育成する。

大学や専門学校の新規学卒者において

は，就職してから一人前になるために，

情報通信企業が実施する人材育成・研修

にかかるコストを軽減する市町村の取組

を促進する。

生涯学習・社会教育においては，住民

の情報活用能力を向上するための学習機

会の拡充や，住民のＩＣＴ利用をサポー

トする指導者の育成を図る。

（4） 地域の特性を生かした産業の振興

［施策の方向性］

○ 漁業のスマート化等による生産

性向上，島内外における水産物の

消費拡大やブルー・ツーリズムの

促進等水産業の振興を図る。

○ 森林の整備，木材加工・流通体

制の整備等林業の振興を図る。

○ 大島紬，奄美黒糖焼酎等地域の

資源と伝統を生かした特産品の振

興や地域の優位性を生かせる業種

等の企業立地など工業の振興を図

る。

○ 起業化の促進及び産業振興等に

よる雇用機会の拡充を図る。

○ 経営の近代化等商業の振興や中

小企業の経営革新への取組等の支

援を図る。

○ 若者の地元就職の促進と働き方

改革の推進を図る。

○ （独）奄美群島振興開発基金の

業務及び機能の拡充等により群島

金融の円滑化を図る。

ア 水産業

(ｱ) 沿岸・沖合漁場の整備開発

奄美群島周辺海域における水産資源の

維持・増大を図るため，引き続き，魚礁

及び浮魚礁の設置による沿岸・沖合漁場

の整備開発を推進することにより，資源

の有効利用と漁場の高度利用を促進する。

特に，黒潮流域の海域特性を生かし，

浮魚礁による生産力を維持するとともに，

水産資源の維持・増大を図るための魚礁

・増殖場等の整備を進め，漁業の生産性

の向上を図る。
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(ｲ) 漁場環境の保全

漁場環境の保全を図るため，関係機関

との連携により船舶からの排出油や陸上

からの赤土流出による漁場汚染の防止を

図るほか，サンゴ礁周辺の漁場を守るた

めのオニヒトデの駆除対策等を支援する。

また，魚類養殖業については，県魚類

養殖指導指針や持続的養殖生産確保法に

基づき漁業協同組合が作成する漁場改善

計画により，適正養殖を推進し，漁場環

境の保全を図る。

(ｳ) 漁港の整備

漁港は，水産物供給体制の一環を支え

る水産基盤施設として，また，海上交通

の拠点として重要な役割を担っている。

奄美群島は，外海に面し，台風の常襲

地帯であるという厳しい自然条件にある

ことから，安全な漁業活動を確保するた

めの施設整備を行ってきたが，今後は，

漁港施設の長寿命化対策を計画的に推進

するとともに，水産物の生産・流通等の

拠点となる漁港において，大規模地震等

に備えた漁港施設の強靱化対策を推進し，

新鮮な水産物を安全で効率的に供給する

体制の整備を図る。

(ｴ) 漁船漁業の振興

奄美群島周辺海域における漁業資源の

有効利用を促進し，漁業生産の向上を図

るため，引き続き，漁場及び資源の調査

やスマート水産業の普及・研究を推進す

る。

沿岸・沖合域の漁場造成や漁港の整備

を推進するとともに，浮魚礁の積極的な

利用，研修会や技術交流等による新しい

漁具・漁法の導入を推進する。

さらに，瀬物類をはじめとする資源管

理の取組を引き続き推進する。

また，操業に支障を及ぼすサメについ

ては被害対策や加工利用の取組を支援す

る。

(ｵ) 栽培漁業の推進

奄美群島の温暖で静穏な海域やサンゴ

礁等の恵まれた環境を活用し，種苗生産

技術が確立したシラヒゲウニ，ヤコウガ

イの放流事業化を検討するとともに，特

産魚であるスジアラ等の種苗量産技術開

発・放流効果調査等を推進し，資源の増

大と沿岸漁業者の経営安定を図る。

また，魚介類の餌場や保育場としての

機能を持つ藻場を再生するため，南方系

ホンダワラ類の藻場造成手法の調査・研

究を引き続き推進する。

(ｶ) 海面養殖業の振興

大島本島の大島海峡や焼内湾等の静穏

海域等を中心に営まれているクロマグロ

やカンパチ等の魚類，真珠，クルマエビ，

藻類養殖業については，引き続きその振

興を図るとともに，生産性向上のため，

スマート養殖業の普及に努める。

また，漁場環境の保全や魚病対策等に

ついては，持続的養殖生産確保法に基づ

き漁業協同組合が作成する漁場改善計画

や県魚類養殖指導指針により，適正養殖

を促進する。

(ｷ) 流通の合理化，消費の拡大

奄美群島において生産される水産物の

島内外における消費拡大を図るため，直

販施設の整備，高鮮度流通や効率的な出

荷体制を構築するための施設等の整備を

図る。

島外出荷については，輸送経費等のハ

ンディキャップを克服するため，輸送コ

スト支援や流通拠点となる市場への一元

集荷の促進及び流通情報の収集機能の強

化を図るとともに，地元水産物のブラン

ド化や県外消費地での販売活動を促進す

る。
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輸送コスト支援については，水産物の

沖縄への出荷について，令和元年度から

奄美群島振興交付金を活用した奄美群島

水産物流通支援事業により，輸送経費削

減の支援を行い，生産者の販路拡大，流

通の改善・効率化が図られてきた。一方，

奄美群島農林水産物等輸送コスト支援事

業において，奄美群島から沖縄本島への

移出についても輸送コスト支援事業の補

助対象とすることにより，奄美群島と沖

縄の一体的な発展を図るための取組を検

討する。

(ｸ) 水産加工業の振興

かつお節やウニ，モズク，ヒトエグサ

等の加工品，練り製品等の既存の加工品

に加え，奄美群島の世界自然遺産登録を

好材料と捉え，観光客等のニーズに対応

した加工品の商品化に取り組むとともに，

大消費地での商談会等への参加など，島

内外で販路や消費の拡大を図る。

また，地元加工グループ等の資質向上

を目的とした加工技術，品質・衛生管理

技術の向上を図るための研修会等を実施

する。

(ｹ) 担い手の確保・育成

新たな担い手の確保を図るため，ＵＩ

ターン等の新規就業希望者を対象とした

就業相談や研修を実施する。

また，意欲と能力のある担い手の育成

を図るため，新規就業者等を対象とした

漁業研修制度や制度資金の周知・活用，

経営改善に意欲的に取り組む中核的な漁

業者グループの育成のほか，漁業士を認

定し，漁業士活動を促進する。

さらに，女性や高齢者の活動を促進し，

多様な担い手づくりに取り組む。

(ｺ) 漁業協同組合の育成強化

系統組織と連携しながら，研修等によ

る役職員の資質の向上や，健全な運営と

経営基盤の強化を図るとともに，漁協合

併に向けた取組を促進する。

また，島内外での水産物の消費拡大や

地産地消の推進など水産物の積極的な販

売供給に努め，組合事業の強化を図る。

(ｻ) 漁村の生活環境の向上と活性化

地域の水産業の健全な発展を図るため

には，安全で快適な活力ある漁村の実現

が不可欠であることから，漁港や漁場の

整備と連携しながら，集落道，集落排水

施設，防災安全施設等の整備により生活

環境の改善を促進する。

また，奄美群島の世界自然遺産登録を

好材料と捉え，地域水産物の直販施設の

整備や奄美の水産資源を生かした体験ツ

アーの実施等により漁村の活性化を促進

する。

イ 林業

(ｱ) 森林整備の推進

国立公園の指定やチップ用材を主体と

した木材生産活動など森林に対する社会

的・経済的要請等を勘案して，公益的機

能別施業森林や木材等生産機能維持増進

森林の区分ごとに重視すべき森林の機能

に応じた森林整備を図る。

このうち，木材の生産機能を有する天

然広葉樹林については，建築内装材等に

利用されるイタジイ等の有用広葉樹を育

成するため，不用木の除去や密度調整を

図る施業を推進するとともに，伐採跡地

においては，必要に応じて有用樹の植栽

を推進し，森林資源の循環利用と森林の

公益的機能の高度発揮を図る。

リュウキュウマツについては，松くい

虫被害地区からの松材移動に対する監視

を継続するとともに，重要なマツの保護

や被害拡大防止のための伐倒駆除，生活

環境保全のための枯損木等の伐倒・除去
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を行うことにより，森林の有する公益的

機能の維持増進を図る。

さらに，農地や林地における風害や潮

害の防止等を図る上で重要な役割を果た

している海岸防災林については，奄美群

島が風衝地帯で強風や高潮の影響を受け

やすいことから，地域の要望に応じた整

備を計画的に推進する。

(ｲ) 林業生産基盤の整備

林道については，多面的機能を有する

森林の適切な整備はもとより，効率的か

つ安定的な林業経営の確立と地域の振興

を図るため，自然環境に十分配慮しなが

ら地域の要望に応じた林道の整備を計画

的に推進する。

また，林道利用者に対しても安全走行

の徹底や生態系の保全に対する意識啓発

を図る。

(ｳ) 木材生産・加工・流通体制の整備

豊富に存在する広葉樹については，建

築内装材のほか，バイオマス発電や薪な

ど燃料用材等としてニーズが高まりつつ

あることなどから，森林の保全と利用の

調和を図りながら，森林施業の集約化や

路網整備など，効率的かつ安定的な木材

生産体制の整備を促進する。

このため，木材生産においては，奄美

大島流域森林・林業活性化センターや地

域の林業関係者と連携し，自然環境の保

全に配慮した適切な伐採方法や技術の普

及定着を図る。

また，島外に出荷する木質バイオマス

原料等の輸送費の軽減を図るとともに，

生産性の高い事業体の育成や木材加工技

術者の育成，製品の開発，公共施設等へ

の木材利用拡大，かごしま緑の工務店の

活動支援，群島外への市場開拓等の取組

を通じて，奄美産材の生産・加工・流通

体制の整備を促進する。

さらに，家畜敷料等としての木質バイ

オマス利用を促進する。

(ｴ) 特用林産物の振興

しいたけ，たけのこをはじめ，ソテツ

やきくらげ，しきみなど，地域特性を生

かした特用林産物の産地づくりを進め，

林家等の所得向上と地域林業の活性化を

図る。

しいたけについては，群島内の安定的

な自給体制を確立するため，生産者組織

の育成と温暖な気候条件に適した周年栽

培技術の普及・定着等を促進することに

より生産量の拡大と品質の向上に努める

とともに，イベント等における即売会や

試食会を通じて島内産しいたけの消費拡

大を図る。

たけのこについては，タイサンチクや

リョクチク等の栽培技術の改良，民間業

者等と連携した加工食品の開発等を促進

し，需要の拡大と生産体制の強化を図る。

ソテツについては，観賞木用に実が取

引されていることから，今後とも，ソテ

ツ林の適切な管理や生産体制・生産基盤

の整備，集出荷体制の整備等を促進し，

特産品としての振興を図る。

きくらげについては，技術指導を通じ

て栽培の安定化等を図る。

しきみ等の枝物については，群島内の

安定的な供給体制の確立のため，生産技

術の普及・定着などにより，生産量の拡

大と品質の向上に努める。

(ｵ) 担い手の確保・育成

林業技術研修制度の活用促進や現地に

おける技術検討会の実施等により，森林

の整備や木材の伐採・搬出に携わる林業

就業者等を育成し，将来的に安定した労

働力の確保を図るとともに，育成に当た

っては，自然環境に配慮した森林施業を

推進できる人材を養成する。
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併せて，林業事業体の経営合理化によ

る労働環境の改善や労働災害防止対策の

徹底を図ることにより，林業就業者の定

着を促進する。

また，森林組合については，奄美地域

を１組合とする広域合併による組織体制

の充実強化や，森林組合間の事業譲渡等

による連携強化を図ることで，経営の安

定や生産性の向上，労働力の確保等を促

進する。

(ｶ) 森林とのふれあいの推進

奄美特有の優れた自然と豊かな景観を

維持増進するため，森林の適正な整備・

保全を図るとともに，地域住民をはじめ

森林ボランティアなど，多様な主体によ

る森林づくりを推進する。

また，国有林や教育の分野とも連携し

つつ，小・中学校等を対象に森林の生物

多様性など地域特性を生かした森林環境

教育や，そのための指導者の育成に取り

組む。

(ｷ) 森林資源の循環利用及び保全に関す

る調査研究

森林の多面的機能の維持・発揮を図る

ため，亜熱帯林の保全・管理に関する調

査研究に取り組むこととする。

また，奄美群島国立公園の指定施業要

件を踏まえ，自然環境に配慮した森林整

備や森林保全に関する調査研究，及び亜

熱帯林から生産される奄美産材の有効利

用に関する調査研究を推進する。

ウ 商工業

(ｱ) 工業

ａ 特産品

地域の資源と伝統を生かした特色ある

特産品産業については，生活様式の変化

による需要の低迷や輸送経費の負担増な

ど厳しい状況にある。

また，産地間競争の激化，消費者ニ－

ズの多様化が進んでおり，これに対応し

た商品開発や販売対策等に取り組んでい

く必要がある。

さらに，その他の特産品についても，

原料の確保や生産加工体制を整え，域外

への販路を拡大していく必要がある。

これらの現状を踏まえ，群島が一体と

なって，奄美ブランドの確立を目指した

販路拡大や奄美の情報発信等の取組を促

進する。

なお，施策の詳細は第３節１(3)に記載

する。

ｂ 企業立地

企業立地による地域産業の振興及び安

定した就業機会の創出，確保を図るため，

かごしま製造業振興方針（令和３年３月

改訂）に基づき，ＩｏＴ・ＡＩなどのデ

ジタル技術導入による生産性の向上，事

業継続のためのＢＣＰ対策など，立地企

業へのきめ細かな相談及び支援等のフォ

ローアップ等に努めるとともに，県と市

町村が一体となって，特色ある農林水産

資源を生かした農林水産資源活用型産業，

地理的制約を受けにくい情報通信関連分

野，高付加価値小型部品製造業及び伝統

ある本場奄美大島紬を生かした繊維関連

産業など，奄美地域の優位性を生かせる

業種，又はハンディキャップの克服が可

能な業種の企業立地の促進を図る。

また，奄美地域の強みである地域資源

を活用した地元企業による新たな事業展

開や新事業の創出などを促進する。

(ｲ) 商業

奄美群島の商店は零細な個人企業が多

いことから，中小企業振興資金等を活用

するなどして，商店経営の近代化・合理

化を図る。

また，群島の中核都市である奄美市の
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中心市街地においては，各個店の魅力ア

ップにより，質の高い魅力的な商店街づ

くりを図り，中心市街地活性化の取組を

促進する。

その他の地域においては，消費者ニー

ズへの対応や地域課題の解決に向けた取

組などへの支援を行い，事業者，商工団

体，地域住民，市町村等と連携の上，地

域と一体となった魅力ある商店，商店街

づくりを促進する。

また，観光客のための商店，商店街づ

くりや，観光産業とも連携した特産品の

開発と販売を促進する。

(ｳ) 中小企業

人口構造の少子化・高齢化による需要

の変化など，社会経済の変化に対応した

新事業の創出やＤＸの推進による県内中

小企業の生産性向上等を促進するととも

に，意欲ある中小企業者の経営革新への

取組等を支援する。

このため，（公財）かごしま産業支援セ

ンターにおいて，中小企業者の多様なニ

ーズに対応した情報の提供や経営診断・

助言・ＩＣＴ活用の促進等の各種支援を

行うとともに，他の支援機関・団体との

連携体制の充実・強化を図る。

また，中小企業者の経営革新等に向け

ての自助努力を支援するため，県中小企

業融資制度や中小企業経営革新支援制度

の活用を促進するとともに，（公財）かご

しま産業支援センター，商工会議所及び

商工会など，関係団体における指導事業

の充実や人材育成のための研修会の開催

など事業活動の促進を図る。

中小企業者の創業・事業再生・事業承

継への支援については，地域経済の活力

維持が図られるよう，県中小企業融資制

度や各種支援制度の活用を促進するとと

もに，金融機関，商工団体等と連携強化

を図る。

(ｴ) 起業支援

新たな雇用の創出や地域の活性化等を

図るため，創業又は事業拡大を行う場合

などの設備投資資金，運転資金に対する

支援を行うほか，産学官，金融機関と連

携し，起業に向けた機運の醸成や環境整

備を行うとともに，起業の各段階に応じ

た集中的かつ継続的な伴走支援を実施し，

地域における起業を促進する。

また，創業，新分野進出又は規模拡大

に取り組む中小企業に対しては，人材育

成，研究開発，設備投資等の取組を支援

する。

県工業技術センターによる地域資源の

高度利用に関する研究を推進し，地域企

業への移転・実用化を進めるなど，群島

内の豊かな地域資源を生かした商品開発

等の取組を支援することにより，起業化

や新分野展開への取組を促進する。

なお，情報通信産業については，地理

的制約を受けにくいことから，同産業に

おける起業化や新事業創出を進めるため

の拠点施設の活用や人材育成の取組の促

進を図る。

エ 雇用・ワークライフバランス

企業立地の促進や各種産業の振興によ

る雇用の創出に努めるとともに，以下の

取組を推進することにより，雇用の確保

及びワークライフバランスの推進を図る。

地域の特性を活かした農林水産業や観

光の振興及び大島紬，奄美黒糖焼酎など

地場産業の収益性の向上を図りながら，

地域経済の振興発展に取り組む。

県と市町村が一体となって，積極的な

誘致活動や，立地環境の整備，企業立地

優遇制度の拡充，人材確保の促進などに

より，奄美の特性を生かした企業立地の

促進を図るとともに，地域の特性及び地

元の創意を生かした産業の発展を支援す
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る。

高度なＩＣＴ利活用能力を有する人材

の育成を促進し，各種産業の立地促進や

地元企業の育成，競争力の向上を図る。

各地域の強みである地域産業資源を活

用した地元企業による新たな事業展開や

新事業の創出などを促進することにより，

雇用拡大をはじめとする地域経済の振興

発展を図るとともに，中小企業経営革新

支援制度や県中小企業融資制度の活用に

より，意欲ある中小企業者の経営革新等

へ向けた取組を支援する。

（公財）かごしま産業支援センターな

ど，地域の産業支援機関との連携を進め，

起業化や新事業の創出に向けた総合的な

支援体制の充実強化を図る。

また，県工業技術センター等による地

域資源の高度利用に関する研究を推進し，

関係機関と連携して開発した技術の普及

を図ることなどにより，島内の豊かな地

域資源を生かした起業化や新事業の創出

への取組を促進する。

地域雇用開発促進法に基づく地域雇用

活性化推進事業等の活用により，雇用機

会の拡充等に向けた取組を積極的に推進

するとともに，労働者の雇用の安定と拡

大を図るために，多様化している企業の

ニーズに対応した職業能力開発施策を展

開する。

農業における雇用の確保については，

農業経営の法人化や多角化，企業等の参

入など農業経営者の経営基盤の強化を促

進するとともに，就業前研修に対する資

金の交付などに取り組む。

水産業・林業における雇用の確保につ

いては，関係団体等と連携して，就業希

望者への就業相談や研修を行うほか，新

規就業者を対象とした技術研修等の実施

により，新たな担い手の確保・育成を図

る。

医療・福祉・介護事業における雇用の

確保については，地域医療を担う人材や，

介護・福祉ニーズに的確に対応できるよ

う緊急かつ重点的な人材の育成・確保に

取り組むとともに，要援護高齢者への多

様なサービス基盤の確保，民間事業者へ

の事業支援，介護労働者の能力開発の支

援，介護労働者の雇用管理の改善を推進

することで雇用確保を図る。

若年者やＵＩターン者の地元・県内就

職を促進するため，県内企業の魅力の向

上や情報発信を図るとともに，育児や介

護と仕事の両立ができるような，多様で

柔軟な働き方が可能な雇用環境の整備に

向けた「働き方改革」の推進に取り組む。

また，全ての住民が多様な生活・働き

方を選択できる魅力ある地域となるため

に，性別に関わりなく誰もが個性と能力

を発揮して働くことのできる環境づくり

を促進する。

オ 金融の円滑化

（ア） 群島金融

奄美基金，日本政策金融公庫，民間金

融機関がそれぞれの役割・機能を十分に

発揮するとともに制度資金等の円滑な融

通を行うなど，事業者の資金需要に応え

ていくことにより産業の振興を図る。

また，経済情勢，災害等の影響を受け

た事業者への対応として，金融機関等に

対し，返済条件の緩和等，個々の実情に

応じた対策を促すとともに，事業者に対

する各種制度の積極的な活用を促進する。

(ｲ) 独立行政法人奄美群島振興開発基金

奄美基金は，振興開発計画に基づく事

業に必要な資金を供給することなどによ

り，地元民間事業者の積極的，主体的な

事業展開を支援するため，一般の金融機

関が行う金融を補完し，又は奨励するこ

とを目的に設置されており，これまで政

策金融機関として振興開発計画と一体的
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に各種施策を誘導する機能を発揮し，奄

美群島の振興を図る上で極めて重要な役

割を果たしてきている。

特に，融資業務については，群島の立

地条件を生かした産業の振興に重点を

いて，第１次産業はさとうきび，畜産，

置園芸，漁業，第２，３次産業は大島紬，

奄美黒糖焼酎などの特産品,観光，流通及

び加工，さらに地域の資源，技術を活用

した製造，販売業等に対して長期低利資

金の貸付を行っている。また，近年は空

家をサブリース形式で賃貸するＮＰＯ法

人や農作物の収穫作業や加工品の販売な

ど，障害者に雇用の場を提供する農福連

携事業者など地域課題に取り組む事業者

に対しても積極的に貸付を行っている。

更に，奄美群島振興交付金事業の一つ

である島ちゅチャレンジ応援事業に応募

した事業計画審査会への参加，行政の補

助事業と連携した支援（補助残融資）な

ど新規起業や既存事業者の事業転換・事

業拡大の促進のための市町村等との緊密

な連携のほか，事業者に対する経営分析，

補助金等の情報提供，経営改善に資する

提案などのコンサルティングも行ってい

る。

そのほか，奄美群島の地域振興を図る

ためには，稼いだ所得の流出を防ぐ取組

が効果的であり，内閣府や環境省から提

供されている分析ツール等を活用して奄

美群島の地域経済構造や課題の把握等を

行うための「地域経済循環分析研究会」

の開催や地元金融機関と奄美基金の企画

部門の強化を目指し，協同して事業者の

経営に役立つ支援内容の検討を行う「企

画担当会議」を設置するなど地元での先

導的役割を果たしている。

これらの奄美基金が有する役割につい

ては，今回，群島内事業者を対象に実施

したアンケート調査においてもその期待

の大きさがうかがえるなど，同基金は，

今後とも奄美群島の自立的発展を図る上

で必要不可欠である。

このようなことから，奄美基金が奄美

群島の振興開発に必要な政策金融を担う

機関としての機能を果たしていくために

は，業務の内容面，組織運営面で審査内

容の充実・強化による延滞債権等の発生

防止，期中管理の強化、事業再生の取組

等によりリスク管理債権を抑制するとと

もに，資金需要の掘り起こしや既存支援

先の高齢化に伴う事業承継支援等に取り

組むことにより，一定の金融資産を確保

することで安定的な収入を保持し，収支

を改善することが必要である。

また，今後とも奄美基金は地域に根ざ

した公的金融機関として，関係機関・団

体と連携し，民間主導の経済振興の動き

を作り出すことを新たな役割として，地

域経済の高付加価値化と循環型経済の構

築を目指した取組をリードしていくこと

が期待されている。

ａ 融資業務（既存制度）

奄美群島の経済情勢を踏まえ，成長が

期待される農業，観光，情報通信などの

分野における起業に対し，群島の産業特

性及び群島内事業者の資金需要等を勘案

した貸付条件の設定を図る。

また，地元市町村の諸課題に対応する

重点施策，例えば空き家を活用した移住

希望者の住居確保や農福連携などについ

て，県，市町村と連携して，金融支援制

度を整備するなど，地元への貢献度を一

層高める。

ｂ 保証業務（既存制度）

融資業務と同様，奄美群島の経済情勢

を踏まえ，保証限度額等の保証条件の改

善など，群島の産業特性及び群島内事業

者の資金需要等を勘案した保証条件の設

定を図る。
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ｃ 地域に密着した政策金融機関としての

機能強化

第１次産業から第３次産業まで幅広く

対応する地域密着型の金融機能を強化す

るため，「奄美群島成長戦略ビジョン2033」

実現に向けた各種政策に連動した融資条

件の優遇や地域課題解決に向けた独自制

度の創設など機能強化を検討する。

このほか，奄美群島の地域振興に更に

資するための内容は以下のとおり。

(a) スタートアップ支援・育成

雇用の創出，地域資源を活用した新規

産業の起業及び関連する既存産業の活性

化や事業の多角化を図ろうとする起業に

対しては，起業時のみならず事業の進展

に応じて適切な金融措置が図られるよう

支援・育成を継続する。

(b) コンサルティング機能の強化

群島内産業の振興を図るためには，保

証及び融資の資金供給業務を適切に行う

ほか，地域の実態や事業者の状況に見合

った各種セミナー，経営サポート等コン

サルティング機能を発揮し総合的な支援

を行うことが必要であり，このことによ

り事業者の販路開拓による収益力改善及

び経営改善に貢献することが期待される。

特に，令和４年７月には、奄美基金と

（公財）かごしま産業支援センターが業

務連携・協力に関する協定を締結してお

り，当該センターのノウハウや専門性（中

小企業支援施策の積極的な活用と紹介，

よろず支援拠点による中小企業の課題解

決支援，各種セミナーの実施協力など）

も活用し，コンサルティング機能の強化

を図る。

(c) 事業者に対する経営及び再生支援策

の取組強化

奄美群島では，大島紬業など従来の基

幹産業の低迷が続いており，事業者の経

営維持・安定に大きな影響を及ぼしてい

ることから，事業者に対する経営及び再

生支援策の取組は，群島内産業の存続，

技術等の承継など今後の群島経済の活性

化を図る上で重要な業務である。

このため，従来の保証及び融資による

資金供給に加え，業況悪化等により経営

状況が厳しくなっている事業者等に対し、

経営改善計画の作成及び資産・負債の改

善に向けた経営サポートなど適切な支援

策の実施を図ることにより事業者の経営

実態に即したきめ細かな対応を行う。

特に，地域の金融機関並びに事業再生

等を支援する「中小企業活性化協議会」，

事業承継支援を専門に扱う「事業承継・

引継ぎ支援センター」等の関係機関とも

連携を図るなど事業者の状況に適した取

り組みを強化する。

(d) 地域の関係機関との連携強化

奄美基金の融資や保証に際し，市町村

の重点施策に対し利子補給制度や保証料

補助制度を導入している自治体の事業者

に対しては当該制度の周知を図る。

また，市町村や奄美群島広域事務組合

のスタートアップ支援等においては当該

自治体の依頼を受け，審査段階から関与

しているが，その後の事業発展に適切な

支援が行えるよう検討する。

さらに，地元金融機関と共同して奄美

群島振興交付金を活用した金融支援事業

の提案や事業者のニーズを踏まえたセミ

ナーの企画などを検討する。

その他，引き続き日本政策金融公庫の

短期研修（審査・債権管理関係）への参

加や合同の勉強会を実施するとともに県

信用保証協会とも合同の勉強会を検討し，

審査や債権管理に関する知識を共有する

など，審査体制の見直しやコンサルティ
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ング機能の強化に繋げる。

(e) 情報収集・発信機能の強化

群島内での事業経営は，群島経済の動

向が強く影響することから，産業・経済

・金融等に関する関係機関との積極的な

情報交換や連携の強化を図り，群島経済

の動向を的確に把握するとともに，情報

の発信に努める。

また，群島内事業者においては，奄美

基金の融資・保証制度に対する今後の利

用意向が非常に高いことから，一層の制

度利用の促進を図るとともに，新たな資

金需要の掘り起こしを図るため，ホーム

ページや地元市町村の広報誌等を活用す

ることにより，融資・保証制度について

の情報提供の強化に引き続き努める。

その他，事業者の実情に応じた行政の

補助金等の情報を提供するため，協定を

締結した（公財）かごしま産業支援セン

ターや国，鹿児島県，地元市町村などか

らの情報収集機能を強化し，併せて情報

発信ツールの多様化について検討する。

２ 移住・交流の促進

［施策の方向性］

○ 移住相談から定着まで一貫した

サポート体制の充実や空き家の活

用・改修等による住居の確保など，

移住者を受け入れやすい環境づく

りを促進する。

○ 移住に必要な情報を全国に向け

情報発信し，奄美群島への移住・

定住促進を図る。

地域の活力維持・活性化に向けて，移

住や二地域居住などを促進するため，市

町村における受入体制の充実を促進する

とともに，奄美群島ＵＩＯターン支援協

議会が行う官民一体となった情報発信や

相談対応体制の充実を支援する。

(1) 受入体制充実の促進

仕事，住居，子育て，医療などに関す

る情報や移住体験などの移住支援制度に

関する情報を集約し，相談窓口における

情報提供の充実を図るとともに，移住コ

ーディネーターの設置など，移住希望者

の相談に応じて地域の実態に応じたきめ

細かな支援を行い，移住相談から定着ま

での一貫したサポート体制の充実を図る。

また，既存の取組と併せて奄美群島の

食や自然などの地域資源を活用したワー

ケーションを促進し，関係人口や将来的

な移住者の増加を図るとともに，移住希

望者が移住前に地域住民と交流し，移住

者が地域コミュニティの中に溶け込みや

すくするための移住体験を促進する。

仕事に関しては，雇用に関する情報提

供のほか，起業セミナーをはじめとする

創業や事業拡大に対する支援制度の充実

など，移住者が仕事を得やすい環境づ

くりの促進を図る。

住居に関しては，移住者の住居が不足

している地域もあるため，今後も増加が

見込まれる空き家の改修を含めた，定住

促進住宅・移住体験住宅の整備の推進や

市町村の空き家バンクによる情報発信の

ほか，地元住民やＮＰＯと連携して移住

希望者の住居の確保を図る。

このような移住・交流に向けた取組を

進めていくためには，受入体制の整備等

のソフト面とともに，交通・情報通信ネ

ットワークをはじめとした生活インフラ

の整備も不可欠であることから，その整

備も併せて促進する。

また，テレワークやワーケーションの

進展に伴い，サテライトオフィスやコワ

ーキングスペースの整備を推進する。

(2) 全国への情報発信

温暖な気候や豊かな自然環境，生活に
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密着した伝統・文化，豊かな人情など奄

美らしいくらし方，働き方等について，

群島内市町村が連携し，一体となった情

報発信や郷友会と連携した都市部での積

極的な広報等を促進する。

また，移住・交流相談員の東京への配

置，大都市圏での移住・交流セミナーの

開催，県の移住サイトを通じて，奄美群

島の移住に関する情報の発信を行う。
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第２節 世界自然遺産登録等を契機とし

た自然環境の保全と利用の両立及び文化

の継承を図るための方策

[施策の方向性]

○ 「奄美群島自然共生プラン」に

基づき人と自然の共生ネットワー

クの形成を図る。

○ 世界自然遺産・国立公園として

の価値の維持，自然環境の保全と

利用の両立等の取組を推進すると

ともに，自然環境の保全に係る財

源の確保に向けた取組の促進を図

る。

○ 「奄美群島持続的観光マスター

プラン」に基づき，利用ルールの

設定，施設整備，持続的な観光利

用に向けた取組等を実施する。

○ 奄美固有の自然や歴史，文化等

を伝承・活用する活動を促進する。

○ 複数の世界自然遺産登録地があ

る全国唯一の県であるメリットを

生かし，鹿児島と屋久島，奄美群島，

さらには沖縄県と連携した共同プ

ロモーション等を実施することに

より，誘客促進・交流促進を推進

する。

○ 奄美群島間及び沖縄との航路・

航空路の運賃軽減に取り組む。

○ 沖縄県との友好を深める取組や

産業連携を進め，官民あげた交流・

連携を促進する。

１ 自然環境の保全に向けた施策の展開

今後の奄美群島の地域づくりにおいて

は，世界的にも高く評価される奄美群島

の特有な自然環境の価値を，「共生」とい

う観点から見直し，「人と自然が共生する

地域」を目指していくことが重要である。

奄美群島の多様な自然と人との共生を

目指した地域づくりの指針である，「奄美

群島自然共生プラン（平成15年９月策定）」

では，こうした考えに基づき「共生への

転換」，「地域多様性への転換」，「地域主

体性への転換」の３つの転換を基本的な

理念としている。

その上で，奄美群島の豊かな自然や希

少種，これに関わる個性的な文化等の資

源を奄美の「宝」として再認識，再発見

し，この奄美の「宝」を核として，それ

ぞれの多様性を尊重しながら，地域が自

ら主体的に行動することを基本として，

「人と自然が共生する地域」の構築を目

指している。

奄美群島においては，この奄美群島自

然共生プランを基礎として，人と自然が

共生する地域を目指し，世界自然遺産・

国立公園としての価値を有する自然環境

及び伝統・文化等の地域資源を生かしつ

つ有効に活用することにより，地域に経

済効果をもたらしながら，地域の振興を

図ることが基本となる。

また，自然環境や歴史文化を対象とし，

それらを体験し学ぶとともに，対象とな

る地域の自然環境や歴史文化の保全に責

任を持つ観光のあり方であるエコツーリ

ズムの考え方は，世界自然遺産や国立公

園を有する奄美の地域振興を進める上で

極めて重要である。

このため，平成27年度に策定した「奄

美群島持続的観光マスタープラン」に基

づき，過剰利用による悪影響を防ぐため

の利用ルールの設定，施設整備，持続的

な観光利用に向けた取組等を実施するた

めの関係機関との協議検討やモデル事業

等を実施する。

また，自然環境の保全に係る財源の確

保については，利用者負担を含めた取組

の促進を図る。

さらに，奄美群島においては，廃棄物

を他の産業が資源として活用することな

どにより，全体として環境への負荷がで
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きる限り低減される循環型の社会づくり

を目指すなど，身近な生活環境の保全を

図るとともに，自然環境配慮型・自然再

生型の公共事業を推進するなど，世界自

然遺産・国立公園の価値の維持を図るた

めの取組を進める。

(1) 価値の維持に向けた取組の推進

ア 国立公園等保護地域の保護と利用の

両立

世界自然遺産の保護担保措置にもなっ

ている奄美群島国立公園について，令和

２年３月に策定された国の管理運営計画

等に基づき保全管理を推進するとともに，

利用者の受入環境整備を進め，保護と利

用の両立を図る。

また，利用者負担を含め，自然環境の

保全に係る財源の確保に向けた取組の促

進を図る。

イ 価値の維持

世界自然遺産・国立公園としての価値

が損なわれることのないよう，希少種の

保護対策については，奄美希少野生生物

保護対策協議会において関係機関との調

整を進めつつ，その保護のための適切な

施策を講じるとともに，モニタリング調

査や情報発信等を行うなど，多様な自然

の生態系を把握，保全するための取組を

進める。

また，生態系及び生物多様性の保全の

ため，関係機関が連携し，アマミノクロ

ウサギ等のロードキル（交通事故）や希

少種の盗採等への対策の推進や，外来種

の対策としてマングース，ノヤギの捕獲，

ツルヒヨドリの駆除等を行うほか，ノイ

ヌ，ノネコ等の対策として飼養動物の適

切な飼育管理の徹底を促進するとともに，

捕獲等を含めた体制整備を進める。

さらに，希少種の生態や生息地等の調

査・研究，マングース捕獲等の外来生物

対策，保護思想の普及啓発等を総合的に

推進するための拠点施設である奄美野生

生物保護センターを活用し，情報発信や

普及啓発を図る。

サンゴ礁の保護・再生対策については，

地域のボランティア，ＮＰＯ等とも連携

して，オニヒトデ等の駆除やモニタリン

グ調査，環境学習等の促進を図る。

この他，過去の人間の活動によって損

なわれてきた自然生態系については，よ

り健全なものに甦らせるための検討を行

うとともに，国立公園などの保護地域以

外においても，希少種の保護を図る。

奄美の世界自然遺産登録に伴う観光客

数の増加による過剰利用を防止し，自然

環境の保全と利用の両立を図るため，「奄

美群島持続的観光マスタープラン」に基

づき，利用のルールの設定，必要な施設

整備等の持続的な観光利用に向けた取組

を更に促進する。

奄美大島・徳之島の世界遺産センター

や奄美自然観察の森等を活用し，関係機

関で連携して世界遺産の価値の普及啓発

や観光管理の情報発信等に努めるととも

に，奄美の豊かな自然と深く関わる地域

文化の研究拠点の在り方についても検討

する。

また，自然環境や歴史文化を対象とし，

それらを体験し学ぶとともに，対象とな

る地域の自然環境や歴史文化の保全に責

任を持つ観光のあり方であるエコツーリ

ズムの考え方は，世界自然遺産に登録さ

れた奄美の地域振興を進める上で極めて

重要である。

このため，奄美群島においては，エコ

ツーリズム推進法を踏まえ，平成29年２

月に策定した「奄美群島エコツーリズム

全体構想」に基づき奄美群島エコツーリ

ズム推進協議会による認定エコツアーガ

イドの育成やツアーの受入体制の整備等

を進める。
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また，世界自然遺産に関心をもつ利用

者に対し，奄美群島固有の自然と文化の

魅力を活かした「世界自然遺産奄美トレ

イル」や奄美群島国立公園の利用を促し，

奄美群島全体の持続的な利用促進を図る。

(2) 共生ネットワークの形成

奄美群島の地域づくりにおいては，奄

美群島の特有な自然環境の価値を共生と

いう観点から見直し，奄美群島自然共生

プランに基づき，人と自然が共生する地

域づくりを目指していく。

奄美群島は個々の島ごとに多様であり，

また群島全体としても特有な自然を有し

ており，その自然と深く関わりながら各

島あるいは群島全体で特有の地域社会や

島唄をはじめとする文化など，伝統や誇

りの根源である奄美群島の固有の資源と

もいえるものが存在している。

このような奄美の「宝」を有機的に結

びつけるために，具体的な課題に応じた

関係者のネットワーク，地域住民等のネ

ットワーク及び様々な資源・施設等のネ

ットワークの形成を促進する。

ネットワークの形成に当たっては，市

町村や地域住民，ＮＰＯ等との協働を基

本とし，奄美群島の歴史や文化を築いて

きた自然環境，それに育まれた生活環境，

歴史・文化，伝統技術・伝統芸能や特産

品，知恵や技等の収集・整理を促進する。

さらに，自然環境や歴史文化などの研

究対象としての奄美の魅力の発信，研究

者が奄美に集まる取組，多くの研究者が

訪れた場合の受入体制の整備，研究者が

長期滞在して研究・調査できる環境の整

備を図る。

また，自然環境の保全・活用等の普及

啓発，その価値が広く共有されるための

地域の内外への情報発信のあり方の検討

等に取り組む。

２ 環境文化型の地域文化の継承

奄美群島の豊かな地域文化を振興する

ため，今後も関係機関等と連携し，伝統

文化の保存・継承の推進，文化芸術団体

等への活動を支援するとともに，「歌い継

ぐ奄美の島唄（歌詞集・ＣＤ・ＤＶＤ）」

の積極的な活用や「ほこらしゃ奄美音楽

祭」の開催等により，奄美群島の伝統文

化の継承や，全国への奄美の魅力の発信

に取り組む。また，各種文化施設の積極

的活用や島口，島唄大会等のイベントの

充実を図るとともに，奄美大島固有の郷

土芸能や伝統行事等に触れる機会の確保

に務め，その保存・継承を促進するとと

もに，自然環境や文化、住民生活に配慮

した，持続可能な観光振興による交流人

口の拡大を図り，環境、社会、経済のバ

ランスのとれた持続可能な島／シマづく

りを目指す。

また，学校教育や生涯学習の場で，島

唄や八月踊りなどの伝統・文化の保存・

伝承を促進するとともに，「世界自然遺産

奄美トレイル」の活用を推進し，奄美群

島固有の自然や歴史，文化等を伝承・活

用する活動を促進する。

社会教育の場において，関係機関や団

体等との連携により，島唄や八月踊りな

どの伝統・文化の保存・伝承を促進する。

また，地域文化の地域住民への普及促

進及び有識者による地元学・地域学の展

開を図る。

さらに，地域の特色を示し，伝統的と

されるものを学術的に調査し，文化財と

しての価値を付加することによって保存

・継承を図るとともに，天然記念物の保

護・管理や史跡の整備を促進するなど，

地域の文化財等の保存・活用及び愛護思

想の普及高揚を図る。

加えて，奄美群島の住民だけでなく，

県民全てが奄美群島の地域文化や自然環

境が本県の財産であることを深く認識す
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るため，鹿児島県本土などの小中学校の

児童・生徒による奄美群島への教育旅行

の実施を促す。

３ 登録による効果の最大化に向けた取

組の推進

(1) 登録による効果の最大化に向けた取

組の推進

奄美・沖縄が世界自然遺産に登録され，

本県は屋久島と合わせて２つの世界自然

遺産をもつ全国唯一の県であることから，

このメリットを生かし，鹿児島と屋久島，

奄美群島，さらには沖縄県と連携した共

同プロモーション等を実施することによ

り，誘客促進・交流促進を推進する。

また，今回の世界自然遺産登録の効果

が，一過性，限定的にならないよう，地

元市町村，観光関連事業者など幅広い関

係者と連携を図り，世界自然遺産をはじ

めとする奄美群島が持つ豊かな自然，個

性的で多様な伝統文化等の観光資源を最

大限活用しながら，持続可能な観光地づ

くりを進める。

さらに，世界自然遺産登録の効果を群

島各島へ波及させるため，広域観光周遊

ルートづくりや，世界自然遺産奄美トレ

イル，奄美群島国立公園の活用に取り組

む。

また，「奄美群島振興交付金」を活用し，

鹿児島・沖縄両県が連携の上，奄美群島

と沖縄間を結ぶ航路・航空路の運賃を引

き続き軽減し，沖縄との更なる交流を促

進する。

(2) 沖縄県との交流・連携

地理的・歴史的・文化的につながりの

深い沖縄との県際交流を促進するため，

航路・航空路など両地域間の交通や情報

通信ネットワークの整備等の交流・連携

の基盤づくりを促進するとともに，それ

ぞれの地域の特色のある観光拠点を結ん

だ観光ネットワークの形成や固有の歴史

民俗・伝統芸能を通じた歴史文化交流，

亜熱帯性等の気候を生かした農林水産業

等の技術交流等を積極的に展開する。

特に，奄美・やんばる広域圏交流推進

協議会を中心に，両地域の更なる友好を

深める取組や産業連携を進め，地域の主

体的な取組による官民あげた交流・連携

を促進する。
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第３節 稼ぐ力の向上に向けた方策

１ 効率的な外貨獲得策

(1) 農業の「稼ぐ力」の向上

ア 担い手の確保・育成

(ｱ) 経営改善意欲のある農業者の確保・

育成

今後の農業・農村の将来を見据え，経

営改善意欲のある認定農業者や認定新規

就農者などの担い手を確保・育成する取

組と併せ，地域の将来の農業の在り方や

農地利用の姿を明確化した「地域計画」

の策定・実現に向けた取組を推進する。

ａ 認定農業者等の確保・育成

市町村担い手育成総合支援協議会の構

成員である関係機関・団体の明確な役割

分担により，農家個々の課題把握等によ

る経営指導，農地の利用集積等のきめ細

かな支援活動を行うとともに，認定農業

者等の経営改善に必要な補助事業や制度

資金等の施策を活用し，効率的かつ安定

的な農業経営を目指す認定農業者等の確

保・育成を推進する。

ｂ 農業法人の育成

関係機関・団体との明確な役割分担に

より，農業法人の設立手続きや労働力確

保を含めた労務管理などの研修会の開催，

かごしま農業経営・就農支援センターを

活用した専門家派遣による個別の経営管

理等の助言など，農業経営の法人化や法

人経営の体質強化に向けた取組を促進す

る。

(ｲ) 新たに就農しようとする者の確保・

育成

県内外での就農相談活動や農業大学校

での教育・研修，研修施設での新規就農

研修，現地就農トレーナーによる助言・

指導，研修段階や経営確立に必要な資金

の交付などの取組を強化するとともに，

経営発展に必要な施設や機械の整備など

総合的に支援し，新規就農者の確保・育

成を推進する。

(ｳ) 女性の農業経営への参画等の促進

家族の話し合いを基本とした家族経営

協定の締結を推進するとともに地域農業

の方針決定過程への女性の参画を促進し，

女性の働きやすい環境整備を図り，農村

における男女共同参画を推進する。

また，女性農業者の意欲と能力を高め

るための研修会等を通じ，高度な農業技

術や高い経営管理能力を持つ地域農業を

担う女性農業経営士等の女性リーダーを

育成するとともに，地域農産物を活用し

た起業活動を促進し，農業の振興や農村

の活性化の一翼を担う女性の取組を推進

する。

(ｴ) 集落を基礎とした農業者組織等の育

成・活動促進

農業就業者の減少・高齢化の進行に伴

い，地域農業を支える多様な農業者を包

含する集落を基礎とした農業者組織等の

育成は，ますます重要となってきている。

このため，市町村，農業団体など関係

機関と連携して，農業機械の共同利用組

織や農作業の受託組織の育成,担い手や高

齢農家等も参画した集落営農の取組を推

進する。

特に，さとうきびの場合，多くの農家

が継続して経営安定対策を活用した営農

が展開できる体制の維持に向けて，農作

業受委託組織の育成と活動強化を促進す

る。

(ｵ) 農福連携の取組の推進

障害者等の雇用・就労の場の拡大を通

じた農業生産の拡大にもつながる農福連

携の取組を推進する。
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イ 農地利用，基盤整備等

(ｱ) 農地利用

「地域計画(目標地図含む)」の策定に

より目指すべき将来の農地利用の姿を明

確化するとともに，農地中間管理事業を

活用した所有者不明農地や相続未登記農

地の貸借の推進などにより，担い手への

さらなる農地集積・集約化を図る。

また，一定の荒廃農地が存在すること

から，更なる荒廃農地の発生防止と解消

を促進する。

(ｲ) 基盤整備等

ａ 農業・農村の整備

県営事業等により，区画整理，農業用

用排水施設，土層改良，農道や集落道路

等の整備を推進し，生産性の向上と快適

な農村環境の保全を図る。

また，赤土流出防止など自然環境等に

配慮した生産基盤の整備を推進する。

ｂ 農業用水の確保と畑地かんがい施設

の整備

各島の水需要の動向を把握しつつ，地

域の特性にあった水資源開発を進め，末

端かんがい施設の整備を推進する。

特に，徳之島及び沖永良部島で実施し

ている大規模畑地かんがい事業について

は，附帯県営事業の早期完成を図り，事

業効果の発現に努める。

ｃ ストックマネジメントの推進

これまでに造成された土地改良施設に

ついては，長寿命化を図るため，機能診

断に基づき作成された保全計画をもとに，

適時適切な対策工事を実施するストック

マネジメント（※）を推進する。

※ストックマネジメント：機能診断に基

づく施設補修・補強等の機能保全対策を

実施し，既存施設の有効活用を図るため

の技術体系及び管理手法

ｄ 地籍調査事業の推進

奄美群島においては，地籍調査の進捗

が遅れていることから，山林・原野の立

会手続きを簡素化できる制度や，これま

で市町村が実施してきた工程の一部を民

間に委託する制度，国の直轄事業である

効率的手法導入推進基本調査などを積極

的に活用し，今後とも円滑な地籍調査事

業の一層の促進を図る。

ｅ 畜産基盤の整備

肉用牛の低コスト生産のためには，飼

養規模の拡大とそれに見合った自給飼料

の確保が重要な課題である。

このため，飼養管理施設の整備と併せ，

荒廃農地や未利用地の飼料生産基盤とし

ての造成・整備など，畜産基盤の整備を

推進する。

ウ 付加価値の高い生産，販売，流通

(ｱ) かごしまブランドの確立等

安心・安全で品質の良い農畜産物を安

定的（定時・定量・定質）に出荷できる

競争力の強い産地づくりと，流通・販売

対策の強化による県産農畜産物のイメー

ジアップを図る。

沖永良部島・徳之島のばれいしょ，沖

永良部島のユリ，奄美大島のパッション

フルーツに続く，野菜，花き，果樹のか

ごしまブランド団体の認定を推進する。

(ｲ) 畑地かんがい営農の推進

畑かんを生かした収益性の高い営農の

実現に向けて，関係機関・団体と連携し

ながら，推進体制の充実・強化を図ると

ともに，生産性の高い園芸品目の推進や

水利用技術・作付体系の実証等の取組を

推進する。

特に，徳之島及び沖永良部島について
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は，営農体系や産地育成のあり方などを

示した畑かん営農ビジョンの目標達成に

向けて，畑かん通水後の収益性の高い営

農の定着に向けた推進活動を展開する。

(ｳ) 農畜産物の生産振興及び銘柄産地の

育成

ａ さとうきび

奄美群島の重要な基幹作物であること

から，引き続き，「県さとうきび増産計画」

に沿って，収穫面積の確保，品目別経営

安定対策に対応した大規模経営体及び小

規模・高齢農家も含めた植付けから収穫

までの一連の機械作業や労働力不足に対

応した作業受託組織等の育成，並びに農

業共済や収入保険への加入を促進すると

ともに，基本技術の励行，病害虫の防除，

優良品種の普及などによる単収向上を図

り，増産に向けた取組を推進する。

また，これらの取組を通じて，製糖工

場における安定的な原料確保と歩留まり

の向上等によるコスト低減と安定操業を

促進する。

ｂ 野菜

本県野菜の先発産地として露地早出し

を中心に，消費者ニーズに対応した安心

・安全な野菜の生産拡大を図る。

特に，さとうきびや肉用牛との複合経

営の確立や野菜専作農家の育成・確保を

推進する。このため，栽培技術の高位平

準化や畑かんの水利用による生産性の向

上を図りながら，生産・流通コストの軽

減を図るとともに，限られた農地で単位

当たりの収益性を高めるためのハウス施

設の整備，農業機械の導入による労力の

省力化，防風樹や防風ネットなどの防風

対策等を講ずることにより，トマトやば

れいしょ，さといも，かぼちゃ，いんげ

んなどの産地育成を総合的に支援する。

島内消費向けの野菜については，栽培

技術の向上を図るとともに，かごしまの

“食”交流推進会議地域協議会等との連

携により地産地消の取組を推進する。

ｃ 果樹

多様化する消費者ニーズに対応するた

め，優良品目・品種への改植・新植を進

めるとともに，たんかんやマンゴー等の

高品質・安定生産技術の開発・普及，栽

培ハウスの整備等を行う。

また，作業の効率化・省力化を図るた

め，省力機械等の導入や，園内道の整備，

土壌・土層改良，防風施設等の小規模園

地整備を進める。

さらに，品質や階級の揃った高品質な

果実の出荷と島外への販路拡大を図り，

ブランド化を推進する。

d 花き

奄美群島は，本県の花き生産において

主力産地となっており，今後とも栽培ハ

ウスやかん水施設，平張施設の整備等に

より，夏季の干ばつや台風，冬季の季節

風の被害を軽減し，更なる生産の拡大と

品質の向上を図る。

特に，スプレーギクやテッポウユリ，

ソリダゴ等を中心に施設化を推進すると

ともに，奄美の気象条件に適した新品目

・新品種の導入を推進し，産地の拡大を

図る。

さらに，集出荷施設の整備や選花機の

導入など，選花・選別作業の省力化を推

進する。

ｅ 肉用牛

奄美群島は，県内でも有数の肉用子牛

生産地域であり，肉用子牛生産には，飼

料自給率向上や労働負担軽減が重要であ

ることから，飼料生産基盤の整備や暖地

型牧草の単収向上，地域の低・未利用資

源の飼料等活用，哺乳ロボットや分娩監
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視システム等のスマート畜産技術の導入，

ヘルパー組織やコントラクターの育成・

強化を推進する。

また，生産性の向上を図るため，繁殖

技術の向上による分娩間隔の短縮や子牛

育成技術の向上による１日平均増体重の

改善など子牛の商品性向上を図る。

さらに，家畜衛生対策の徹底による家

畜疾病の発生とまん延防止を図るととも

に，家畜排せつ物の適切な管理や流通促

進等による環境と調和した畜産経営の実

現を図る。

ｆ 地域特産物

(a) 葉たばこ

沖永良部島の重要な作物の一つである

ことから，たばこ耕作組合など関係団体

と連携を図り，栽培技術の向上や低コス

トで高単収・高品質な葉たばこ生産を推

進する。

(b) ごま

さとうきびとの輪作体系で重要な作物

であることから，実需者との契約栽培を

基本に，適切な肥培管理の徹底，は種や

収穫作業の省力機械化体系の確立などに

よる安定生産を推進する。

(c) 茶

茶農家の経営安定を図るため，品種の

特性や機能性を生かせる有機栽培や発酵

茶などの栽培・加工技術の確立に取り組

むとともに，機能性を生かした販促活動

等を支援する。

(ｴ) 農産物加工

たんかんやパッションフルーツなどの

奄美の特産果実等の新商品開発や加工販

売を進めるため，大隅加工技術研究セン

ターにおける新たな加工技術の開発や加

工技術の習得のためのセミナーを開催す

るとともに，開発した商品の商談機会や

販売機会の提供による販路開拓，さらに

は，市町村と連携した加工施設の整備促

進など，６次産業化の更なる推進を図る。

(ｵ) 農畜産物の販路拡大等

知事トップセールスをはじめ，県内外

でフェアを開催し，かごしまブランド産

品をはじめとする県産農畜産物の認知度

向上とイメージアップを図るとともに，

ネット販売やＥＣサイトなどを活用した

新たな販路拡大のための環境整備を図る

ほか，島外から訪問する観光客にも，奄

美特産の農産物の購入を促進するため，

地元直売所や地元農産物をＰＲするチラ

シを，空港やホテルに配布するなど，情

報発信を図る。

(ｶ) 農畜産物の流通対策

農産物の輸送については，集出荷施設

及びフリーザーコンテナ等を活用したコ

ールドチェーン体制の充実・強化を図る。

また，地域唯一の青果物卸売市場であ

る奄美市公設地方卸売市場の有効的な活

用を図る。

奄美群島から関東，関西をはじめとす

る消費地に農産物等を出荷する場合，本

土における陸上輸送費に加えて海上輸送

費等が必要となることから，輸送コスト

軽減対策により本土産地と同一条件を整

えるだけでなく，ハブ空港として整備が

進められている那覇空港に近い有利な条

件を生かすため，沖縄県への出荷につい

ても検討をするとともに，補助金を活用

した生産基盤の強化を促進する。

なお，台風の影響による気象条件等に

より島外へ出荷できなくなる流通条件の

不利性について，代替輸送手段等への支

援を行うなど，改善に向けた検討を行う

必要がある。
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エ 生産性向上

(ｱ) スマート農業などの農業技術の開発

及び普及指導活動

省力化や高品質生産等に向けて，スマ

ート農業（ＩＣＴ，ＡＩ等の活用）の技

術開発を進める。県単事業等によるスマ

ート農業機器の実証活動を通じて，費用

対効果を検証しつつ，経営規模に見合っ

た導入が図られるよう，事業の活用を含

めた支援を行う。

また，地域に密着した試験研究機関で

ある県農業開発総合センター大島支場及

び徳之島支場において，亜熱帯性の気候

を生かした生産性の高い農産物の安定生

産に向けて，さとうきび，亜熱帯果樹・

野菜・花きなどの栽培技術や病害虫防除

技術，機械化による省力化技術，土壌管

理技術の研究開発を推進する。

普及指導活動については，対象農家や

地域の課題を明確にし，活動の重点化を

図るとともに，関係機関・団体と適切に

役割分担しながら，試験研究機関等で新

たに開発された技術や優良品種などの早

期定着などに向けて，現地の実態に的確

に対応した効率的かつ効果的な普及指導

活動の展開を図る。

(ｲ) 動植物の防疫体制

ａ 家畜衛生対策

周辺諸国で口蹄疫などの海外悪性伝染

病が続発しており，家畜伝染病の発生防

止及びまん延防止を図るため，家畜衛生

対策の徹底を図るとともに，生産性の向

上を図るため，慢性疾病対策として農場

や畜産関連施設のバイオセキュリティの

向上を推進する。

ｂ 特殊病害虫対策

特殊病害虫については，ミカンコミバ

エ等の侵入防止に努めるとともに，アリ

モドキゾウムシやカンキツグリーニング

病の防除対策等の充実を図る。

特に，喜界島におけるアリモドキゾウ

ムシは，寄主植物除去，不妊虫放飼及び

誘引剤散布による防除の強化，徳之島に

おけるカンキツグリーニング病は，国の

駆除確認調査により，早期根絶に向けた

取組を推進する。

(ｳ) 鳥獣被害防止対策

市町村鳥獣被害対策実施隊の機能強化

を図り，鳥獣を寄せ付けない集落ぐるみ

の取組や，侵入防止柵の整備，有害鳥獣

の捕獲(市町村境などの広域捕獲含む)な

ど，ソフト・ハード両面にわたる総合的

な被害防止対策を推進し，野生鳥獣によ

る農作物被害の防止・軽減を図る。

また，野生鳥獣の獣肉（ジビエ）の地

域資源としての利活用を推進する。

オ 農業災害対策

(ｱ) 防災・保全施設

台風や季節風など防風対策に配慮した

ハウス施設，平張施設等の整備や防風樹，

台風通過後の除塩対策に必要な機器の整

備を推進する。

区画整理等の生産基盤の整備と併せて，

老朽化した用排水施設の改修のほか，高

潮や津波等による農地の被害を防止する

ため海岸保全施設を整備するとともに，

これらの施設の老朽化対策や整備を計画

的に推進する。

また，自然災害時の人的被害を最小限

にするため，決壊した場合の影響が大き

い防災重点農業用ため池の防災対策を促

進する。

(ｲ) 農業制度資金・農業保険（農業共済，

収入保険）制度

農業制度資金については，災害が発生

した際に，日本政策金融公庫や他の民間

金融機関と連携して，被災農家の経営再
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建を支援する農業制度資金の円滑な融通

と既貸付金の償還条件の緩和を図る。

また，関係機関と連携して農業共済や

収入保険への加入と災害が発生した際の

共済金等の早期支払いを促進する。中で

も，加入率の低いさとうきび共済や園芸

施設共済の加入面積の拡大を促進する。

カ 農業団体

(ｱ) 農業協同組合

農業協同組合については，今後とも組

織・事業の効率化を促進するとともに，

地域農業の担い手づくりなど営農指導体

制の強化や，広域的なブランド産地づく

り，生産販売体制の強化等を促進する。

(ｲ) 農業共済組合

農業共済組合については，合併による

メリットを活かし，事務の効率化・合理

化を図るとともに，加入率の低いさとう

きび共済や園芸施設共済などの農業共済

や収入保険への加入促進により，多様化

する農家ニーズに対応し得る災害等に対

する支援体制の充実を図る。

キ 安心・安全な農畜産物の安定供給

(ｱ) 環境と調和した産地づくり

みどりの食料システム戦略を踏まえ，

農業による環境負荷の低減を図り，環境

と調和した産地づくりを進めることが求

められていることから，ＩＰＭ（総合的

病害虫・雑草管理）の推進による化学合

成農薬の使用低減を図るとともに，適切

に管理された家畜排せつ物を原料とする

良質堆肥の施用による健全な土づくりな

ど，環境と調和した農業を推進する。

(ｲ) 食の安心・安全確保

安心・安全な農畜産物を生産する取組

を消費者に正確に伝え，安心と信頼を確

保する取組が重要となっていることから，

ＧＡＰ（農業生産工程管理）手法を取り

入れた「かごしまの農林水産物認証制度」

（Ｋ－ＧＡＰ）の普及や国際水準ＧＡＰ

の取組支援により，食の安心・安全の確

保を図る。

ク 農村の振興

(ｱ) 共生・協働の農村づくり運動の展開
む ら

集落住民の自主的な話合い活動を基本

に，ＮＰＯ法人など地域外の活力も活用

した共生・協働の農村(むら)づくり運動

を推進するとともに複数の農村集落の機

能を補完する農村型地域運営組織（農村

ＲＭＯ）の形成等の取組を支援し，豊か

な自然や伝統文化を生かしながら，地域

住民がゆとりとやすらぎを実感できる農

村社会の維持・発展を図る。

(ｲ) 水土里サークル活動等の推進
み ど り

農地等を保全する地域ぐるみの水土里
み ど り

サークル活動（多面的機能支払交付金）

を推進し，国土保全や水源かん養，景観

形成など農業・農村が有する多面的機能

の維持・発揮を図る。

(ｳ) 都市と農村との交流

豊かな自然や伝統文化，亜熱帯性の気

候を生かした多彩な農業・農産物などの

魅力を発信するとともに，これらの地域

資源を活用したグリーン・ツーリズム等

の受入体制の充実を図る。

また，観光産業とも連携した農林水産

業等の体験・交流など持続的なビジネス

としての農泊の取組を促進する。

280



(2) 観光の「稼ぐ力」の向上

［施策の方向性］

○ 持続可能な観光を推進するため，

世界自然遺産登録地などの優れた

自然環境や，住民が自然とかかわ

り，相互に影響を加え合いながら

形成，獲得してきた環境文化など

の保全を図る。

○ 奄美群島の魅力や特性を生かし，

奄美のブランド化を図りながら，

入込客数のみを意識することなく，

適切なターゲット設定を行った上

で，国内外からの誘客施策や一人

あたり観光消費額向上に向けた

施策を展開する。

○ 奄美の自然・食などを生かした

新たな旅行商品の造成を支援する。

○ 国体競技会開催を契機として，群

島民の積極的なスポーツ参加の促

進やスポーツ水準の向上など，広

くスポーツを普及・振興するとと

もに，スポーツ大会・合宿の誘致

を促進し，スポーツを生かした地

域づくりを生かした地域づくりを

促進するとともに，スポーツを通

じた交流人口の拡大や地域活性化

を図る。

○ 奄美の魅力ある地域資源を活用

し，多彩な体験・滞在型観光を推

進する。

○ 顧客需要を意識したマーケティン

グ戦略を推進し，奄美のブランド

化を図る。

○ 観光ルートづくりやガイドの育

成・確保等受入体制を整備する。

○ 新たな観光ニーズにも対応した質

の高い施設整備や，おもてなしを

身近に体験できる民泊施設の整備

を促進する。

○ 奄美群島へのアクセス改善等観

光交通体系を整備する。

○ 移動コストの軽減により群島内外

の相互交流を促進する。

○ 世界自然遺産を生かしたクルー

ズ商品の構築を促進する。

○ 奄美大島へのＬＣＣ就航等による

交流人口の拡大を生かし，群島間

や沖縄間の交通の利便性向上を図

りながら，世界自然遺産登録の効

果を群島全体へ波及させる取組を

推進する。

○ ＩＣＴの活用等により魅力ある

観光情報の発信を図る。

○ 地域産業と連携した，奄美の

「食」の提供や体験型観光等を推

進する。

○ 奄美固有の自然や歴史，文化等

を伝承・活用する活動を促進する。

奄美群島は，世界自然遺産としての価

値を有する亜熱帯性・海洋性の優れた自

然や特色ある貴重な動植物に加え，大島

紬や奄美黒糖焼酎等の特産品や食，島唄，

八月踊り，六調，闘牛等に代表される独

自の伝統・文化等に恵まれている。

また，奄美パーク・田中一村記念美術

館，黒潮の森マングローブパーク，奄美

大島世界遺産センター，タラソ奄美の竜

宮，徳之島なくさみ館等の個性的で多様

な観光施設が整備されてきており，これ

らを活用した観光の振興は，奄美群島の

地域の活性化を図る上で大きく期待され

ている。

観光は，関連する産業の裾野が広く，

地域経済に大きな波及効果をもたらす総

合産業であり，奄美群島においても，地

域活性化等を支える基幹的な産業として

将来の成長が期待されることから，観光

地域としての「稼ぐ力」を引き出す取組

を進める必要がある。

このため，奄美群島の魅力や特性を生

かし，奄美のブランド化を図りながら，
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入込客数のみを意識することなく，適切

なターゲット設定を行った上で，国内外

からの誘客施策や一人あたり観光消費額

向上に向けた施策を展開する。

また，デジタル技術の活用などによる

観光関連産業の生産性の向上を図るとと

もに，観光業界だけでなく，商工業者，

農林水産業者，地域住民などを含む幅広

い関係者が連携したＤＭＯなど「稼げる

観光地域づくり」を推進するための組織

づくりや人材育成等による体制整備のほ

か，観光地の高付加価値化を図る。

さらに，世界自然遺産登録を踏まえ，

奄美群島の豊かな自然や，個性的な文化

等を，他の地域にはない奄美固有の魅力

として地域住民が再認識し，その魅力を

国内外に情報発信するとともに，これら

の魅力を体感できる個性あふれる観光地

づくりや景観形成，交通体系の整備を図

る必要がある。

このため，奄美群島の多様で豊かな自

然や，個性的な伝統・文化等の地域資源

を有効に活用し，奄美の魅力を生かした

新たな旅行商品の造成を支援し，個性豊

かなイベントの開催，国内外からの各種

スポーツ合宿の誘致，この地域ならでは

の体験・滞在型観光プログラムづくりを

促進する。

また，（一社）奄美群島観光物産協会を

中心に，市町村，関係機関・団体等と連

携を図りながら，島コーディネーターの

活用や，観光ガイド，インストラクター，

地域通訳案内士等の人材の育成・確保等

の受入体制づくりを促進し，奄美ならで

はのおもてなしの充実を図ることにより，

商業主義化されたリゾートではなく，魅

力と個性あふれる観光地づくりを促進す

る。

さらに，今後増加が見込まれる中国等

の東アジアを中心とする海外からの観光

客を視野に入れた国内外からのクルーズ

船の誘致など群島内外を結ぶクルージン

グ観光等の観光交通体系の整備，奄美パ

ーク・田中一村記念美術館を群島全体の

観光・情報発信の拠点として，マスコミ

やインターネット等を活用した魅力ある

観光情報の発信を図り，質の高い観光地

づくりを促進する。

これらの観光施策の展開にあたっては，

デジタル技術を活用したマーケティング

結果に基づき，効果的な施策の展開を推

進する。

ア 観光資源の持続可能な活用と観光消

費額の向上

持続可能な観光を推進するため，「奄美

群島持続的観光マスタープラン」に基づ

き，世界自然遺産登録地や国立公園など

の優れた自然環境や，住民が自然とかか

わり，相互に影響を加え合いながら形成，

獲得してきた環境文化などの保全を図る

とともに，こうした奄美群島の魅力や特

性を生かし，奄美のブランド化を図りな

がら，入込客数のみを意識することなく，

適切なターゲット設定を行った上で，国

内外からの誘客施策や一人あたり観光消

費額向上に向けた施策を展開する。

また，特定の地域の過剰な利用や不適

切な利用は，自然環境等への影響が懸念

されるため，引き続き奄美群島内での周

遊促進に一層取り組むとともに，国，市

町村等と連携して利用ルール等の利用者

への啓発やエコツアーガイドの育成に取

り組む。

また，季節分散の取組を進めるほか，

自然環境の保全に配慮したエコツーリズ

ムや質の高い自然体験，奄美の動植物な

ど自然を身近に体験できる環境学習を推

進するとともに，奄美群島の豊かな自然

環境など，多様な観光資源を生かし，Ｍ

ＩＣＥの誘致を促進する。

特に，エコツーリズムについては，世
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界自然遺産登録を踏まえ，学術的な価値

が極めて高い奄美の自然や歴史文化を研

究している研究者等と連携を強化し，研

究成果を反映させたより質の高いエコツ

アー等を促進する。

また，観光業界だけでなく，商工業者，

農林水産業者，地域住民などを含む幅広

い関係者が連携したＤＭＯなど「稼げる

観光地域づくり」を推進するための組織

づくりや人材育成等による体制整備のほ

か，観光地の高付加価値化を図る。

さらに，奄美のゆったりと時を過ごせ

る空間，健康増進・癒し効果が検証され

たタラソテラピー，島唄・八月踊りや長

寿食材など奄美群島が持つ資源や魅力を

活用し，癒しと健康を求めて島外の人が

訪れ，移り住みたくなるためのＰＲ活動

を促進するとともに，奄美の自然・食な

どを生かした新たな旅行商品の造成を支

援する。

また，「ほこらしゃ奄美音楽祭」を実施

し，奄美の独自の文化である島唄の魅力

を発信することにより，奄美の自然や文

化に対する理解を深めるとともに，島唄

を観光素材とした誘客を促進する。

スポーツキャンプや合宿等については，

一年を通じて温暖な気候と，名瀬運動公

園陸上競技場や天城クロスカントリーパ

ークなど群島各地のスポーツ施設を生か

し，国内外からの誘致を促進する。

また，国体競技会開催の実績や経験を

生かし，大規模なスポーツ大会の誘致を

促進する。

様々な海洋レクリエーションや，各地

の島唄，八月踊り，六調などの伝統芸能，

個性豊かなイベントなど，奄美の魅力あ

る地域資源を生かした体験学習や沖縄等

との連携等の充実を図りながら，教育旅

行の誘致を促進する。

さらに，奄美の健康・長寿・癒しに関

する豊かな地域資源を有効に活用し，自

然のリズムに近いゆったりとした生活様

式や独特の食など，スローライフやスロ

ーフードを体験できる様々なプログラム

の充実を図りながら，引き続き，体験プ

ログラムを集積した「あまみシマ博覧会」

を実施するとともに，旅行商品化に向け

た磨き上げや農林漁業体験の提供など，

多彩な体験・滞在型観光プログラムづく

りを促進する。

これらの観光施策の展開にあたっては，

デジタル技術を活用したマーケティング

結果に基づき，戦略的かつ効果的なプロ

モーションを行うことにより，交流人口

の拡大や特産品の販路拡大等を促進する。

イ 観光施設等の受入体制の整備

奄美パーク・田中一村記念美術館を群

島全体の観光拠点として位置づけ，黒潮

の森マングローブパークや奄美大島世界

遺産センターなど群島各地の様々な観光

施設等との連携強化を図り，周遊性のあ

る観光ルートづくりを促進する。

また，外国人旅行者の増加も見据えな

がら，観光施設の相互連携を図り，その

効用を高めるため，外国人観光客も含め

全ての観光客が各観光地間を分かりやす

く快適に移動できるよう，外国語併記の

観光案内標識等の設置や街並み整備，沿

道の植栽等やトイレ，休憩所等の施設整

備を図るとともに，インターネット等を

活用した観光地間の交通アクセスの情報

発信など利便性の向上を図る。

さらに，観光施設等においては，高齢

者や障害者等はもとより，全ての観光客

が安全かつ快適に観光を楽しむことがで

きるよう，バリアフリー化を促進する。

このほか，島唄や八月踊り，六調，闘

牛等の奄美ならではの伝統・文化を気軽

に楽しめるような体験型観光に対応した

施設の整備を促進するとともに，観光客

の本物志向・体験志向に対応するため，
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鶏飯や豚骨，山羊料理等の伝統的な奄美

特有の料理が味わえる施設や，奄美の特

色ある食材等を使った特産品等の加工体

験施設の整備を促進する。

また，スポーツ施設等については，国

内外のトップアスリート等のスポーツ合

宿にも対応できるような質の高い受入環

境づくりを促進する。

さらに，メジャースポーツやトップア

スリートだけではなく，様々な競技及び

レベルのスポーツ合宿を受け入れ，奄美

群島におけるスポーツツーリズムを促進

する。

宿泊施設については，一部で新築等が

見られるが，一般的には老朽化が進んで

おり，民間活力の導入を図りながら，新

たな観光ニーズにも対応した質の高い施

設や，長期滞在に対応できる低廉な施設，

奄美ならではのおもてなしを身近に体験

できる民泊施設等の整備や改修等を促進

する。

「奄美らしさ」を体験してもらうため

には，民泊が有効な手段であることから，

施設整備の在り方に加え，受入側向け制

度説明会の開催，地域推進組織への支援

について検討する。

このほか，（一社）奄美群島観光物産協

会，市町村，関係機関・団体等と連携を

図りながら，奄美ならではのホスピタリ

ティあふれるサービス提供体制づくり，

外国人観光客も含め全ての観光客が安心

して観光できるような観光案内機能の充

実，地域の自然や歴史，文化等の奄美な

らではの地域資源を観光客に紹介する島

コーディネーター，観光ガイド，インス

トラクター，地域通訳案内士等の人材の

育成・確保，マリンスポーツや大島紬の

泥染め体験など特色ある体験・滞在型観

光プログラムを一元的に提供する「あま

みシマ博覧会」の充実など，観光客の受

入体制の整備・強化を図り，訪れる誰も

が奄美の観光を満喫することにより，リ

ピーターの確保につなげる。

また，グローバル化社会の進展に対応

するため，将来の奄美地域の発展を担う

青少年による国際交流事業を促進し人材

育成を図るとともに，今後増加が予想さ

れる外国人住民の地域社会参画を促進す

る多文化共生の取組を推進する。

ウ 観光交通体系の整備

奄美群島へのアクセスを改善するとと

もに，群島内外を結んだ周遊型観光を推

進するため，奄美群島と本土，沖縄及び

各島間の交通体系の改善・充実を図る必

要がある。そのために，空港・港湾等の

交通拠点の整備を促進する。

航空路線については，県管理空港の着

陸料軽減や運航費補助などにより，その

維持・確保を図るとともに，鹿児島，東

京，大阪，沖縄等を結ぶ路線において，「奄

美群島振興交付金」を活用し，観光客等

に対する航空運賃の軽減を実施すること

で，奄美群島における交流人口拡大を図

ってきたところである。世界自然遺産登

録による効果を群島全体へ波及させる周

遊促進策により，これまで以上に回遊性

を高める。

また，群島内空港における国内チャー

ター便運航へ引き続き支援を行うととも

に，世界自然遺産登録などにより，奄美

群島の国際的な知名度の向上が見込まれ

るため，鹿児島空港を経由したプライベ

ートジェットや国際チャーター便の群島

内空港への就航促進に向けた取組の検討

を行う。

航路については，観光客の交通手段で

もある定期航路の維持・確保を図るとと

もに，群島内の島々を観光船等で周遊で

きるクルージングネットワークの形成を

図る。

また，鹿児島～奄美群島各島～沖縄間
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を結ぶ航路では，「奄美群島振興交付金」

を活用し，観光客等に対する航路運賃の

軽減を実施することで，奄美群島におけ

る交流人口拡大を図ってきたところであ

り，引き続き，更なる交流人口の拡大に

向けた施策を検討する。

さらに，クルーズ船や定期船による観

光交流を振興するために既存施設の有効

活用を含めた受入環境の整備を図る。特

に，国内外からのクルーズ船の誘致につ

いては，世界自然遺産を生かしたクルー

ズ商品の構築を促進する。

道路交通については，各島の主要観光

ルートとなる縦貫・循環道路等の整備を

推進するとともに，休憩展望等のための

駐車場や公衆トイレ等を整備するほか，

奄美らしい景観が保全されるよう路傍植

栽等の管理を図る。

島内交通手段については，観光客の利

便性の向上や島内の周遊性を高めるため，

定期観光バスや観光タクシー等の整備・

充実について各島内の関係事業者等によ

る検討を促す。

加えて，奄美大島へのＬＣＣ就航等に

よる交流人口の拡大を生かし，群島間や

沖縄間との交通の利便性向上を図るとと

もに，「奄美群島アイランドホッピング検

討事業」の結果も踏まえ，世界自然遺産

登録の効果を群島全体へ波及させる取組

を推進する。

エ 国内外に向けた魅力ある観光情報の

発信

観光情報の発信については，現代人が

求めている「癒しの空間」としてのイメ

ージを定着させられるような情報発信を

戦略的に展開する。

特色ある貴重な動植物や島唄，八月踊

り，六調，闘牛等の独自の伝統・文化な

ど，個性的で多様な地域資源を基本とし

た，高いメッセージ性を有する奄美の観

光ブランドの形成，定着化を図る。

また，奄美パークを群島全体の観光・

情報発信拠点として位置づけ，来訪客へ

世界自然遺産の価値をガイダンス的に伝

えるため，展示リニューアル等の施設改

修を行い，県外在住の群島出身者等の協

力も得ながら，県内における他の地域や

沖縄等には見られない奄美の特性を踏ま

え，奄美の観光に対するイメージアップ

を図る。

（一社）奄美群島観光物産協会のホー

ムページのポータル機能強化等を図り，

デジタル技術を活用したマーケティング

結果に基づき，戦略的かつ効果的なプロ

モーションを行うことにより，交流人口

の拡大や特産品の販路拡大等を行う必要

がある。

奄美群島の特徴ある多様で豊かな自然

や，個性的な伝統・文化等といった奄美

の持つ多彩な魅力を積極的に海外へ情報

発信するとともに，人・物・情報に関す

る様々な交流活動を展開し，交流人口の

増加を図る。特に，今後も目覚ましい経

済発展・人口増加が期待され，地理的・

歴史的にも関係が深いアジア地域との交

流を一層促進する。

さらに，（一社）奄美群島観光物産協会

等との連携を図りながら，首都圏をはじ

め，直行便のある地域等での観光展や旅

行会社等へのセールスの実施，奄美群島

への旅行会社等の招請，航空会社や旅行

会社とタイアップした群島各島の周遊ツ

アーや沖縄等と組み合わせた広域的な旅

行商品の造成支援等を進める。

また，中国人観光客向けの数次ビザを

利用した沖縄経由のルート形成，国際チ

ャーター便やクルーズ船を利用した海外

からのツアー造成等に向けた誘致セール

スなど，国内はもとより，アジアをはじ

めとした海外からの誘客促進を図る。
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オ 地域産業との連携

観光は，農林水産業，商工業等とも関

連した裾野の広い産業であることから，

より一層，産業間の連携強化を図ること

により，質の高い観光地づくりや魅力の

発信を行う必要がある。

このため，地域の農林水産業と飲食，

宿泊業等の観光業界との連携による地元

食材や食文化を生かした奄美の「食」の

提供やＰＲを促進する。

また，農林水産業や大島紬等の特産品

など地域産業と連携し，多彩な体験プロ

グラムの提供等による体験型観光の推進

や，奄美の自然，文化等を生かしたブラ

ンド化の推進を図るとともに，特産品，

土産品の開発・提供やＰＲを促進する。

カ 外国からの観光客誘致に向けた観光

施策の推進

世界自然遺産登録や持続可能な観光地

の国際的な認証団体への選出などにより，

奄美群島の国際的な知名度の向上が見込

まれるとともに，今後増加が見込まれる

中国等の東アジアを中心とする海外から

の観光客を視野に入れ，中国人観光客向

けの数次ビザを利用した沖縄経由のルー

ト形成，国際チャーター便やクルーズ船

を利用した海外からのツアー造成等に向

けた誘致セールスなど誘客促進を図ると

ともに，多言語によるインターネット等

での情報発信や外国語併記の観光案内標

識等の設置を進め，また，クルーズ船の

寄港や国際チャーター便運航に係るＣＩ

Ｑ要員配置が円滑にできるような仕組み

づくりの検討など，海外との交流促進の

ための環境整備を図る。

キ 持続可能な観光の推進体制の整備

世界自然遺産に登録され，観光客の更

なる増加が見込まれる中，持続可能な観

光を推進するために必要な自然環境や文

化の保全，観光客の受入環境整備等に活

用できる財源については，利用者負担を

含め，確保を図るための方策の検討が必

要である。

また，こうした取組により，観光客の

責任ある旅行の意識付けや行動変容にも

繋がるつなげられるほか，自然環境や文

化の保全と活用の理解促進につなげてい

く。

(3) ものづくりの「稼ぐ力」の向上

ア 大島紬

需要開拓や収益性の向上を図るため，

大消費地において，大島紬の魅力を発信

しながら，産地自らが小売業者や消費者

に直接販売することも含め，流通チャネ

ルの多様化を図る。

また，産地の商品開発力や販売力の強

化を図るため，異業種の民間企業等と協

働で行う大島紬の素材や技法を生かした

デザイン性や機能性に優れた新たな商品

開発や販路開拓を行うための取組を促進

する。

同時に，締工や織工等の各工程の技術

者の高齢化，後継者不足も課題となって

いるため，市町の大島紬後継者育成施設

や伝統工芸士（※）との連携を図り，各

工程に従事する人材の確保・育成を図る

とともに，島外の若者等のインターンシ

ップや地域おこし協力隊等の活用など，

移住促進対策と連携した後継者の確保に

向けた取組を促進する。

※伝統工芸士：経済産業大臣指定の伝統

工芸品の製造に従事している技術者の中

から，高度な技術・技法を保持する者を

（一社）伝統的工芸品産業振興協会が認

定している。

イ 奄美黒糖焼酎

域外への販売力の強化を図るため，国
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内では首都圏や東北を重点的に，若者を

ターゲットにしたプロモーションや大手

酒販店等と連携した消費拡大キャンペー

ン等を展開するとともに，地域商社等と

連携した域外への商流構築に向けた取組

などにより，認知度向上と販路拡大を図

る。

また，海外においても，米国，ＥＵ，

アジアを重点的に，世界の酒類業界関係

者へ奄美黒糖焼酎の特長や魅力を発信す

るとともに，輸出商社等と一体となった

営業活動を展開し，輸出促進を図る。

さらに，国内外の嗜好やニーズに対応

した商品開発，島内産黒糖の使用による

付加価値の高い商品作りや海外でも認知

しやすい統一したラベル表示などを行い，

ブランド力の向上を図る。

また，焼酎蒸留液の農地還元以外の処

理システムの確立及び有効活用に向けた

取組を促進するとともに，鹿児島大学等

と連携し，県工業技術センターによる技

術支援を通じて焼酎の製造技術の高度化

や焼酎産業を担う高度な知識と技術を持

つ人材の育成を図る。

ウ その他の特産品

奄美群島特有の豊富な資源や地域の特

性を生かした新たな商品開発や，付加価

値の高い商品づくりが必要である。

鹿児島ブランド支援センターやかごし

まの新特産品コンクール等を活用し，新

たな商品の開発や商品の改良を促進する

とともに，ＥＣサイトの活用や大消費地

での商談会，展示会などへの出展，地域

商社等と連携した域外への商流構築に向

けた取組などにより，域外への販路の拡

大を図る。

また，地元市町村において，農商工等

の連携による特産品の開発等の取組を図

る。

２ 域外への資金流出を防止するための

方策

(1) 再生可能エネルギーの導入の促進

域外への資金流出を防止するための方

策としては，これまで化石燃料を域外か

ら購入していたが,再生可能エネルギーの

導入を進めることにより，化石燃料の一

部が再生可能エネルギーに置き換わり，

資金流出を抑制することができる。この

ため，引き続き再生可能エネルギーの導

入を促進する。

(2) 食育及び地産地消の促進

家庭や学校，地域等において，農林漁

業体験や奄美の食材を使った郷土料理等

の体験などを通じて，食を大切にする心

や食に対する感謝の念の醸成，食を選択

する力を身に付けるなどの食育を推進す

るとともに，「かごしまの味」に制定した

料理や菓子をはじめ，それぞれの島に伝

わる奄美の食文化の継承を推進する。

また，学校給食や病院等への地域食材

の供給を通じて，地域の農林水産業や農

林水産物の理解促進を図るとともに，飲

食店，ホテル，直売所等における島野菜

をはじめとする地域の食材活用や食文化

を生かした奄美の「食」の提供による地

産地消を推進する。

(3) 高等教育機関の設置

新たな高等教育機関の設立については，

奄美大島総合戦略推進本部の有識者会議

における議論や，関係市町村長の判断等

を踏まえて検討する。また，高等教育機

関の設立に係るその他の動きがある場合

は，必要な情報共有や支援等について検

討する。

３ 域内における経済循環を促進するた

めの方策

(1) 産業を支える人材の確保・育成
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産業人材の確保については，特定地域

づくり事業協同組合の設立を促進すると

ともに，関係団体による移住希望者に対

する情報発信等と連携して，奄美群島外

からの人材確保を図る。

また，都市圏の企業等に勤務する専門

人材を，リモートワークなどにより副業

・兼業人材として活用するほか，ワーケ

ーションによる都市圏の人材と地域との

交流により，奄美群島の産業を支える人

材の確保を図る。

農業においては，関係機関・団体等と

連携した継続的な経営・技術指導等によ

り，効率的かつ安定的な農業経営を目指

す認定農業者など担い手の確保・育成を

図る。

併せて，新規就農者については，ＵＩ

ターン者等への就農相談活動や市町村研

修施設での技術研修等により，新規就農

者の確保・育成を図る。

さらに女性農業経営士の育成等により，

女性の農業経営等への参画意欲を高め，

その能力が発揮できるよう支援するとと

もに，高齢農業者の豊富な経験や知恵・

技術を生産活動や地域活動に生かす環境

づくりを推進する。加えて，地域内の農

商工を連携させた取組を推進するため，

中核的役割を担う人材に対して，販売や

パッケージングなどビジネス力強化のた

めの人材育成を行い，農業を中心とする

新たな特産品ビジネスの創出を促進する。

小・中学校等における食育を推進する

ことで豊かな人間性を培い，子どもたち

の農林水産業に対する理解の促進を図る。

観光においては，観光産業を奄美の成

長に資する基幹産業とするためにトップ

レベルの経営人材，観光産業を担う中核

人材，即戦力となる実務人材の各層にお

いて，観光産業の担い手の育成を図る。

また，奄美特有の観光資源を活用した地

域観光（エコツアーガイド認定制度によ

る質の高いサービス提供等）を担う人材

を育成する。

増加が見込まれる外国人観光客等への

対応については，地域通訳案内士等の育

成・確保を促進する。

情報通信産業においては，地理的制約

を受けにくい特徴を生かし，起業化や新

事業創出を進めるための拠点施設の活用

や地元企業におけるＩＣＴ人材の育成を

促進する。

水産業においては，新規就業希望者等

を対象とした「かごしま漁業学校」等の

漁業研修制度等の充実を図るとともに，

地域の漁業士，漁協や市町村等で校正さ

れる「新米漁業者みまもり隊」の活動を

支援することで，新規就業者の確保・定

着や意欲的な取組を行う漁業士などの中

核的な漁業者の育成を推進する。

林業においては，（公財）鹿児島県林業

担い手育成基金など関係団体等と一体と

なって，「鹿児島きこり塾」をはじめとす

る林業技術研修等を通じて，新規就業者

の確保・育成と就業者の定着促進を図る

とともに，経営改善指導等の実施により

事業体の育成・強化を推進する。

商工業においては，本場奄美大島紬協

同組合による大島紬の技術指導，技術相

談等の取組の支援を通じて大島紬の後継

者育成を促進するほか，新事業の創出や

起業化の促進，製造業を支える人材の育

成など，関係機関と連携を図りながら，

起業家や中小企業等の人材育成を図る。

(2) 奄美群島振興開発基金の機能強化

奄美基金においては，域内における経

済循環に資するため，地域内の食材や再

エネの活用など，地域経済の域内循環率

向上に役立つ取組に対する融資条件の優

遇等を検討する。

(3) 産官学金の連携
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現在，奄美群島広域事務組合と奄美基

金が主導し，「地域経済循環分析研究会」

を起ち上げ，内閣府等の分析ツールを用

いて域内から流出している所得等を把握

・検証することにより，データに基づい

た効果的な施策に繋がることを目標とし

ている。

域内における経済循環を促進するため

には，群島内で作られているものを地元

で消費する「地産地消」や群島内で消費

するものは地元で生産する「地消地産」，

付加価値を付けた奄美独自のものを島外

へ出荷して外貨を得る「外貨獲得」、奄美

の自然・歴史・文化などを学び，観光客

が感嘆するサービスを提供し相応の対価

を得る「高付加価値化」などがある。

そのため，今後，地域の課題解決に意

欲のある民間事業者のプラットフォーム

を作り，互いのアイデアやリソースを持

ち寄り意見を出し合うなど産官学金のネ

ットワークを活かし，地元事業者の既存

商品や既存ビジネスの高付加価値化や新

たなソーシャルビジネス化などを進める

ことが必要である。

また，奄美群島の経済振興（高付加価

値化，経済循環）や地域課題解決のため，

奄美基金が産官学金の連携のハブとなり，

地域に根ざした公的金融機関として，高

等教育機関等から取得した情報の提供や

地元金融機関と共同で取りまとめる金融

支援事業の提案，経済循環に資する金融

支援などが考えられる。
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第４節 奄美群島が抱える条件不利性の

改善

［施策の方向性］

○ 情報通信環境の整備については，

国の動きも踏まえ，市町村とも連

携を図りながら，必要な取組を進

める。

○ デジタル人材の確保を図るため，

民間の取組を促進するほか，次世

代に求められる情報活用能力を身

に付けた人材の育成や，住民の情

報活用能力を向上するための学習

機会の拡充を図る。

○ くらし・産業・行政のデジタル

化により，奄美群島が抱える地域

課題の解決を図る。

○ 各主体が，それぞれの課題に応

じてデータを分析・活用し，ニー

ズの多様化等の環境変化へ適切に

対応することを目指すとともに，

県，市町村が保有するデータにつ

いては，可能な限りオープンデー

タ化に努める。

○ 航路・航空運賃及び農林水産物等

を出荷する際の輸送コストの軽減

を継続するとともに，事業の充実

・拡大及び利用促進を検討する。

○ 対象品目の更なる拡充，畜産物

の対象品目への追加など，制度の

拡充を検討する。

○ 本土との格差が生じている物価

格差の縮小を図る。

○ 加計呂麻島，請島，与路島の島

外車検に伴う車両航送費の支援措

置の実現に向けて取り組む。

○ 空港，港湾，道路等交通基盤の

整備及び既存施設の老朽化対策を

推進する。

○ 近年の記録的な集中豪雨や台風

被害を踏まえ，防災及び国土保全

施策を推進する。

１ デジタルによる社会変革

社会・経済・産業構造など，私たちを

取り巻くあらゆる環境がデジタル化しつ

つある中で，新しい商品やサービスを開

発し，人々の生活をより良いものにして

いくためには，デジタル技術をこれまで

の手段の代替や改善，拡張に用いるだけ

ではなく，変革，創造に活用していく必

要がある。

ＩｏＴ技術やクラウドサービスなど，

デジタル技術は進化を続けており，こう

した技術革新は，これまでの常識を覆し，

更なる変革や創造を後押ししている状況

にある。

デジタル化は，離島地域の条件不利性

を，大幅に軽減させることが見込まれる

ことから，奄美群島においては，デジタ

ル技術の浸透が，人々の生活をあらゆる

面で良い方向に変化させる「デジタルに

よる社会変革」，すなわちデジタル・トラ

ンスフォーメーション（ D i g i t a l

Transformation（ＤＸ））を目指した取組

が必要である。

(1) 情報通信基盤の整備

奄美群島における情報通信環境の整備

は，離島地域の条件不利性を軽減させる

ことが見込まれることから，重要である。

国は，「デジタル田園都市国家構想」の

実現を図るため，５Ｇやデータセンター

など，デジタルに関連するインフラの整

備や新サービスの実装に向けた制度改革，

新たな人材の開発・活用の仕組みなどの

事業環境の整備等，地方を支えるデジタ

ル基盤の整備を進めることとしており，

このような国の動きも踏まえ，市町村と

も連携を図りながら，必要な取組を進め

る。

また，高齢者など，デジタル機器を使

いこなせない人も想定し，「誰一人取り残
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されない，人に優しいデジタル化の実現」

に向け，国のデジタル格差対策の動きも

踏まえながら，住民がデジタル機器に触

れ，活用する機会の創出促進に取り組む。

(2) デジタル人材の活用・確保・育成

デジタル人材には，データ分析やＩＣ

Ｔへの造詣，情報システム全体をマネジ

メントする能力など，多岐に渡るスキル

が求められている。

また，デジタルによる社会変革を進め

る上では，デジタル技術を理解する人材

のほかに，ビジネスとデジタルをコーデ

ィネートできる人材の育成・確保が必要

である。

官民ともに不足しているデジタル人材

については，「島外のデジタル関連産業や

デジタル人材を活用する」，「島外のデジ

タル関連産業やデジタル人材に移住等し

てもらう」，「島内でデジタル人材を育成

する」など，デジタル人材の活用・確保

・育成につながる取組を促進する。

小・中学校においては，ＧＩＧＡスク

ール構想により整備した校内の通信環境

と児童生徒１人１台端末を活用するため

に，デジタル教材の活用や教職員への研

修を行い，ＩＣＴ活用指導力の向上を図

る。また，県域教育用アカウントを用い

た交流学習の実施や学習支援ツールの活

用，学習履歴の管理等，各種オンライン

サービスの利活用を図るとともに，プロ

グラミング教育や情報モラル教育等を充

実させ，次世代に求められる情報活用能

力を身に付けた人材を育成する。

大学や専門学校の新規学卒者において

は，就職してから一人前になるために，

情報通信企業が実施する人材育成・研修

にかかるコストを軽減する市町村の取組

を促進する。

生涯学習・社会教育においては，住民

の情報活用能力を向上するための学習機

会の拡充や，住民のＩＣＴ利用をサポー

トする指導者の育成を図る。

(3) 官民のデジタル化の推進

くらしのデジタル化においては，「誰一

人取り残されない，人に優しいデジタル

化」を目指し，全ての住民がデジタルの

恩恵を享受できる社会の実現を目指す。

その中で，医療や福祉，交通など，住

民の生活に直結する分野をはじめ，防犯

や防災など，安心・安全な社会を実現す

るためにデジタル化を進める。

産業のデジタル化においては，農林水

産業をはじめ，製造業や建設業，観光業

など，各分野におけるデジタル化に向け

た取組を支援し，既存製品・サービスの

付加価値化や新たな製品・サービスの創

出を目指す。

そのため，ＩｏＴ・ＡＩ等のデジタル

技術により，「労働集約型作業の業務の効

率化を図りたい」，「既存事業の利益率向

上を目指したい」，「新たな製品・サービ

スを開発したい」など，各事業者の意向

・状況に応じて，必要な支援を提供する。

また，瀬戸内町では，民間企業と連携

し，ドローンを活用した離島間での物資

輸送の実証実験が進められている。外海

離島である奄美群島は，地域課題も多く，

実証実験の効果を測定しやすいことから，

民間企業と連携し，ドローンをはじめと

する先進技術を取り入れた実証実験の場

として活用を促進する。

行政のデジタル化においては，行政手

続きのオンライン化を進めることにより，

住民が行政機関に出向くことなく，迅速

かつ簡単・便利に行政サービスを受ける

ことができるようになることを目指す。

また，デジタル化により行政事務の効率

化を進め，人口減少や少子高齢化による

働き手の減少や，デジタル化できない，

若しくはしない方がよい分野への人的資
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源の再分配を行い，住民一人ひとりの要

望に応じたきめ細かな行政サービスの提

供を目指す。

(4) データの利活用の推進

デジタルによる社会変革を進めるため

には，ドローンや人工衛星，ＩｏＴ等を

活用したセンシングデータなど，デジタ

ル化で新たに獲得できるようになったデ

ータも含め，あらゆるデータから，「変革」

の元となる材料を見つけることが重要で

ある。

また，データに価値を持たせるため，

収集したデータをＡＩなどの技術も駆使

しながら分析することにより，様々な意

味や知見を取り出し，さらに，業務処理

の効率化等に活用する必要がある。

県，市町村，民間企業等の各主体が，

それぞれの課題に応じてデータを分析・

活用し，創意工夫しながら，多様なサー

ビスの迅速かつ効率的な提供や改善を行

い，ニーズや価値観の多様化，技術革新

等の環境変化へ適切に対応していくこと

を目指す。

データは幅広く利活用されることで，

その価値が最大限発揮されることから，

県，市町村が保有するデータについては，

可能な限りオープンデータ化する。

２ 運賃，輸送コストの軽減

外海離島である奄美群島において，航

空路線は住民の往来や産業活動，観光客

等の群島内外のアクセスにとって極めて

重要な交通手段となっている。

しかしながら，沖縄と比較した場合，

利用者数や便数，使用機材の大きさなど

に差があることなどから，奄美路線が割

高となっており，奄美群島の人口一人当

たり所得が237万円（平成30年度）と全国

平均と比べ大きく下回っている実態も合

わせ考えれば，奄美群島の航空運賃は，

家計にとって大きな負担となっている。

また，観光振興を図る上では，地域間

競争の支障となっている。このように，

航空運賃の軽減は，奄美群島の住民の生

活利便性の向上や観光の振興等を図るた

めに重要な課題であることから，平成26

年度から奄美群島振興交付金を活用し，

奄美群島航空運賃軽減事業において，離

島住民割引制度の拡充を図ったところで

ある。

同事業については，鹿児島－奄美群島

路線及び奄美群島間路線を対象としてい

る現行制度から，地理的・歴史的・文化

的につながりの深い沖縄との交流を促進

するため，奄美群島－沖縄間路線につい

ても，対象路線に追加することや準住民

の対象拡充（介護帰省者等）について検

討する。

また，奄美群島から関東，関西をはじ

めとする消費地に農林水産物等を出荷す

る場合，本土における陸上輸送費とは別

に必然的に海上輸送費用等が必要となっ

ている。

現在，奄美群島振興交付金を活用して

実施している奄美群島農林水産物等輸送

コスト支援事業については，引き続き事

業を実施することにより条件不利性の改

善を図る。

また，沖縄の離島地域においては，定

住促進等の観点から沖縄本島への輸送コ

ストを補助対象としていることから，こ

れと同様に，奄美群島から沖縄本島への

農林水産物等の移出についても輸送コス

ト支援事業の補助対象とすることにより，

奄美群島と沖縄の一体的な発展を図るた

めの取組を検討する。

出荷団体が作成する生産振興計画につ

いては，適切な助言・指導を行うととも

に，必要な支援措置を講じ，地元生産者

の生産性向上や雇用の拡充，人材の育成

を促進する。また，事業の利用促進を図

292



るための取組を検討するとともに，事業

者が安心して同事業を活用できるよう，

台風等の気象条件等により出荷できなく

なる農産物等の代替輸送手段等への支援

方法について，運送事業者や出荷団体等

の意向を踏まえて検討する。

さらに，奄美群島の生産者が抱える不

利性を解消するため，これまで対象とし

ていなかった畜産物について，その輸送

や移入に係るコストに対する支援の実施，

加えて，野菜等の既存の区分の中での対

象品目の拡充など，事業の充実・拡大に

ついて検討する。

また，原材料等の移入についても，支

援対象品目数が農林水産物及び加工品を

合わせて各市町村３品目までと限定され

ていることから，支援対象品目数の拡充

について検討する。

なお，沖縄県農林水産物条件不利性解

消事業においては，畜産物が対象品目に

なっているほか，野菜等の区分内の対象

品目について制限が設けられていない。

３ 生活又は事業活動に必要な物資の費

用負担の軽減

(1) 物価の軽減

品目別にバラツキはあるものの依然と

して本土との格差が生じている物価につ

いては，その格差発生の要因や実態を踏

まえながら格差縮小を図る。

ア 物価格差の縮小

奄美群島においては，生活関連物資の

多くを本土からの移入に依存しており，

物流コストが上乗せされること等により，

本土に比べて総体的に物価が高く，群島

民の生活の負担となっている。

ガソリン価格については，既存の軽減

措置があるものの，本土に比べて依然と

して割高であり，日常生活や産業振興等

に大きな影響を与えていることから，揮

発油税等の軽減などによる価格引き下げ

が図られるよう取り組む。

さらに，本土との地域格差を縮小する

観点から，消費税の負担軽減について検

討する必要がある。
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イ 物資の価格及び需給の安定

生活関連物資の価格及び需給の安定を

図るため，引き続き動向を調査・監視す

る。

また，地元においては，本土等からの

供給方法や島内での安定的な備蓄方法の

在り方についての検討を行う。

ウ 一時的な価格上昇の防止

台風等による海上輸送途絶時に懸念さ

れる一時的な価格上昇や便乗値上げを防

止するため，価格及び需給状況の調査・

監視を行う。

エ 関係業界への協力要請

本土との価格差の大きい生活関連物資

について流通実態調査を行い，必要に応

じて関係業界に対し価格差縮小に向けて

の協力要請を行う。

オ 消費者意識の啓発等

生活関連物資の価格の安定や円滑な供

給等に資するとともに，消費者が合理的

な消費行動をとることができるよう，消

費者と事業者が意見交換を行う離島物価

問題懇談会の開催や，物価に関する情報

提供を行う。

(2) 島外車検に伴う車両航送費の負担の

軽減

加計呂麻島，請島，与路島の島外車検

に伴う車両航送費の負担軽減を図るため

の支援措置の実現に向けて取り組む。
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４ 交通基盤の整備

(1) 航空交通

ア 空港の整備

奄美群島は，その地理的条件から高速

交通体系を維持し，隔絶性の軽減を図る

ことが重要であることから，空港の整備

については，航空機の安全運航の確保及

び航空輸送需要の動向に対応した滑走路

などの空港施設の更新・改良等を推進す

る。

また，老朽化が見られる喜界・徳之島

・沖永良部・与論空港の旅客ターミナル

ビルについては，当該ビルを所有する民

間事業者の意向を踏まえ，支援のあり方

について検討する。

イ 航空路の整備

航空路線は奄美群島の住民の生活や産

業活動にとって極めて重要な交通手段と

なっていることから，引き続き国と協調

した運航費補助や機体購入費補助を行う

など，国や航空会社と連携しながら，鹿

児島，東京，大阪，沖縄等の各空港及び

各島間の路線の維持・充実を図り，運賃

軽減を継続するとともに，運賃軽減の拡

充を検討する。また，国に対しても，財

政支援措置の拡充など離島航空路線の安

定的な運航を確保するための支援策等の

維持・充実を図るよう，働きかける。

(2) 海上交通

(ｱ) 定期船対策の推進

亀徳港等の定期船主要港においては，

港内静穏度の向上させるための防波堤を

整備し，安定的な運航を図ることで，補

完港利用に伴う利用者や貨物等の移動コ

スト等の削減を図る。

(ｲ) 既存施設の有効活用

定期船が利用する港湾においては，岸

壁エプロンや防舷材等の定期的な補修を

進めるとともに，港湾施設の老朽化対策

を推進する。

(ｳ) クルーズ船受入れの対応

奄美群島においても，多くのクルーズ

船を受け入れられるように既存施設の有

効活用も含めた受入環境の整備を図る。

イ 航路の整備

航路は，奄美群島の住民の生活や産業

活動にとって極めて重要な交通手段とな

っていることから，引き続き，運営補補

助等を行うなど，国や航路事業者と連携

しながら，その維持・充実を図り，運賃

軽減を継続するとともに，運賃軽減の拡

充を検討する。

（参 考）※ 離島関係法の動き

○沖縄振興特別措置法（H24.3改正）

・一括交付金の創設（人・物の移動コス

トを軽減する制度を実施）

○離島振興法（H24.6改正）

・「人の往来及び物資の流通に要する費用

の低廉化に資するための施策の充実に

特別の配慮」の規定を追加

・離島活性化交付金等の創設

・「離島航路・航空路の支援に関して必要

となる新たな法制の整備を含めた支援

のあり方について検討」（附帯決議）

(3) 陸上交通

ア 道路の整備

外海離島の隔絶性を解消し，本土との

近接性を確保するための空港・港湾の整

備とともに，これらの空港・港湾とのア

クセス向上や地域間の交流を促進するた

め，各島内を縦貫・循環する道路の整備

を推進する。

災害に強い道づくりを進めていく上で，

交通の途絶が予想される箇所等の防災対

策や橋梁など道路施設の老朽化対策を計
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画的に推進する。

また，バス路線など生活道路の整備を

進めるとともに，自然環境との調和を図

りながら，地域住民の利便性・安全性・

快適性に配慮した道路整備を計画的に進

める。

さらに，遅れている市町村道の整備に

ついては，住民の日常生活に不可欠な道

路であることから，引き続きバス路線や

生活路線等となっている市町村道の重点

的な整備を図る。

イ 路線バス等

各島において，地元市町村と連携して，

バス事業者の生産性向上の取組等を促進

するとともに，地域公共交通確保維持改

善事業等の活用により，地域間幹線系統

や廃止路線代替バスの路線維持を図る。

また，コミュニティバスやデマンド型

交通など，各地域の実情に合わせた多様

な運行形態への転換を促進する。

５ 防災及び国土保全

(1) 消防防災の充実

ア 消 防

奄美群島の火災・救急業務等の消防力

の向上を図るため，県消防・防災ヘリコ

プターの活用を含め，常備消防体制の充

実・強化を図るとともに，消防ポンプ自

動車やはしご自動車等の資機材の整備や，

防火水槽等の消防水利施設の整備を促進

するほか，高規格救急自動車の導入や救

急救命士の養成及び資質向上並びに処置

範囲の拡大を図る。

また，災害時における集落の孤立化に

対応するため，消防団活動の活性化や救

助資機材等の充実及び県消防・防災ヘリ

コプターと関係機関との相互応援体制の

充実を図る。

さらに，住宅用火災警報器の設置及び

定期的な維持管理を促進するなど住民の

防火意識の啓発を図る。

イ 防 災

集中豪雨や台風，地震・津波等による

災害の未然防止を図るため，避難所の指

定や各種施設の総合的な整備を推進する。

また，平成22年10月の奄美豪雨災害を

はじめとするこれまでの多くの災害を踏

まえ，奄美群島住民の生命・安全確保と

避難時の良好な生活環境を確保するため，

奄美群島防災関連施設整備事業による避

難施設の機能強化，通信設備の整備など

の防災対策を推進する。

さらに，住民や防災関係機関等への迅

速・的確な気象・河川・土砂災害等の情

報提供体制の整備や，災害危険箇所の掌

握点検・周知徹底に努めるとともに，避

難行動要支援者対策の推進や自主防災組

織の育成等による住民の防災意識の高揚

を図るなど，地域防災対策の強化を図る。

また，災害時における相互応援体制の

確立やボランティア活動の促進を図るほ

か，県消防・防災ヘリコプターや奄美ド

クターヘリを活用し，迅速な応急対策の

推進や災害時救急医療体制の整備など災

害支援体制の充実を図る。

(2) 治山対策の推進

ア 山地治山

台風や集中豪雨・地震に起因する山地

災害箇所や山地災害危険地区について，

自然環境や生態系等に配慮した復旧治山

事業や予防治山事業等の治山対策を推進

し，荒廃山地の早期復旧と山地災害の未

然防止策を講じるとともに，既存施設の

点検・補修等を図る。

また，治山施設の整備等に加え，山地

防災ヘルパー等を活用した山地災害危険

地区の地元住民への周知など，ハード・

ソフトが連係した防災対策を推進する。
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イ 海岸防災林の造成

台風や冬季の季節風等の影響を直接受

ける海岸地帯の人家や農地等を保全する

ため，自然環境及び生態系等にも配慮し

て，海岸防災林の計画的な造成・整備を

図る。

また，防潮・防風等の機能を十分に発

揮させるため，防災林の適切な維持管理

に努めるとともに，施設点検や補修等の

実施による老朽化対策の推進を図る。

ウ 保安林の整備

保安林の機能を維持・増進するため，

自然環境及び生態系等にも配慮して，保

安林改良事業や保育事業を積極的に推進

する。

また，公益的機能の発揮が要請される

森林については，積極的・計画的に保安

林指定を推進する。

(3) 治水対策の推進

あらゆる関係者が協働して流域全体で

行う「流域治水」を推進し，気候変動等

による将来の水災害リスクに適応したハ

ード・ソフト一体となった総合的な防災

・減災対策を推進する。

ア 河 川

奄美群島の河川において，河川の氾濫

等による浸水被害の軽減や再度災害防止

を図る。特に，平成22・23年度の豪雨に

より甚大な浸水被害が発生した住用川等

については，重点的な河川整備の推進を

図る。

準用河川についても，引き続き整備を

促進する。

また，奄美群島の河川流域には，南西

諸島独特の動植物が多く生息・生育して

おり，リュウキュウアユ等の絶滅危惧種

も見られることから，自然環境及び生態

系等に特に配慮し多自然川づくりを推進

する。

既存施設の老朽化対策の推進，適切な

維持管理，寄洲除去に努める。

あわせて，河川砂防情報システムによ

る河川情報の提供や，浸水想定区域の指

定などソフト対策を推進する。

イ 土石流対策（砂防）

大島本島及び徳之島の地形は，山地が

非常に急峻で，急流かつ流路延長が短い

という特徴のある渓流となっており，そ

の下流の狭あいな土地に集落が形成され

ていることから，頻繁に来襲する台風に

加え近海の活発な地震活動ともあいまっ

て土砂災害の危険性が高くなっている。

このため，土石流危険渓流の防災対策

を基本に，要配慮者利用施設への土砂災

害を防止する堰堤等の施設整備を積極的

に推進するほか，土砂災害防止法に基づ

く警戒避難体制の整備等のソフト対策を

推進する。特に，施設整備に当たっては，

県渓流環境整備計画に基づき，奄美の豊

かな自然環境及び生態系等に配慮し，渓

流を遮断しないスリットタイプの堰堤等

を整備するとともに，砂防関係施設の長

寿命化計画に基づき，既存施設の老朽化

対策を推進する。

ウ 地すべり対策

山地の亀裂や斜面の滑落段差など被害

が生じている地すべり地区の現状を把握

しつつ，人家，公共施設，耕地等に甚大

な被害を及ぼすことが予想される地域に

おいては，自然環境や生態系等にも配慮

して，地すべり防止施設等の整備及び砂

防関係施設の長寿命化計画に基づき，既

存施設の老朽化対策を推進する。また，

土砂災害防止法に基づく警戒避難体制の

整備等のソフト対策を推進する。

エ 急傾斜地崩壊対策
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地形・地質・気象等による土砂災害が

起こりやすい条件下にあるため，がけ崩

れによる人家，公共施設等への被害のお

それのある地域において，急傾斜地崩壊

防止施設の整備を推進する。要配慮者利

用施設や避難関連の施設保全を重点的に

行うとともに，砂防関係施設の長寿命化

計画に基づき，既存施設の老朽化対策を

推進する。また，土砂災害防止法に基づ

く警戒避難体制の整備等のソフト対策を

推進する。なお，急傾斜地崩壊防止施設

等の整備に当たっては，自然環境や生態

系等にも配慮した整備を図る。

(4) 海岸保全の推進

台風常襲地帯であり，また，地震活動が

活発であることから，高潮や津波等によ

る災害を防止するため，海岸保全施設の

整備及び既存施設の老朽化対策を推進す

る。

また，整備に当たっては，利用しやす

く，自然環境や生態系等にも配慮した海

岸整備を行う。

(5) 港湾整備の推進

大規模地震発生後の海上交通ルートに

よる避難・救助・復旧作業等に対応する

ため，重要港湾の名瀬港において，耐震

強化岸壁や防災拠点となる緑地等の整備

を進める。

また，奄美群島全体において港湾施設

の老朽化対策を推進する。
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第５節 奄美群島の生活基盤の確保・充

実

［施策の方向性］

○ 離島の妊婦健診・出産，不妊治

療の受診に対する支援など保健医

療施策を推進する。

○ 地域の実情に応じた在宅医療と

介護が一体的・継続的に提供され

る地域包括ケアシステムの構築や

深化に向けた施策を推進する。

○ 定住の促進に資する地域人材の

育成のため，地元指導者の確保，

指導者のスキル向上に必要な知識

などを取得できる機会の提供や環

境整備などを促進する。

○ ＵＩターン者が子育てや働きや

すい環境の整備を促進するとと

もに，都市圏の企業等に勤務する

専門人材をリモートワークなどに

より，副業・兼業人材として活用

する取組を促進するほか，伝統・

文化や産業を支える人材の確保・

育成に資する各種研修制度などに

ついて検討する。

○ 上下水道，区画整理，公営住宅，

交通安全施設など，生活環境を整

備する。

○ 自然環境配慮型・自然再生型公

共事業等の取組を推進する。

○ 小規模貯留施設等の整備及び老

朽化したダムやため池等の補修・

改修を計画的に推進し，水資源の

安定確保を図る。

○ 地域特性を生かした再生可能エ

ネルギーの導入促進等資源・エネ

ルギー施策の推進を図る。

１ 保健医療福祉

(1) 保健医療

ア 健康づくりの推進

(ｱ) 健康増進

「健康かごしま21」に基づき，健康寿

命の延伸と生活の質（ＱＯＬ）の向上を

目指して，子どもから高齢者に至るまで

の生涯を通じた総合的な健康づくりを進

める。

また，循環器病等による早世の減少を

図るため，減塩習慣化などによる生活習

慣病の予防・改善や，自殺の背景にある

うつ・ストレスについての正しい知識の

普及など，こころの健康づくりを推進す

る。

さらに，高齢化の進行を踏まえ，高齢

者が要介護状態となる要因の一つである

脳卒中をはじめ，ロコモティブシンドロ

ーム（運動器症候群）や認知症等の予防

も推進する。

(ｲ) 保健活動の推進

ａ 母子保健

離島であるという地理的な特性や，母

子保健医療に係る社会資源が少ないこと

なども念頭に置いて，「かごしま子ども未

来プラン2020」（県次世代育成支援対策行

動計画（令和２年３月策定））に基づき，

今後とも，関係者，関係機関・団体との

連携を図りながら，安心して妊娠・出産

ができる環境整備を推進するとともに，

常駐の産科医のいない離島の妊婦の健診

・出産や生殖補助医療の受診に要する交

通・宿泊費用に対する助成等，妊娠・出

産に係る経済的負担の軽減を図るととも

に，ハイリスク妊産婦や低出生体重児に

対する保健指導，総合的な小児医療・周

産期医療の充実など，安心して子どもを

産み育てられることができる環境づくり

を推進する。

また，発育や精神・運動等の発達に問

題のある乳幼児等に対して，乳幼児発育

発達クリニックを開催し，相談及び早期

の発達訓練指導等の実施や療育施設等の

照会を行うなど，引き続き母子健康医療
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対策の充実を図る。

ｂ 成人保健

生活習慣病の予防に重点を置き，地域

・職域・学域保健の連携による住民の生

活習慣の改善など，住民の主体的な健康

づくりを支援するとともに，市町村等各

保険者による特定健康診査・特定保健指

導，健康増進法に基づく検診や健康教育，

さらに，介護保険法による生活機能評価

など一体的な取組を促進する。

また，人々のライフステージや生活の

場に応じた，こころの健康の保持・増進

に努めるとともに，関係機関が連携して，

地域の実情に応じた自殺予防にかかる啓

発活動の強化や相談支援体制の充実を図

り，地域ぐるみの自殺対策を推進する。

ｃ 歯科口腔保健

歯科疾患予防や生活の質の向上に向け

た口腔機能の維持・向上を図るため，生

涯を通じた歯科口腔保健の観点に立った

健康教育や保健指導，歯周病検診やオー

ラルフレイル予防対策を含めた成人期及

び高齢期の口腔健康管理等の効果的な歯

科口腔保健対策を積極的に推進する。

ｄ 結核

定期健康診断は，感染予防と早期発見

・治療につながることから，保健所や市

町村を通じた受診の徹底と健診未実施事

業所の解消を図る。

また，ＢＣＧ接種の意義・効果につい

て，実施主体である市町村と連携しなが

ら，広く島民に普及啓発し，接種の機会

の拡大を徹底し，接種率の向上を図る。

患者管理の徹底については，治療率の

向上に有効な服薬支援に医療機関と保健

所が連携して取り組み，治療中断のリス

クや患者の利便性を考慮して，患者の治

療開始から終了までの支援計画を作成し，

完全治療を図る。さらに，結核の発生動

向の情報を迅速に県民及び医療機関等の

関係者に公表し，結核の予防に関する有

効かつ的確な対策を図る。

イ 保健医療体制の総合的整備

(ｱ) 保健所等の機能充実

地域の特性である共助の精神及び社会

福祉等の関連施策との連携に配慮し，地

域住民の健康の保持及び増進を図るため，

名瀬，徳之島両保健所の地域保健に関す

る広域的，専門的及び技術的機能を強化

し，市町村をはじめ健康関連団体を支援

するとともに，新たな感染症の発生及び

まん延時に備え，保健所の機能強化を図

る。

さらに，市町村と共同で地域リーダー

の育成や健康づくりのモデル地域の実践

例による啓発を図り，住民による主体的

な健康づくり活動を促進する。

(ｲ) 医療体制の整備

奄美群島の医療については，医師をは

じめとする医療従事者の確保を図るとと

もに，限られた医療施設や医療従事者等

の医療資源の有効活用により，健康増進

から疾病の予防，治療，リハビリテーシ

ョンに至る包括的な医療供給体制の整備

を図り，可能な限り群島内で完結させる

ことを目標とする。

県立大島病院においては，高度・専門

医療や地域に不足する医療機能の充実を

図るため，施設・設備の更新や高度医療

機器の整備・更新等により医療水準の向

上を図るとともに，代診医派遣など，へ

き地医療支援機能の充実・強化を図る。

また，県立大島病院を中心として，医

療連携体制の充実を図るとともに，地域

医療構想調整会議等を通じた医療機関相

互の協議を促進し，病床機能の分化・連

携を推進する。さらに，県医師会が運営
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する「かごしま救急医療遠隔画像診断セ

ンター」の活用等ＩＣＴを活用した遠隔

医療を促進する。

無医地区等の医療については，巡回診

療を行う医療機関への支援を行うなど受

診機会の確保を図る。

救急医療については，地域救命救急セ

ンターとして，県立大島病院が，24時間

365日救急患者を受け入れており，県立大

島病院と各医療機関との緊密な連携によ

る救急医療体制の充実に努める。

さらに，奄美ドクターヘリについて，

安定運用を図るため，フライトドクター

等の養成・確保に努める。

また，消防・防災ヘリコプターによる

救急医療体制の強化など関係機関と連携

し，引き続き，離島緊急搬送体制を維持

していく。

新たな感染症の発生及びまん延時に備

え，病床や外来医療の確保など医療提供

体制の整備が図られるよう努める。

(ｳ) 医療従事者の確保

ａ 医師・歯科医師・薬剤師

医師については，自治医科大学卒業医

師の活用や，鹿児島大学医学部の地域枠

入学制度と連動した医師修学資金の貸与，

ドクターバンクかごしまの運用，臨床研

修医の確保など，市町村とも一体となっ

て総合的な医師確保対策を図る。県立大

島病院においては，平成26年６月に開設

した臨床研修センターを活用し，研修医

の確保及び研修体制の充実を図る。

歯科医師については，鹿児島大学など

関係機関団体と協力しながら歯科医師の

確保に努める。

薬剤師については，未就業薬剤師の掘

り起こしや郷土出身薬学生の実務実習の

受入，地元での就職の呼びかけなどを行

い，薬剤師の確保を図る。

ｂ 看護職員

看護職員については，質の高い安全な

医療を提供するため，看護師等養成所へ

の運営費の助成や看護学生に対する看護

職員修学資金貸与などにより新規学卒者

の確保・定着を図るとともに，病院内保

育所への運営費の助成等による離職防止

を図る。

また，新人看護職員や教育担当者等に

対する研修の実施や特定行為に係る看護

師の養成を促進するなど住民の複雑化す

る健康ニーズに対応できるよう資質向上

を図る。

ｃ 管理栄養士及び栄養士

市町村や給食施設への管理栄養士又は

栄養士の配置の継続とともに，栄養士会

等と連携し管理栄養士等の資質向上のた

めの研修会等の開催を支援する。

(2) ハブ対策

ア ハブ駆除対策の推進

住民に積極的なハブ捕獲を奨励し，ハ

ブ個体数を減少させ咬傷者を減らすため，

引き続き，市町村と協力して生きハブの

買上を実施する。

また，これまでの研究成果を踏まえ，

ハブとの共存に関わる総合調査事業とし

て，ハブの餌動物である野ネズミの生息

状況や個体数の変動調査を実施するとと

もに，学校におけるハブの生息調査等を

通じて住環境からのハブの駆除と，自然

の中でのハブとの共存法の研究を行う。

さらに，ハブ講習会を開催し，住民に

最新情報を含めたハブの危険性とその対

処方法について普及啓発を行うとともに，

エコツアーガイド登録者や観光客等に最

新のハブ情報の提供，発信を行う。

イ ハブ咬傷対策の推進

ハブ咬傷は，局所の病変の進行が早く，
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咬傷直後の適切な応急措置が重要である

ことから，毒の吸い出しに効果が認めら

れる携帯用毒吸出器の普及啓発を図ると

ともに，治療用血清である「はぶ抗毒素」

を市町村や病院，診療所等に配備するな

ど，咬傷時の緊急治療対策等の充実を図

る。

ウ 買上ハブの有効活用

ハブ捕獲奨励買上事業において買い上

げたハブについては，ハブ加工業者や食

品製造加工業者への払い下げを行う等，

ハブの有効活用を図る。

(3) 社会福祉

ア 高齢者福祉対策の充実

市町村や関係機関・団体等と連携を図

りながら，引き続き「すこやか長寿社会

運動」を積極的に展開し，高齢者が豊富

な知識・経験・技能を生かして，地域づ

くりの担い手として社会参加するよう支

援するとともに，健康づくり，生きがい

づくりなどにチャレンジできる取組の促

進を図る。

介護保険制度については，市町村に対

し，安定的な事業運営等に資するよう適

切な支援を行うほか，高齢者の状況に応

じた適切な介護サービス提供基盤の確保

や各種研修等を通じた介護サービスの質

の確保・向上に努める。

また，高齢者の外出や買い物等の多様

なニーズに対応できるよう，サービスや

身近な通いの場の創出を行う生活支援コ

ーディネーターの人材育成等を推進する。

認知症施策については，認知症予防や

早期診断・早期対応を推進するとともに，

認知症の人とその家族への支援の充実を

図る。

イ 障害者福祉対策の充実

地域社会における共生の実現に向けて，

障害福祉サービスの充実など，障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るため，平成25年４月から施行されてい

る「障害者総合支援法」の円滑な推進を

図る。

(ｱ) 相談支援体制の充実

障害福祉サービス等の提供に従事する

サービス管理責任者や相談支援専門員等

の専門職員の資格取得研修等により，障

害福祉人材不足の解消に努める。

これにより，事業所の人材確保の支援

及び地域における相談支援の司令塔とな

る「基幹相談支援センター」における人

材不足の解消及び設置促進を図る。基幹

相談支援センターでの対応が困難な課題

については，市町村で設置している各地

域自立支援協議会や圏域で設置されてい

る地域連絡協議会及び県自立支援協議会

による助言等を行うなど，地域における

関係機関等が連携して，障害者等への支

援に係る課題を協議し，対応策を検討す

る相談支援体制の整備に努める。

(ｲ) 工賃向上計画の推進

令和３年10月に策定した「県工賃向上

計画（令和３～５年度）」に基づき，対象

事業所の工賃向上に向けた主体的な取組

を推進する。

ウ 児童福祉対策の充実

国の子ども・子育て支援新制度等を踏

まえ，女性の就業等の増加や就労形態の

変化，児童数の推移をみながら，児童福

祉施設の適正な水準を確保するとともに，

老朽施設の改築等による生活・保育環境

の整備を促進する。

また，様々な保育ニーズに対応した多

様な保育サービスを提供するために，保

育人材の確保・育成を進め保育の質の向

上を図り，特性のある子どもや医療的ケ
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ア児等の受入，子どもが安心して生活す

ることができる環境づくりの充実を進め

る。併せて，放課後児童の健全育成を図

るための放課後児童クラブの設置促進な

ど，市町村が地域の実情に応じて実施す

る取組を支援し，子どもを安心して産み

育てられる環境づくりを図る。

エ 母子・寡婦・父子家庭の福祉対策の

充実

福祉資金の貸付等により母子・寡婦・

父子家庭の社会的，経済的な自立を促進

するとともに，ひとり親家庭自立支援給

付金事業による給付金の支給や就業支援

講習会の開催などにより就労支援を推進

する。また，家庭生活支援員の派遣や生

活・生業等についての相談，指導の充実

・強化を図るほか，母子・父子家庭等の

健康保持と生活安定のためのひとり親家

庭医療費助成事業など諸施策を推進する。

オ 地域福祉の推進

全ての人々が住み慣れた地域において，

地域のあらゆる住民が役割を持ち，支え

合いながら自分らしく活躍できる地域コ

ミュニティを育成し，公的な福祉サービ

スと協働して助け合いながら，安心して

くらすことのできる地域共生社会を実現

するため，今後，地域における住民主体

の課題解決力強化と市町村における相談

支援体制の構築，市町村地域福祉計画の

策定を促進する。

このため，地域住民等の地域福祉活動

への参加と協力が不可欠であることから，

地域の多様な主体が，地域課題を主体的

に把握し，解決を試みることができる体

制づくりの構築を図るとともに，地域福

祉活動の中核を担う県社会福祉協議会と

も連携を図りながら，市町村社会福祉協

議会の基盤強化を図る。

カ 生活困窮者対策等の実施

生活困窮者に対しては，生活保護に至

る前段階で自立促進が図られるよう，生

活困窮者自立支援法に基づき，相談対応

のほか，就労や家計管理，子どもの学習

等の支援を包括的に実施するとともに，

引き続き制度の周知を図り，制度の活用

及び支援への参画を促す。

また，生活保護受給者に対しては，そ

の困窮の程度に応じて必要な保護を講じ，

最低限度の生活の保障を行うとともに，

就労可能な者に対しては，ハローワーク

との連携により自立支援プログラムを実

施するなど，被保護世帯の自立に向けて

積極的に支援する。

２ 教育及び人材育成

(1) 教育

ア 学校教育の充実

(ｱ) 幼稚園・認定こども園教育

幼稚園及び幼保連携型認定こども園に

ついては，地域の実情等を踏まえ，適切

な整備を進める。

また，幼稚園教諭・保育教諭の研修の

充実を図る。

(ｲ) 義務教育

基礎的・基本的な知識・技能の確実な

定着，主体的・対話的で深い学びの視点

からの授業改善などを通した思考力・判

断力・表現力等の育成や問題を自らの力

で解決していこうとする主体的な態度を

育むとともに，少人数学級のよさを生か

した個別最適な学びの充実を図る。

また，地域の島唄，八月踊りなどの伝

統・文化や，世界自然遺産に登録された

豊かな自然環境を生かした体験活動を取

り入れるなど，総合的な学習の時間等を

活用し，へき地・小規模校のよさを生か

した特色ある教育活動の充実を図り子ど

もたちの豊かな心を育む。

303



また，行政と連携し，積極的に離島留

学を受け入れるなど学校の活性化を図る。

不登校児童生徒への支援を図るため，

学校が関係機関等と連携しながら，居場

所づくりや教育相談体制の充実を促進す

る。

さらに，小規模校における隣接校との

集合学習や大規模校等との交流学習等の

学校間交流を促進するとともに，ＧＩＧ

Ａスクール構想により進んだＩＣＴ環境

の整備を踏まえて，より積極的に遠隔教

育システムを活用し，通常授業等におけ

る合同授業等の推進・充実を図る。

また，ＡＩやＩｏＴなど，急速に発展

する社会の情報化に対応するため，学校

におけるＩＣＴを効果的に活用した「個

別最適な学び」や「協働的な学び」の推

進，プログラミング教育や情報モラル教

育等の取組の充実を通して，次世代に求

められる情報活用能力の育成を図る。

また，教員の指導力向上のため，外部

人材やＷＥＢ等を活用した研修等の充実

を図る。

児童生徒の体力については，運動好き

な子どもの育成を図るため，研修等によ

り教員の指導力向上に努めるとともに，

一校一運動や小・中学校の学級や学年単

位で取り組む「体力アップ！チャレンジ

かごしま」の取組等を推進し，運動習慣

の育成やバランスのとれた体力の向上を

図る。

小・中学校の校舎や屋内運動場，給食

施設などの学校施設については，老朽化

した施設の計画的な改築，改修等の整備

を促進する。

また，へき地教員住宅については，不

足戸数の解消や老朽化対策を促進する。

(ｳ) 高等学校教育

学校が地域や家庭と連携しながら「開

かれた教育課程」の実現を目指すととも

に，教員の授業改善及び生徒の自己学習

力や学ぶ意欲の向上など学力向上に向け

た総合的な取組を推進する。

また，離島という地理的条件を勘案し

ながら，ＧＩＧＡスクール構想により整

備が進んだＩＣＴ環境で，積極的な遠隔

教育システムの活用や，ＩＣＴの活用に

より可能となる学習スタイルの構築を進

め，特色ある学校づくりに努めるととも

に，多様化した生徒の実態に対応し「個

別最適な学び」の充実を図る。

さらに，高校生が地元企業を知り，自

己の職業適性及び将来設計について考え

る良い機会とするため，インターンシッ

プや企業訪問等，地元企業との連携を積

極的に促進する。

高校生の体力については，研修等によ

り教員の指導力向上に努めるとともに，

学級や学年単位で取り組む「体力アップ！

チャレンジかごしま」の取組等を推進し，

運動習慣の育成やバランスのとれた体力

の向上に努める。

学校施設については，引き続き老朽校

舎等の改築や大規模改修，体育施設の整

備等を進める。

高校未設置の離島に住む高校生は，島

を離れて進学せざるを得ないなど，居住

費等の教育に係る経済負担が重くなって

いることから，その軽減を図るため，離

島高校生の修学の支援を促進する。

(ｴ) 特別支援教育

自立と社会参加に向けた主体的な取組

を支援する視点に立ち，発達障害を含め

た特別な教育的支援を必要とする児童生

徒に応じた学びの場（特別支援学校，特

別支援学級，通級による指導，通常の学

級）において，一人ひとりの教育的ニー

ズに最も的確にこたえるよう，よりきめ

細かな指導・支援の充実や学習環境の整

備を図る必要がある。
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このため，地域や保護者等の特別支援

教育に対する理解を深めるとともに，就

学前から学校卒業後までの一貫した支援

体制を整備し，自立と社会参加の実現を

図る。

小・中学校，高等学校については，特

別支援教育の充実を図るため，個別の指

導計画等に基づく校内における支援体制

づくりに努めるとともに，教員に対する

研修や県立大島養護学校による巡回相談

の充実を図る。

また，県立大島養護学校については，

在籍する児童生徒への教育を充実させる

とともに，関係機関と連携し，巡回相談

等を通じて小・中学校の特別支援学級や

高等学校への支援を行うなど，奄美地域

における特別支援教育のセンター的な機

能の充実を図る。

(ｵ) 高等教育機関

離島においても高等教育の受講を可能

とする遠隔教育について，超高速ブロー

ドバンドの整備などの情報通信技術の発

達を生かし，本土と同等の教育環境の整

備を促進する。

鹿児島大学大学院が開講している奄美

サテライト教室については，受講生確保

のための広報活動や受講科目の充実など

の取組を促進するとともに，鹿児島大学

の国際島嶼教育研究センターとの連携を

図る。

また，専修学校については，離島地域

における専門教育機関として健全な発展

が図られるよう，運営状況調査等を通じ

て助言・指導等を図る。

放送大学については，県立奄美図書館

内に設置されている放送大学鹿児島学習

センター奄美再視聴室の利用も含め，関

係機関と連携して周知に努める。

新たな高等教育機関の設立については，

奄美大島総合戦略推進本部の有識者会議

における議論や，関係市町村長の判断等

を踏まえて検討する。また，高等教育機

関の設立に係るその他の動きがある場合

は，必要な情報共有や支援等について検

討する。

イ 生涯学習の推進

かごしま県民大学中央センター，市町

村，大学・短期大学，民間教育機関等と

連携して，生涯学習推進体制の充実を図

り，多様な学習機会を提供する。

図書館や公民館等生涯学習の拠点とな

る施設や設備については，地域住民の学

習ニーズに対応するため，情報機器の更

新や適切な維持補修，計画的な老朽化対

策を促進する。

奄美群島内の拠点図書館である県立奄

美図書館を中心に，全ての群島内の公共

図書館（室）をネットワーク化し，多様

なサービスを提供できるよう情報発信等

の機能の拡充を図る。

生涯スポーツの推進については，マイ

ライフ・マイスポーツ運動に基づき，各

市町村と連携して総合型スポーツクラブ

の育成・支援に努めるととともに，各市

町村のスポーツ・レクリエーション活動

を積極的に促進する。

※マイライフ・マイスポーツ運動：「す

べての県民が，それぞれの関心や適性

に応じて主体的・継続的にスポーツ・

レクリエーション活動に親しみ，スポ

ーツをとおして，支え合うことのでき

る活力ある社会づくりを目指す」こと

を目標とした本県の生涯スポーツの推

進のための運動である。

社会体育施設については，今後も地域

スポーツの振興を図るため，維持補修や

老朽化対策を含め，地域の実態に即した

計画的な施設設備の整備を促進する。
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(2) 人材育成

ア 地域を支える人材の育成・確保

これからの奄美を担う人材を育成・確

保するため，郷土に根ざした学校教育や

高校生の職業意識等の醸成を図るインタ

ーンシップ，外部講師の活用などを推進

する。

また，青少年の自立の精神と豊かな感

性のかん養，国際的感覚やふるさとを愛

する心の醸成を目的とした青少年育成県

民運動を家庭・学校・職場・地域等が一

体となって積極的に推進する。

新たな高等教育機関の設立については，

奄美大島総合戦略推進本部の有識者会議

での議論や，関係市町村長の判断等を踏

まえて検討する。また，高等教育機関の

設立に係るその他の動きがある場合は，

必要な情報共有や支援等について検討す

る。

鹿児島大学が開講している奄美サテラ

イト教室については，受講生確保のため

の広報活動や受講科目の充実などの取組

を促進する。また，同大学の国際島嶼教

育研究センター奄美分室などの高等教育

機関と連携した地域人材の育成の取組を

促進する。

県立短期大学の奄美サテライト講座に

ついては，受講生確保のための広報活動

や受講科目充実などの取組を促進する。

かごしま県民大学中央センターの生涯

学習県民大学講座や放送大学と連携した

県立奄美図書館の公開講座等については，

市町村，大学等と連携を図りながら，住

民のニーズや現代的課題に対応した多様

な学習機会を提供するなどの取組を促進

する。

地域コミュニティ，ＮＰＯ，企業など

多様な主体が連携・協力し，地域課題を

ビジネスの手法を活用しながら解決する

など，持続可能な取組を行う担い手の創

出・育成を図る。

また，地域のニーズや資源を踏まえつ

つ積極的に地域活動に取り組むリーダー

やコーディネーターの育成を図る。

定住の促進に資する地域人材の育成に

は，指導者の確保が重要であることから，

地元のスキルを持ったＵＩターン者や地

域おこし協力隊等のほか，都市圏の人材

などによるオンライン指導などにより，

指導者の確保を図る。

イ くらしを支える人材の育成・確保

保健・医療・福祉のニーズの多様化・

高度化に対応するために，医師，歯科医

師や薬剤師の確保を図るとともに，看護

職員，管理栄養士，理学療法士，作業療

法士，心理士，歯科衛生士，健康づくり

指導者等やホームヘルパー，介護支援専

門員，社会福祉士，介護福祉士等の専門

性を備えた人材の育成・確保を図る。ま

た，保育人材の確保に対応するため，保

育士修学資金の貸付や保育士人材バンク

の活用を図る。

併せて，ボランティア，ＮＰＯ等の社

会参加活動を担う人材の育成を図るほか，

看護師，介護福祉士，保育士，幼稚園（二

種）教諭の養成所である奄美看護福祉専

門学校との連携を強化する。

また，これからの奄美の伝統・文化を

担う人材の育成を図るため，学校の学習

活動の中などで伝統的な祭り・行事に触

れる機会を設けるとともに，民俗芸能等

の発表の機会の提供や，継承活動の取組

の紹介等により保存・継承の意欲を高め，

将来の担い手の確保を図る。また，文化

財を活用した学習の場の提供と地域の文

化財等の学校教育，地域活動への活用を

促進し，郷土教育の充実を図るとともに，

地域住民を中心とした多様な主体の参画

による持続的な伝統・文化の保存・継承

活動の支援・促進を図る。
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さらに，環境教育・環境学習等を推進

し，環境保全のための具体的な実践活動

を全県的に展開する「地球環境を守るか

ごしま県民運動」を進める人材の育成を

図るとともに，奄美の自然や歴史，文化

等についての知識を有するガイド等の人

材の育成を促進する。

ウ 産業を支える人材の育成・確保

人口減少・少子高齢化の進行に伴い，

労働力人口が減少するなか，奄美群島の

産業の成長や活力を確保するためには，

働く人一人ひとりの職業能力の向上，生

産・研究開発を支える人材育成，外国人

留学生などのグローバル人材，後継者や

担い手の確保・育成等が必要である。

また，地方回帰の流れを踏まえ，リモ

ートワークなど自らの希望する働き方を

選べる環境を作り，副業・兼業など多様

な働き方を行う人材を確保する必要があ

る。

なお，施策の詳細は，第３節３⑴にお

いて記載する。

エ デジタルによる社会変革を支える人

材の活用・確保・育成

デジタル人材には，データ分析やＩＣ

Ｔへの造詣，情報システム全体をマネジ

メントする能力など，多岐に渡るスキル

が求められている。

また，デジタルによる社会変革を進め

る上では，デジタル技術を理解する人材

のほかに，ビジネスとデジタルをコーデ

ィネートできる人材の育成・確保が必要

である。

官民ともに不足しているデジタル人材

については，「島外のデジタル関連産業や

デジタル人材を活用する」，「島外のデジ

タル関連産業やデジタル人材に移住等し

てもらう」，「島内でデジタル人材を育成

する」など，デジタル人材の活用・確保

・育成につながる取組を促進する。

小・中学校においては，ＧＩＧＡスク

ール構想により整備した校内の通信環境

と児童生徒１人１台端末を活用するため

に，デジタル教材の活用や教職員への研

修を行い，ＩＣＴ活用指導力の向上を図

る。また，県域教育用アカウントを用い

た交流学習の実施や学習支援ツールの活

用，学習履歴の管理等，各種オンライン

サービスの利活用を図るとともに，プロ

グラミング教育や情報モラル教育等を充

実させ，次世代に求められる情報活用能

力を身に付けた人材を育成する。

大学や専門学校の新規学卒者において

は，就職してから一人前になるために，

情報通信企業が実施する人材育成・研修

にかかるコストを軽減する市町村の取組

を促進する。

生涯学習・社会教育においては，住民

の情報活用能力を向上するための学習機

会の拡充や，住民のＩＣＴ利用をサポー

トする指導者の育成を図る。

３ 生活環境

(1) 水道

安全でおいしい水の安定供給を図るた

め，水道未普及地域の解消を促進すると

ともに，渇水期における一部地域の水不

足に対処するため，新たな水源確保を図

るなど施設の整備拡充を促進するほか，

老朽化施設の計画的な更新，耐震化及び

広域的な連携を促進する。また，硬度等

に問題のある地域では電気透析等の高度

浄水施設の整備や計画的な更新など，安

全で安定した生活用水の確保を促進する。

(2) 都市基盤

秩序ある市街地の形成と良好・快適な

都市環境を確保するため，奄美市におけ

る土地区画整理を促進し，都市基盤施設

の整備促進を図る。
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特に，奄美市においては，奄美市名瀬

港本港地区の整備を推進するとともに，

中心市街地における土地区画整理事業等

により，にぎわいに満ちた魅力あるまち

づくりを促進する。

また，徳之島町において公共下水道を，

奄美市（旧笠利町赤木名地区）において

特定環境保全公共下水道の整備を促進す

る。併せて，下水道施設を計画的に改築

し，機能維持を図る。

奄美市，天城町等において，都市公園

の質的向上を目的としたリニューアルや

老朽化した公園施設について，引き続き，

公園長寿命化計画に基づき，計画的な更

新・長寿命化に取り組む。

(3) 住環境の整備

奄美地域の住環境の整備にあたっては，

気候や自然災害に配慮した住まいづくり，

まちづくりを促進する。

奄美地域の住宅は，公営住宅など公的

賃貸住宅に対する依存度が極めて高いこ

とから，公営住宅については，住まいの

セーフティネットの役割を踏まえつつ，

地域の実情や課題に応じた良質な住宅の

供給を図るため，老朽化した公営住宅の

建替や改修等を実施するとともに，人口

が減少傾向になるなか，将来的な公的賃

貸住宅の需要見通しを踏まえたストック

の適正管理を図る。また，今後も増加が

見込まれている空き家について，改修費

用の一部を支援する補助制度に関して，

市町村に対し情報提供を行うなどして，

利活用による移住を促進する。

また，奄美市の中心市街地においては，

土地区画整理事業等により防災性の向上

など住環境の整備を促進する。

(4) 安全・安心まちづくりの推進

奄美群島内の犯罪や交通事故を防止し，

日常生活の安全と安心を確保するため，

犯罪の未然防止や交通安全思想の普及啓

発に努めるとともに，児童生徒への安全

教育の充実や通学路等の交通安全施設に

ついても計画的な整備を進める。

(5) 地域環境の保全

良好な地域環境を維持するため，市町

村と連携し，大気環境や水環境の保全及

び騒音や悪臭等の防止を図る。

水環境については，引き続き公共用水

域及び地下水の水質常時監視調査や，工

場・事業場の排水基準監視・指導を実施

し，公共用水域及び地下水の水質の保全

を図る。

海岸漂着物等については，県海岸漂着

物対策推進地域計画に基づき，関係機関

との連携を図りながら，海洋プラスチッ

クごみなどの海岸漂着物等の円滑な処理

等を推進する。

ヤンバルトサカヤスデについては，地

域の実情に応じた効果的な駆除方法やま

ん延防止対策，環境整備等について普及

啓発を図る。

また，市町村や地域住民，事業者等と

連携・協力し，奄美の特性に配慮した環

境保全施策及び環境美化の取組を総合的

に推進する。

(6) 循環型社会の形成

ア 一般廃棄物

（ア） ごみ

一般廃棄物の適正処理を進めるため，

県廃棄物処理計画等に基づき，焼却施設

や最終処分場等の整備を促進する。

容器包装リサイクルについては，市町

村に対する助言や情報提供を行うととも

に，リサイクル関連施設の整備を促進す

る。

また，家電リサイクルについては，引

き続き市町村・関係団体と連携しながら，

指定引取場所の設置や海上運搬経費に対
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する支援制度の円滑な実施等の促進を図

る。

自動車リサイクルについては，引き続

き市町村・関係団体と連携しながら，廃

自動車の適正かつ円滑な処理が図られる

よう，的確な情報把握を行うとともに，

海上運搬経費に対する支援制度の円滑な

実施の促進を図る。

なお，ごみの不法投棄については，地

域環境衛生団体の育成など不法投棄防止

に係る住民の意識の啓発を図る。

（イ） し尿

し尿の適正な処理を行うため，し尿処

理施設の整備を促進するとともに，生活

排水対策を促進するため，各市町村の生

活排水処理計画に基づき，公共下水道や

農業集落排水施設，漁業集落排水施設，

合併処理浄化槽等の整備を促進する。併

せて，下水道施設，農業集落排水施設等

を計画的に改築し，機能維持を図る。

イ 産業廃棄物

奄美群島の良好な生活環境の保全を図

るため，今後とも，県廃棄物処理計画等

に基づき，産業廃棄物の排出抑制や減量

化・リサイクルを進めるとともに，市町

村等と連携を図りながら施設整備を促進

する。

特に，家畜排せつ物や有機性汚泥につ

いては，堆肥としての利活用を促進し，

がれき類など建設廃棄物については，発

生の抑制，再利用の促進，適正処理の徹

底を図る。

なお，産業廃棄物の不法投棄について

は，排出事業者等に対する意識の啓発や

不適正処理に関する監視指導の徹底など

産業廃棄物の適正処理の推進を図る。

(7) 自然環境配慮型・自然再生型公共事

業等の実施

道路，河川，農業農村整備など公共事

業の実施に当たっては，奄美の世界自然

遺産・国立公園としての価値の維持を図

るため，野生生物の生息・生育・繁殖環

境や良好な景観の形成に配慮した道づく

りや多自然川づくりに取り組むこととし，

自然石護岸や水制工等の設置，法面等へ

の在来植物の植栽など，自然環境配慮型

公共事業への取組を推進する。

また，自然再生推進法に基づく，自然

再生型公共事業の導入可能性の検討等を

行う。

「公共事業における環境配慮指針」に

基づく環境に配慮した事業実施に向けた

支援策の検討，関係者に適切な指導，助

言等ができる人材の確保・育成・体制の

整備，施工業者等に対する希少種や環境

配慮の基本的知識等に関する研修会の実

施などを推進する。

さらに，計画，設計，施工など公共事

業の各段階で赤土等流出防止対策を図る

とともに，奄美地域赤土等流出防止対策

協議会の取組等において，関係機関と連

携した，各種防止技術の調査研究等の推

進や，民間開発事業者や施工業者等への

啓発，指導の徹底を図る。

また，農用地等からの流出防止の必要

性等についても，農業者や地域住民等に

対する普及啓発を図る。

４ 資源・エネルギー

(1) 水資源

奄美群島の各島における地形，地質，

気象条件等を考慮し，地域の特性に応じ

た水資源の開発，保全及び有効利用を図

る。

ア 地表水の開発

既存水源の有効利用を図りながら，引

き続き水資源の開発及び調査を行う。ま

た，小規模貯留施設等の整備を進めると
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ともに，老朽化したダムやため池等の補

修・改修を計画的に推進し，貯留機能を

維持・増強することにより，水資源の安

定確保を図る。

イ 地下水の開発

引き続き水資源開発及び調査を行うこ

ととし，特に，地下ダムの整備による地

下水の開発並びに地下水や湧水の保全を

積極的に図る。

ウ 水源のかん養

水源のかん養を図る上で，森林は極め

て重要な機能を有しているため，地域の

実情に応じた水源かん養林の計画的な整

備を図る。

(2) 再生可能エネルギー

再生可能エネルギーの導入は，エネル

ギーの安定供給や地球温暖化防止等に資

することから，地域特性を生かした再生

可能エネルギーの導入を促進する。

また，豊富に賦存する海洋再生可能エ

ネルギーの活用について検討する。

(3) 電力

電力の安定供給を図るため，電力の需

要状況等の的確な把握に努め，島ごとの

電力需要状況に応じた電力供給施設の整

備を促進する。
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第６節 地域主体の取組の促進

［施策の方向性］

○ 「奄美群島成長戦略ビジョン」

の取組を促進する。

○ 奄美群島の「結いの精神」などを

生かした共生・協働の地域社会づく

りを促進する。

１ 「奄美群島成長戦略ビジョン」の取

組の促進

「奄美群島成長戦略ビジョン」は、平

成25年２月に地元市町村が、奄美群島の

振興開発のための成長を自発的に推進す

るため、10年後の奄美群島の将来像とそ

れを着実に実行するための基本方策を取

りまとめたものである。

策定から今日までの間には、航空・航

路運賃や輸送コストの低減化や地元が自

ら考え実施する事業に対する奄美群島振

興交付金の活用などにより、各種課題解

決に取り組んできたところである。

一方で、解決に向けて道半ばの課題や

社会情勢の変化による新たな課題の解決

に向けて、奄美群島の自立的発展を推進

していくためにビジョン実現に向けた取

組を促進していく必要があることから、

新たに「奄美群島成長戦略ビジョン2033」

を策定したところである。

(1) 奄美群島の将来像

奄美群島の目指すべき将来像として、

以下の３つの将来像を掲げる。

ア 若者がチャレンジし、夢を実現す

る島

イ 宝を守り、受け継ぎ、世界の人々

と共有する島

ウ 全ての「島ちゅ」が主人公として

活躍する島

(2) 基本理念

「奄美群島成長戦略ビジョン2033」は、

「群島民が幸せに生活するため、前ビジ

ョンの基本理念である重点3分野（農業、

観光／交流、情報）を継承しつつ、新た

に３つの柱（つなぐ宝、稼ぐ力、支える

基盤）を基軸として、自然と文化を守り

受け継ぐとともに、仕事の創出に重点を

置いた産業振興を目指す」ことを基本理

念とする。

ア つなぐ宝

世界自然遺産／国立公園地域として

国内外から世界共通の宝として認めら

れた奄美群島の独自性は、希少な動植

物を有する自然環境、先人が育んでき

た文化や歴史と、そこで営まれる人々

の暮らしによって醸し出されるもので

あり、唯一無二の価値を持つ。これは

奄美群島が守るべき宝であり、持続的

な産業振興に寄与する重要な資源でも

ある。

この価値を次世代に繋いでいくため

には、教育・学習活動の積極的な推進

が必要である。特に、子ども・大人を

問わず多世代間・地域間で伝え知るこ

とは、既存の価値の継承に留まらず、

新たな価値の発見にもつながることと

なる。

イ 稼ぐ力

群島民の所得の向上を図るためには、

経済の成長と域内循環率を高めること

が重要である。本ビジョンでは、特に

島／シマの恵みを活かす「農林水産業」、

素材を活かす「ものづくり」、宝を活か

す「観光／交流」、環境を活かす「情報

通信業」を重点分野として振興する。

農林水産業は、新規就業等の担い手

確保やデジタル技術を活用した生産性

の向上、沖縄向けなど島外出荷を推進

するほか、域内循環／地消地産の観点

から農林水産物の自給率の向上を目指
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す必要がある。

ものづくりは、コロナ禍など社会の

変化に対応するため交流人口に左右さ

れない外貨獲得を目指し、地域のブラ

ンドとして地域経済を牽引してきた奄

美黒糖焼酎や本場奄美大島紬の販路拡

大に引き続き取り組むことが重要であ

る。また、農林水産物や紬の生地をは

じめとする多様な素材を活用した加工

品や小物類など、高付加価値化の新商

品開発を推進し、ＥＣサイトなどの活

用により国内外への積極的な販売を展

開する必要がある。

観光／交流は、自然・文化を活用し

た体験観光を推進するとともに、オー

バーツーリズム対策を講じるなど、自

然環境の保全と利用の両立を図る必要

がある。併せて、来訪者と地域の交流

を深めた関係人口（出身者、奄美ファ

ン）の創出を図ることも重要である。

これらを推進することにより、環境、

社会、経済のバランスのとれた持続可

能な島／シマづくりの実現が期待でき

る。

情報通信業は、時代の潮流と奄美群

島のストレスフリーな環境を活かすリ

モートワークやワーケーションのでき

る環境を整えるため、群島各地のネッ

トワーク環境やコワーキングスペース

を整備する必要がある。

上記の取組に加え，分野間の連携を

図ることで相乗効果を得ることが重要

である。

ウ 支える基盤

全ての分野において最も重要なこと

は、さまざまな取組を推進していく人

材である。そのためには、社会人はも

とより小学生や中学生、高校生の段階

からその素養を培っていくための基盤

を強化することが肝要であり、また、

即戦力となる人材確保の観点から、移

住・定住を促進する必要がある。さら

に、奄美群島の兄弟島とも言える沖縄

は古くから地理的、歴史的にもつなが

りの深い関係にあり、今後、定住環境

の充実という観点からも生活圏域とし

て連携を図っていくことが必要である。

併せて、住民生活や産業振興に欠か

せないエネルギーの確保については、

脱炭素や自給自足の観点から、環境負

荷に配慮した再生可能エネルギーの導

入が必要である。

加えて、これらの取組を効果的・効

率的に推進し、新たな方法で課題を解

決するため、デジタル技術の活用も重

要である。

奄美群島の自然と文化が、国内外か

ら世界共通の宝として認められたこと

を好機として、群島民が協働して保全

・継承に取り組むとともに、その恩恵

の一部を享受し地域の産業振興を図る

ことによって、人々の生活が連綿と続

き、次世代へと自然・文化が受け継が

れていくサイクルを生み出すことが重

要となる。

これらの理念に基づき、群島民の幸せ

な生活と持続可能な社会の構築に向けた

取組を推進し、群島民が暮らし続けたい、

島外の方が移住したいと思う地域となる

ことが、奄美群島民の幸せであり、幸福

度の向上につながる。

(3) ビジョンの実現に向けた各機関の役

割

本ビジョンを実現させるための各機関

の役割は以下のとおりとされている。

ア 民間（企業、ＮＰＯ、郷友会、集

落、個人など）

・ビジョン実現の主役としての積極的、

主体的な事業展開
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・ビジネスの手法により社会課題の解

決に取り組むチャレンジ人材が参加

するコミュニティの形成

・自然環境の保全、文化の継承

・食料、エネルギー等の地消地産によ

る域内経済循環の推進

・農林水産物、ものづくり、観光サー

ビス等による外貨の獲得

イ 金融（奄美群島振興開発基金）

・地元民間事業者の積極的、主体的な

事業展開を支援するため、一般の金

融機関が行う金融の補完、奨励

・奄美群島の稼ぐ力４分野（農林水産

業、ものづくり、観光／交流（観光

業）、情報通信業）に対する積極的な

金融支援

・地域課題に取り組む民間事業者への

金融支援の拡充

・新規起業や既存事業者の事業転換・

事業拡大の促進のための、市町村等

との緊密な連携強化

・経営コンサルティング機能・シンク

タンク機能の強化

・地域振興のための産学官金連携にお

ける中核的存在として金融・経済分

野の取組をリード

ウ 行政（奄美群島広域事務組合）

・群島一体的な取組の企画、実施及び

市町村間連携等のコーディネート

・チャレンジ人材、自然環境の保全や

文化継承を担う人材の育成支援

・将来像を見据えた行政職員の人材育

成（発想力・創造力・人間力）及び

人材ネットワークの活用

・「ビジョン」「基本計画」及び「実施

計画」の進捗管理と評価検証

・群島内外における民間の異業種交流

・集積の場の提供

・群島全域を所管する行政機関として

の国、県、群島内外の各種団体との

連携、調整

エ 行政（市町村）

・市町村のきめ細やかな民間活動支援

と立ち上げの主導

・「ビジョン」、「基本計画」及び「実施

計画」の市町村実施計画への反映と

確実な実施

・各市町村でのビジョンの進捗状況や

政策の効果等を踏まえた適切なフォ

ローアップの実施

オ 行政（国、県）

・市町村、奄美群島広域事務組合、民

間との一体的な事業の展開

・条件不利性の克服や安全・安心な定

住環境の整備のための事業の実施

・市町村や奄美群島広域事務組合のビ

ジョン実現に向けた取組を支援する

ための財源確保と制度の整備

カ 高等教育機関（大学、短大、高専

等）及び研究機関

・高等教育機関と群島民が共に利益を

享受できる共同キャンパスの設置

・小・中・高等学校との連携による基

礎学力の向上と地域振興に寄与する

実践的な学びの提供による人材育成

・自然・社会・人文科学等に関する教

育研究の推進及び産官学連携による

地域振興への貢献

・群島民の生活を豊かにする生涯学習

の推進と社会人の学び直し（リカレ

ント教育 ※）の機会の充実

※リカレント教育：一度社会に出た者が、

学校やそれに準ずる教育・訓練機関に戻

ることが可能な教育システム

２ 共生・協働の地域社会づくりの促進

(1) ソーシャルビジネスなど持続可能な

取組

「結いの精神」などを生かし，多様な

地域づくりの担い手が出会い，つながり，
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地域の課題を解決する取組を支援する。

地域課題をビジネスの手法を活用しな

がら解決するソーシャルビジネス(コミュ

ニティビジネス）など，持続可能な取組

を行う担い手の創出・育成を図る。

地域のニーズを踏まえつつ積極的に地

域活動に取り組むリーダーやコーディネ

ーターの育成を図る。

(2) 地域の力を集結するコミュニティ・

プラットフォームづくり

小学校区などの範囲において，自治会，

ＮＰＯ，企業，青年団，老人クラブ，子

ども会など多様な主体が連携・協力して

地域課題の解決等に自主的・持続的に取

り組んでいくための基盤となる組織「コ

ミュニティ・プラットフォーム」づくり

やその活動の充実に向けた市町村の取組

を促進する。

(3) 行政の協働化による地域の主体的な

取組

地域コミュニティ，ＮＰＯ，企業など

がそれぞれの特性を生かし，役割を最大

限に発揮しながら地域課題の解決等に主

体的に取り組む仕組みづくりを促進する。

市町村と情報を共有し，連携すること

により，市町村における協働の取組を促

進する。

(4) 「共に取り組む」気運の醸成

様々な広報媒体を活用して，「結いの精

神」などを生かした共生・協働の地域づ

くりの意義や群島における各種団体の活

動状況等について情報発信することによ

り，助け合い，支え合う意識や，地域づ

くりに「共に取り組む」気運の醸成を図

る。
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第３章 島別の振興開発の方向

奄美大島，加計呂麻島，請島，与路島，

喜界島，徳之島，沖永良部島，与論島の

８つの有人離島からなる奄美群島は，東

北端の喜界島から最南端の与論島まで約2

20㎞の海域に点在しており，面積は，約1,

231㎢で全国有人離島面積の約16％を占

め，人口は，10万4,281人（令和２年度国

勢調査）で全国有人離島人口の約18％を

占めている。

奄美群島は，昭和28年に日本に復帰し

て以来，数次の奄美群島振興開発特別措

置法の改正により，各般にわたる振興開

発事業が実施されてきており，その結果，

交通基盤，産業基盤，生活環境等の社会

資本の整備が着実に進むなど相応の成果

をあげてきている。

しかし，令和元年度の１人当たり郡民

所得は2,371千円で，本県の１人当たり県

民所得の92.7％，１人当たり国民所得の7

4.5％であり依然として格差が残ってい

る。また，群島内に就労の場が少ないこ

となどから生活保護率が非常に高いなど，

経済面・生活面での本土との諸格差は，

いまだに残されている。

一方，奄美群島は，世界自然遺産登録

地をはじめ，亜熱帯性・海洋性の豊かな

自然，固有種や希少種など世界的にも貴

重な野生生物，個性的な伝統・文化，健

康・長寿・癒しに関する資源など他の地

域にはない魅力と特性に恵まれており，

これらを活用することにより個性ある地

域として大きく発展する可能性を有して

いる。

今後は，世界自然遺産登録の効果を群

島各島に波及させる取組を推進するとと

もに，これらの奄美群島の魅力や資源等

の優位性を最大限に生かしながら，それ

ぞれの島がその特性に応じた振興開発を

図ることにより，群島の一体的な自立的

発展を促進する必要がある。

第１節 奄美大島

奄美大島は，本土から航路距離で383㎞

に位置し，面積約712k㎡と群島中最大の

島で，１市２町２村に全国有人離島の中

で最多の約５万８千人が居住している。

群島の玄関口である奄美空港や名瀬港が

あり，県本土や各島等との物流や旅客の

乗降が盛んである。島の中部から北部に

は，群島の政治，経済の中心である奄美

市がある。さとうきびや野菜，果樹を中

心とした農業が盛んであり，特産品に，

大島紬，奄美黒糖焼酎等がある。また，

カツオ・マグロ類，瀬物類等を対象とし

た一本釣漁業などが営まれているほか，

真珠，カンパチ等の養殖も行われており，

特に，大島海峡は，日本有数のクロマグ

ロ養殖産地となっている。

さらに，奄美パーク・田中一村記念美

術館や黒潮の森マングローブパーク，タ

ラソ奄美の竜宮等の個性的で多様な観光

施設が整備されてきている。

また，猛毒のハブが生息しているほか，

天然記念物として保護されているアマミ

ノクロウサギやオオトラツグミなど貴重

な野生生物が多い。

今後とも，群島全体の発展を図る上で，

奄美大島の有する集積された機能を更に

充実させ，活用していくことが重要であ

る。

１ 定住を促進するための方策

(1) 産業の振興

ア 農業

さとうきびと野菜や果樹，肉用牛との

複合経営を基本に，特に，たんかん等の

果樹については，省力機械の導入や園地

基盤整備等を推進する。

また，担い手及び新規就農者の確保・
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育成，農地の効率的利用，基盤整備とい

った施策のほか，地域ブランドの確立，

たんかんやパッションフルーツ等を活用

した農産物加工品の開発や販路開拓支援，

災害に強い栽培施設の整備，流通効率化

のための施設等整備，省力化や高品質生

産に向けたスマート農業の導入・普及な

どの施策を推進する。

イ 観光産業

農林水産業や大島紬等の特産品の地域

産業と連携し，多彩な体験プログラムの

提供等による体験型観光の推進や，奄美

の自然，文化等を生かした特産品，土産

品の開発・提供を促進する。

ウ 情報通信産業

(ｱ) 情報通信基盤の整備促進

情報通信網は産業や行政，医療，福祉，

教育など広範囲にわたり欠くことのでき

ない社会基盤となっており，特に，地理

的な制約を克服するために有効な手段で

ある。

超高速ブロードバンドの基盤である光

ファイバの整備が完了したことから，今

後は奄美市ＩＣＴプラザかさりの機能充

実と地域の特性やニーズに応じた利活用

を促進し，地域の活性化を図る。

光ファイバ等の情報通信基盤について

は，民間事業者による情報通信基盤の整

備が進まなかった地域では，市町村が公

設で整備し，その維持管理経費が市町村

の負担となっていることから，維持管理

にかかる経費がユニバーサルサービス制

度の対象となり，民間移行が進むよう，

国の制度見直しの動向を注視する。

携帯電話については一部地域において

不感地域が残っていることから，その解

消を図るとともに，５Ｇの導入を促進す

る。

公衆無線ＬＡＮについては，観光客の

誘客などの観光面や，災害時の情報連絡

手段など防災面で活用を図るため，官民

が連携し，主要な観光・防災拠点におけ

る公衆無線ＬＡＮの整備を促進する。

地上波テレビは，台風や豪雨等の災害

が多い奄美群島において，災害時等にお

ける情報の入手源として，防災上極めて

重要な役割を果たしており，地上波テレ

ビの視聴に支障を来すこととなれば，住

民生活に重大な影響を及ぼすこととなる。

特に，台風においては，奄美群島を経由

し北上するケースが多く，近年は勢力を

維持したまま接近する傾向が高くなって

おり，防災情報の重要性は増している現

状である。

本土から奄美群島に放送波を伝搬する

ためには，種子島，中之島から奄美大島

へ，また，奄美大島から喜界島，徳之島，

沖永良部島，与論島の各島へと洋上の７

区間を中継する必要があり，国内の他の

離島と比較しても例のない多段階中継方

式となっている。また，この洋上中継ル

ートには，100kｍを超える長距離区間が

３区間あり，これら洋上中継区間では放

送波を安定的に伝搬することが技術的に

困難であることから，安定した受信電波

を確保するために，２か所以上の受信施

設を用意し，受信対応している中継局も

ある。さらに，奄美群島には，海岸線が

変化に富み，河川は短小急流で，集落が

海岸線沿いの入江を中心に形成されてい

る地域もあり，放送波が届きにくく，県

内の全中継局の約３割にあたる24局もの

中継局が必要となっている。

奄美群島の中継局においては，地上デ

ジタル放送への移行から15年近くが経過

し，定期的な補修等は行ってはいるもの

の，特に塩害等による設備の老朽化によ

り，設備の更新の必要性が生じている。

更新には，局数が多く，必要な機器等を

輸送するコストが多大となるなど，放送
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事業者の大きな負担となっており，他地

区とは異なるコスト高の要因を有してい

る。

災害時等における情報の入手源を確保

をするためにも，放送事業者によるテレ

ビ中継局の計画的な更新を促進する。

ラジオについては，停電時でも利用で

き，災害時等における情報の入手源とし

て防災上極めて重要な役割を果たしてい

ることから，地元の意向も踏まえ，難聴

取地域の解消を図る。

エ 地域の特性を生かした産業の振興

(ｱ) 水産業

水産業については，地域特産種の放流

による栽培漁業や資源の調査，魚礁，浮

魚礁の設置による沖合・沿岸漁場の整備

開発，瀬物類をはじめとした水産資源の

管理，新漁具・漁法の導入を推進すると

ともに，スマート水産業の普及に努める。

また，地域水産資源を活用した加工品

の開発，水産物を消費地へ送る際の輸送

コスト支援，共同出荷による輸送の合理

化，高鮮度流通に必要な施設の整備等を

支援することにより，島内外での消費拡

大を図り，漁家所得の向上を促進する。

また，奄美群島の世界自然遺産登録を

好材料と捉え，奄美の水産資源を生かし

た体験ツアーの確立等による漁家所得の

向上を促進する。

大島海峡や焼内湾等で行われているカ

ンパチ，クロマグロ等の魚類養殖業や真

珠養殖業，クルマエビ養殖業，モズク養

殖業等については，温暖静穏な海域特性

を生かしながら，漁場環境の保全，疾病

対策，流通対策等を進め，その振興を図

る。

また，魚介類の餌場や保育場としての

機能を持つ藻場を再生するため，南方系

ホンダワラ類の藻場造成手法の調査研究

を引き続き推進する。

また，漁港については，漁船が安全に

係留・停泊できるように，防波堤や物揚

場等の整備や既存施設の長寿命化対策等

を推進する。

魅力ある漁村づくりを推進するために，

漁業研修事業の充実や中核的な漁業者の

育成，漁協青壮年部の活性化等を進める

とともに，女性グル－プの育成を推進す

る。

(ｲ) 林業

林業については，チップ用材生産など

の林業生産活動と自然環境の保全との調

和を図りながら，重視すべき森林の機能

に応じた森林整備や，効率的かつ安定的

な木材の生産体制の整備，建築内装材等

としての奄美産材の加工・流通体制の整

備，林業就業者等の育成などを促進する。

また，特用林産物については，温暖な気

候を生かしたたけのこや枝物などの栽培

技術の向上と，消費拡大のためのＰＲ活

動などにより，生産量の増大や販路の拡

大に努めるとともに，ソテツについては

樹林の適切な管理，生産基盤や集出荷体

制の整備等を促進し，特産品としての振

興を図る。

さらに，森林環境教育の実施や指導者

の育成などにより森林とのふれあい活動

を促進するとともに，保安林の適正な整

備・管理や自然環境に配慮した森林の整

備・保全に関する調査研究などを推進す

る。

(ｳ) 商工業

地域の資源と伝統を生かした特色ある

特産品産業については，生活様式の変化

による需要の低迷や輸送経費の負担増な

ど厳しい状況にある。

また，産地間競争の激化，消費者ニ－

ズの多様化が進んでおり，これに対応し

た商品開発や販売対策等に取り組んでい
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く必要がある。

さらに，その他の特産品についても，

原料の確保や生産加工体制を整え，域外

への販路を拡大していく必要がある。

これらの現状を踏まえ，群島が一体と

なって，奄美ブランドの確立を目指した

販路拡大や奄美の情報発信等の取組を促

進する。

商業については，群島の中核都市であ

る奄美市の中心市街地において，各個店

の魅力アップにより，質の高い魅力的な

商店街づくりを図り，中心市街地活性化

の取組を促進する。

２ 世界自然遺産登録等を契機とした自然

環境の保全と利用の両立及び文化の継承

を図るための方策

(1) 自然環境の保全に向けた施策の展開

ア 価値の維持に向けた施策の展開

(ｱ) 国立公園等保護地域の保護と利用の

両立

平成29年３月に奄美群島国立公園が指

定され，令和３年７月に世界自然遺産に

登録された。

世界自然遺産の保護担保措置にもなっ

ている奄美群島国立公園について，令和

２年３月に策定された国の管理運営計画

等に基づき保全管理を推進するとともに，

利用者の受入環境整備を進め，保護と利

用の両立を図る。

また，利用者負担を含め，自然環境の

保全に係る財源の確保に向けた取組の促

進を図る。

(ｲ) 価値の維持

希少種の保護対策については，奄美群

島希少野生生物保護対策協議会において

関係機関との調整を進めつつ，その保護

のための適切な施策を講じるとともに，

モニタリング調査や情報発信等を行うな

ど，多様な自然の生態系を把握，保全す

るための取組を進める。

また，アマミノクロウサギ等のロード

キル（交通事故）や希少種の盗採等への

対策の推進や，外来種の対策としてマン

グース・ノヤギの捕獲，ツルヒヨドリの

駆除等を行うほか，ノイヌ・ノネコ等の

対策として，飼養動物の適切な飼育管理

の徹底を促進するとともに，捕獲等を含

めた体制整備を進める。

さらに，希少種の生態や生息地等の調

査・研究，マングース捕獲等の外来生物

対策，保護思想の普及啓発等を総合的に

推進するための拠点施設である奄美野生

生物保護センターを活用し，情報発信や

普及啓発を図る。

サンゴ礁の保護・再生対策については，

地域のボランティア，ＮＰＯ等とも連携

して，オニヒトデ等の駆除やモニタリン

グ調査，環境学習等の促進を図る。

この他，過去の人間の活動によって損

なわれてきた自然生態系については，よ

り健全なものに甦らせるための検討を行

うとともに，国立公園などの保護地域以

外においても，希少な野生生物の保護を

図る。

奄美の世界自然遺産登録に伴う観光客

数の増加による過剰利用を防止し，自然

環境の保全と利用の両立を図るため，「奄

美群島持続的観光マスタープラン」に基

づき，利用のルールの設定，必要な施設

整備等の持続的な観光利用に向けた取組

を促進する。

また，奄美大島世界遺産センターや奄

美自然観察の森等を活用し，関係機関で

連携して世界遺産の価値の普及啓発や観

光管理の情報発信等に努める。

「奄美群島エコツーリズム全体構想」

に基づき，奄美群島エコツーリズム推進

協議会による認定エコツアーガイドの育

成やツアーの受入体制の整備等を進める。

世界自然遺産に関心をもつ利用者に対
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し，奄美群島固有の自然と文化の魅力を

活かした「世界自然遺産奄美トレイル」

や奄美群島国立公園の利用を促し，群島

全体の持続的な利用促進を図る。

イ 共生ネットワークの形成

人と自然が共生する地域づくりにおい

ては，奄美群島自然共生プランに基づき，

人と自然が共生するためのネットワーク

の形成を促進する。

３ 稼ぐ力の向上に向けた方策

⑴ 効率的な外貨獲得策

ア 農業の「稼ぐ力」の向上

(ｱ) さとうきび

適期管理の励行や土づくりの推進，優

良品種の普及等による単収の向上に努め，

収穫面積の確保を図るとともに，労働力

不足に対応した作業受託組織等の育成を

推進する。

(ｲ) 肉用牛

さとうきびや園芸等との複合経営を基

本とした繁殖経営を育成するため，規模

拡大，飼料生産基盤の整備，暖地型牧草

の単収向上やさとうきび収穫残さ活用等

の自給飼料増産，哺乳ロボットや分娩監

視システム等のスマート畜産技術の導入，

ヘルパー組織やコントラクターの育成に

よる省力化を推進する。

また，生産性の向上を図るため，繁殖

技術の向上による分娩間隔の短縮や子牛

育成技術の向上による一日平均増体重の

改善など子牛の商品性向上に努める。

さらに，家畜衛生対策の徹底による家

畜疾病の発生とまん延防止に努めるとと

もに，家畜排せつ物の適切な管理等によ

る環境と調和した畜産経営の実現を図る。

(ｳ) 園芸作物

栽培技術の高位平準化を図りながら，

生産・流通コストの軽減やハウス施設の

整備，農業機械の導入による労力の省力

化，防風対策，荒廃農地の有効活用等を

講じるとともに園芸作物の新規就農者を

支援する営農センターの取組など，産地

育成を総合的に支援する。

野菜，果樹，花きについては，限られ

た耕地面積を有効に活用して生産振興を

図るため，地域特性を生かした新規品目

の導入・実証，収益性の高い施設園芸な

どの産地づくりの取組を推進する。

特に，たんかん等の果樹については，

省力機械の導入や園地基盤整備を推進す

るとともに，有望な新規品目の実証・導

入を図る。

(ｴ) 農産物加工

６次産業化や農商工等連携を推進し，た

んかんやパッションフルーツなどの熱帯

果樹等を活用した農産物加工品の開発や

販路開拓等を支援する。

イ 観光の「稼ぐ力」の向上

(ｱ) 観光資源の持続可能な活用と観光消

費額の向上

奄美群島中最大の島である奄美大島は，

金作原や湯湾岳等の亜熱帯性常緑広葉樹

林やマングローブ，大島海峡，サンゴ礁

等の自然，特別天然記念物のアマミノク

ロウサギ等の貴重な野生生物，大島紬や

奄美黒糖焼酎等の特産品，鶏飯等の郷土

料理，島唄，八月踊りなどの個性的な伝

統・文化等に恵まれている。

これらの豊かな自然環境や，環境文化

などの保全を図るとともに，こうした奄

美群島の魅力や特性を生かし，奄美のブ

ランド化を図りながら，入込客数のみを

意識することなく，適切なターゲット設

定を行った上で，国内外からの誘客施策

を展開する。

また，引き続き，国，市町村等と連携
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して金作原などの自然保護上重要な地域

における利用ルール等について，利用者

への啓発を行うほか，エコツアーガイド

の育成に取り組む。

さらに，これらの豊かな地域資源を有

効に活用した体験プログラムの充実を図

りながら，引き続き，「あまみシマ博覧会」

の実施やエコツーリズムの推進など，こ

の島ならではの体験・滞在型観光プログ

ラムづくりを促進する。

また，世界自然遺産登録の効果を最大

限発揮するため，「世界自然遺産奄美トレ

イル」の活用を推進するほか，タラソテ

ラピー施設の「タラソ奄美の竜宮」を活

用し，癒しと健康を求めて島外の人が訪

れ，移り住みたくなるためのＰＲ活動を

促進する。さらに，国内外のスポーツ合

宿を誘致するなど，暖かい気候を生かし

た奄美市のスポーツアイランド構想を促

進する。

そのため，名瀬運動公園陸上競技場等

のスポーツ施設の整備・充実の促進，マ

リンスポーツの大会や個性豊かな各種イ

ベントの開催等を促進する。

(ｲ) 観光施設等の受入体制の整備

奄美パーク・田中一村記念美術館を群

島全体の観光拠点として位置付け，黒潮

の森マングローブパークや奄美大島世界

遺産センター，奄美自然観察の森等の観

光施設等の相互連携強化を図り，周遊性

のある観光ルートづくりに努めるととも

に，奄美市や大和村で実施されている集

落において奄美ならではの魅力を体験し，

宿泊できる取組を支援する。

また，世界自然遺産登録も踏まえなが

ら，観光客が目的地に円滑に移動できる

よう，観光案内標識等を整備するととも

に，沿道には，景観及び自然環境に配慮

した植栽等を行い，地域住民との協働に

よる適切な維持管理の下に快適性の向上

を図る。

さらに，（一社）奄美群島観光物産協会

を中心に，市町村，観光関係団体等と連

携を図りながら，観光事業者等のおもて

なしの向上，観光案内機能の充実，島コ

ーディネーターの活用，観光ガイドや地

域通訳案内士等の人材の育成・確保や組

織化，マリンスポーツや大島紬の泥染め

体験など特色ある体験・滞在型観光プロ

グラムを提供する「あまみシマ博覧会」

の充実など，観光客の受入体制の整備・

強化を図る。

(ｳ) 観光交通体系の整備

航空路線については，県管理空港の着

陸料軽減や運航費補助などにより，奄美

～各島間路線等の維持・確保を図るとと

もに，東京，大阪，那覇等を結ぶ路線に

おいて，「奄美群島振興交付金」を活用し，

観光客等に対する航空運賃の軽減を実施

することで，同島の交流人口拡大を図っ

てきたところである。

さらに世界自然遺産登録による観光客

増が見込まれることから，国際チャータ

ー便の奄美空港への就航促進に向けた取

組の検討を行う。

また，航路については，群島各島や鹿

児島，沖縄間を結ぶ航路において，「奄美

群島振興交付金」を活用し，観光客等に

対する航路運賃の軽減を実施することで，

同島の交流人口拡大を図ってきたところ

であり，引き続き，更なる交流人口の拡

大に向けた施策を検討する。

航路・航空路については，世界自然遺

産登録による効果を群島全体へ波及させ

る周遊促進策により，これまで以上に回

遊性を高める。

さらに，群島内の島々をクルーズ船や

定期船等で周遊する際に利用する港湾施

設の機能向上や，富裕層をはじめ外国人

観光客の来訪を促進するための受入環境

320



の整備を推進する。

特に，国内外からのクルーズ船の誘致

については，世界自然遺産を生かしたク

ルーズ商品の構築を促進する。

このほか，道路交通については，奄美

空港・名瀬港等へのアクセス向上を図る

ため，国道58号等の幹線道路整備や観光

地間を結ぶ県道等の整備を引き続き推進

する。

(ｴ) 国内外に向けた魅力ある観光情報の

発信

奄美パークを奄美群島全体の観光・情

報発信の拠点として，来訪客へ世界自然

遺産の価値をガイダンス的に伝えるため，

展示リニューアル等の施設改修を行うと

ともに，（一社）あまみ大島観光物産連盟

や（一社）奄美群島観光物産協会のホー

ムページをはじめ，各種媒体を積極的に

活用し，国内外へ魅力ある観光情報の発

信に努める。

また，首都圏をはじめ，直行便のある

地域の旅行会社等を対象としたセールス

や招請の実施，旅行会社が企画する商品

化の支援など，同観光物産連盟・協会を

中心とした取組を進め，奄美大島の認知

度向上とともに，更なる誘客を図る。

(ｵ) 地域産業との連携

農林水産業や大島紬等の特産品の地域

産業と連携し，多彩な体験プログラムの

提供等による体験型観光の推進や，奄美

の自然，文化等を生かした特産品，土産

品の開発・提供を促進する。

ウ ものづくりの「稼ぐ力」の向上

大島紬については，産地による直接販

売や販路新規開拓により収益性の向上を

図るとともに，洋装品，服飾小物，イン

テリア用品等，大島紬の素材や技法を生

かした新たな商品開発や販路開拓を行っ

ていくため，異業種の民間企業との協働

による取組を促進する。また，島外の若

者等のインターンシップや地域おこし協

力隊等の活用など，移住促進対策と連携

した後継者の確保・育成に向けた取組を

促進する。

さらに，奄美群島地域産業振興基金協

会の事業により，本場奄美大島紬展示販

売会や産地見学会を通じて，消費者やバ

イヤーに対し，大島紬の魅力をＰＲし，

需要拡大を図るとともに，問屋流通にお

いて産地側から卸価格を設定することで

サプライチェーンの改善にも取り組む。

奄美黒糖焼酎については，国内では首

都圏や東北を重点的に，若者をターゲッ

トにしたプロモーションや大手酒販店等

と連携した消費拡大キャンペーン等を展

開するとともに，地域商社等と連携した

域外への商流構築に向けた取組などによ

り，認知度向上と販路拡大を図る。

また，海外においても，米国，ＥＵ，

アジアを重点的に，世界の酒類業界関係

者へ奄美黒糖焼酎の特長や魅力を発信す

るとともに，輸出商社等と一体となった

営業活動を展開し，輸出促進を図る。

さらに，国内外の嗜好やニーズに対応

した商品開発，島内産黒糖の使用による

付加価値の高い商品作りや海外でも認知

しやすい統一したラベル表示などを行い，

ブランド力の向上を図る。

黒糖をはじめ，龍郷町の島育ち産業館

や奄美市（旧住用村）の木工工芸センタ

ー，瀬戸内町の「せとうち物産館」や「せ

とうち海の駅」などの活用等による奄美

大島の豊富な資源や地域の特性を生かし

た新たな特産品づくりを促進するととも

に，ＥＣサイトの活用や大消費地での商

談会，展示会などへの出展，地域商社等

と連携した域外への商流構築に向けた取

組などにより，国内外への販路の拡大を

図る。
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４ 奄美群島が抱える条件不利性の改善

(1) 交通基盤の整備

航空路では，鹿児島空港と１日２往復，

奄美空港と１日２往復ＡＴＲ42-600型機

で結ばれており，航路では，週５便の定

期船で鹿児島，奄美大島，徳之島等と結

ばれている。

ア 航空交通

奄美空港については，現在，鹿児島，

奄美空港との間に路線が開設されており，

住民の生活や産業活動にとって極めて重

要な役割を果たしている。

このため，今後とも，航空機の安全運

航の確保及び航空輸送需要の動向に対応

した滑走路などの空港施設の更新・改良

等を図るほか，引き続き，国と協調した

運航費補助や機体購入費補助を行うなど，

国や航空会社と連携しながら，喜界～鹿

児島路線など航空路線の維持・充実を図

り，運賃軽減を継続するとともに，運賃

軽減の拡充を検討する。

イ 海上交通

名瀬港については，群島内の物流・人

流の拠点としての機能向上のために，引

き続き外郭施設や係留施設等の整備を推

進する。また，老朽化が進む旅客ターミ

ナル等の整備を進めるとともに，既存港

湾施設の老朽化対策を推進する。なお，

本港地区においては，奄美市が進める「ま

ちづくり事業」と連携したウォーターフ

ロント再開発による都市機能の向上を図

り，安全性，効率性，快適性の高い港湾

空間の形成を図る。

また，古仁屋港については，港湾施設

設の老朽化対策を推進する。

航路については，名瀬港は，鹿児島や

徳之島等と毎日上下１便ずつ定期船が就

航しているほか，古仁屋漁港は，平土野

港等と週５便の定期船で結ばれており，

地域にとっては欠くのことのできない重

要な生活航路となっている。

このため，引き続き，鹿児島～喜界～

知名航路等に対する運営費補助等を行う

など，国や航路事業者と連携しながら，

航路の維持・確保を図り，運賃軽減を継

続するとともに，運賃軽減の拡充を検討

する。

ウ 陸上交通

奄美大島を縦貫する幹線の国道58号に

ついては，奄美市名瀬周辺の交通混雑の

緩和や，残されたあい路区間の解消を図

るとともに，国道58号の代替路線の整備

や災害に強い道づくりの整備に努め，奄

美空港や大島本島南部の中心地瀬戸内町

古仁屋等から群島の中心都市奄美市名瀬

や名瀬港へのアクセス向上を図り，島内

交通の円滑化を推進する。また，県道名

瀬瀬戸内線においては，近年の集中豪雨

や台風により多数の交通途絶箇所が発生

したことから国道58号の代替道路として

の機能強化を図るためトンネルを含む道

路整備を推進する。さらに，防災対策や

老朽化対策を計画的に推進する。

なお，島内各集落間の交流を促進する

ため，バス路線や生活路線等となってい

る市町村道の整備を推進する。路線バス

については，地元市町村と連携して，バ

ス事業者の生産性向上の取組等を促進す

るとともに，地域公共交通確保維持改善

事業等の活用により，地域間幹線系統や

廃止路線代替バスの路線維持を図る。ま

た，コミュニティバスやデマンド型交通

など，各地域の実情に合わせた多様な運

行形態への転換を促進する。

５ 奄美群島の生活基盤の確保・充実

(1) 保健医療福祉

ア 保健医療
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保健医療については，医療施設は整備

されつつあるものの，地域的な偏在が見

られることから，地域の医療を確保する

ため，県立大島病院を中心とした医療連

携体制の強化やＩＣＴを活用した遠隔医

療の促進など，医療提供体制の更なる充

実を図る。

また，医療支援体制の充実や施設・設

備の整備を支援するなど，へき地診療所

等の診療機能の充実を図るとともに，医

師をはじめとした医療従事者の安定的確

保を図る。

地域医療構想調整会議等を通じた医療

機関相互の協議を継続し，病床機能の分

化・連携を推進する。

県立大島病院においては，地域救命救

急センターの救急医療体制を充実させる

とともに，傷病者の救命率の向上や後遺

症の軽減を図るため，フライトドクター

等の養成・確保により，奄美ドクターヘ

リの安定運用を図る。

イ ハブ対策

ハブについては，捕獲等による駆除対

策，はぶ抗毒素の配備や携帯用毒吸出器

の普及啓発等による咬傷対策を引き続き

推進する。一方，世界自然遺産登録を契

機として，生態系保全を目的とした人と

ハブとの棲み分けを図る。

ウ 地域福祉の推進

高齢者や障害者など援護を必要とする

者が，できる限り住み慣れた地域で安心

して住み続けることができるよう，地域

ぐるみで声かけや安否確認を行う見守り

体制の強化に取り組むほか，要援護者の

ニーズを把握し，生活支援を行うボラン

ティアの活用促進を図る。

(2) 教育及び人材育成

奄美大島における生涯学習を振興する

ため，かごしま県民大学中央センター，

市町村，大学等が連携し，多様な学習機

会を提供するとともに，県立奄美図書館

を地域の拠点図書館とした情報発信等の

機能の拡充及び生涯学習の充実を図る。

(3) 生活環境

ア 生活環境の基盤整備

水道については，引き続き未普及地域

への水道整備を促進するとともに，安全

で安定した生活用水を確保するため，新

たな水源の確保を図るとともに老朽化施

設の更新，耐震化及び広域的な連携を促

進する。

また，地形的条件から中心部に交通が

集中し，交通混雑が発生している奄美市

街地については，混雑緩和のための交通

網の整備を促進する。併せて，現在進め

られている末広・港地区土地区画整理事

業や下水道等の都市基盤施設の整備を引

き続き促進するとともに，下水道施設等

を計画的に改築し，機能維持を図る。

上記地区以外の生活排水処理施設につ

いては，安全で快適な生活環境の実現の

ため，農業集落排水施設及び合併処理浄

化槽の整備を促進する。

公営住宅については，住まいのセーフ

ティネットの役割を踏まえつつ，地域の

実情や課題に応じた良質な住宅の供給を

図るため，老朽化した公営住宅の建替や

改善等を実施するとともに，人口が減少

傾向になるなか，将来的な公的賃貸住宅

の需要見通しを踏まえたストックの適正

管理を図る。

また，今後も増加が見込まれている空

き家について，改修費用の一部を支援す

る補助制度に関して，市町村に対し情報

提供を行うなどして，利活用による移住

を促進する。

イ 地域環境の保全
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良好な地域環境を維持するため，市町

村と連携し，大気環境や水環境の保全及

び騒音や悪臭等の防止を図る。

海岸漂着物等については，県海岸漂着

物対策推進地域計画に基づき，海洋プラ

スチックごみなどの海岸漂着物等の円滑

な処理等を推進する。

また，ヤンバルトサカヤスデについて

は，地域の実情に応じた効果的な駆除方

法やまん延防止対策，環境整備等につい

て普及啓発を図る。

ウ 循環型社会の形成

ごみ処理については，ごみの減量化・

リサイクルを引き続き促進していく。

また，家電リサイクルについては，引

き続き市町村・関係団体と連携しながら，

指定引取場所の設置や海上運搬経費に対

する支援制度の円滑な実施等の促進を図

るほか，自動車リサイクルについても，

海上運搬経費に対する支援制度の円滑な

実施の促進を図る。

し尿処理については，し尿と生活雑排

水を同時に処理する公共下水道や農業集

落排水施設，漁業集落排水施設及び合併

処理浄化槽の整備を引き続き促進する。

併せて，下水道施設，農業集落排水施設

等を計画的に改築し，機能維持を図る。

産業廃棄物については，廃棄物の減量

化・リサイクルを推進するとともに，産

業廃棄物処理施設の整備を促進する。

なお，ごみの不法投棄については，住

民や排出事業者等に対する意識の啓発や

不適正処理に関する監視指導の徹底など

適正処理の推進を図る。

エ 自然環境配慮型・自然再生型公共事業

等の実施

道路，河川，農業農村整備など公共事

業の実施に当たっては，奄美の世界自然

遺産・国立公園としての価値の維持を図

るため，「公共事業における環境配慮指針」

に基づく野生生物の生息・生育・繁殖環

境や良好な景観の形成に配慮した事業実

施に向けた支援策の検討，関係者に適切

な指導，助言等ができる人材の確保・育

成・体制の整備，施工業者等に対する希

少種や環境配慮の基本的知識等に関する

研修会の実施などを推進する。

さらに，赤土等流出防止対策について

は，公共事業等の各段階での対策，各種

防止技術の調査研究及び開発事業者や施

工業者等への啓発，指導徹底を図る。

また，農用地等からの流出防止の必要

性等についても，農業者や地域住民等に

対する普及啓発を図る。
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第２節 加計呂麻島，請島，与路島

加計呂麻島は，面積約77k㎡と３島の中

では最大の島であり，散在する大小30の

集落に約1,100人が居住している。大部分

が林野であり，耕地面積はわずかである。

奄美大島の古仁屋から瀬相及び生間にそ

れぞれ町営の定期フェリーが就航してい

るほか，民営の小型定期船が運営されて

おり，通院や買物など日常生活を支える

交通手段として重要な役割を果たしてい

るほか，観光客にも利用されている。島

内は，入り組んだ入江沿いに道路があり，

島の東端から西端まで車で約１時間かか

るなど，不便な交通事情を抱えている。

農業が中心で，肉用牛を基幹品目にさと

うきびや野菜との複合経営が行われてい

るほか，水産業では大島海峡の静穏な海

域を利用して真珠の養殖等が行われてい

る。

請島は，加計呂麻島の南方に位置し，

面積約13k㎡ ，人口は約80人で２つの集

落があり，古仁屋港との間を町営定期船

が１日１往復している。肉用牛と養豚の

生産が営まれているほか，電照菊やソテ

ツの実を特産品として出荷している。

与路島は，請島の西方に位置し，面積

約９k㎡，１つの集落に約70人が居住して

いる。請島と同様，古仁屋との間を町営

定期船が１日１往復就航している。肉用

牛の生産が営まれているほか，ソテツの

実を特産品として出荷している。

請島，与路島ともに古仁屋港との定期

航路は，小型船で外海を経由するため欠

航率が高く，交通条件は群島の中でも特

に厳しい地域となっている。

１ 定住を促進するための方策

(1) 産業の振興

ア 農業

さとうきびや肉用牛経営を基本に，産

地育成を支援する。

また，きび酢や黒糖等を活用した農産

物加工品の開発や販路開拓支援，災害に

強い栽培施設の整備，機械導入による労

力の省力化等を推進する。

イ 観光産業

農林水産業等の地域産業と連携し，多

彩な体験プログラムの提供等による体験

型観光の推進や，地元農林水産物を活用

した特産品，土産品の開発・提供を促進

する。

ウ 情報通信産業

(ｱ) 情報通信基盤の整備促進

情報通信網は産業や行政，医療，福祉，

教育など広範囲にわたり欠くことのでき

ない社会基盤となっており，特に，地理

的な制約を克服するために有効な手段で

ある。

携帯電話については，５Ｇの導入を促

進する。

公衆無線ＬＡＮについては，観光客の

誘客などの観光面や，災害時の情報連絡

手段など防災面で活用を図るため，官民

が連携し，主要な観光・防災拠点におけ

る公衆無線ＬＡＮの整備を促進する。

地上波テレビは，台風や豪雨等の災害

が多い奄美群島において，災害時等にお

ける情報の入手源として，防災上極めて

重要な役割を果たしており，地上波テレ

ビの視聴に支障を来すこととなれば，住

民生活に重大な影響を及ぼすこととなる。

特に，台風においては，奄美群島を経由

し北上するケースが多く，近年は勢力を

維持したまま接近する傾向が高くなって

おり，防災情報の重要性は増している現

状である。

本土から奄美群島に放送波を伝搬する

ためには，種子島，中之島から奄美大島

へ，また，奄美大島から喜界島，徳之島，

沖永良部島，与論島の各島へと洋上の７
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区間を中継する必要があり，国内の他の

離島と比較しても例のない多段階中継方

式となっている。また，この洋上中継ル

ートには，100kmを超える長距離区間が３

区間あり，これら洋上中継区間では放送

波を安定的に伝搬することが技術的に困

難であることから，安定した受信電波を

確保するために，２か所以上の受信施設

を用意し，受信対応している中継局もあ

る。さらに，奄美群島には，海岸線が変

化に富み，河川は短小急流で，集落が海

岸線沿いの入江を中心に形成されている

地域もあり，放送波が届きにくく，県内

の全中継局の約３割にあたる24局もの中

継局が必要となっている。

奄美群島の中継局においては，地上デ

ジタル放送への移行から15年近くが経過

し，定期的な補修等は行ってはいるもの

の，特に塩害等による設備の老朽化によ

り，設備の更新の必要性が生じている。

更新には，局数が多く，必要な機器等を

輸送するコストが多大となるなど，放送

事業者の大きな負担となっており，他地

区とは異なるコスト高の要因を有してい

る。

災害時等における情報の入手源を確保

をするためにも，放送事業者によるテレ

ビ中継局の計画的な更新を促進する。

ラジオについては，停電時でも利用で

き，災害時等における情報の入手源とし

て，防災上極めて重要な役割を果たして

いることから，地元の意向も踏まえ，難

聴取地域の解消を図る。

エ 地域の特性を生かした産業の振興

(ｱ) 水産業

水産業については，静穏海域を利用し

たマベガイやシロチョウガイ等の真珠養

殖業の振興を図るとともに，スマート水

産業の普及に努める。

また，地域水産資源を活用した加工品

の開発，水産物を消費地へ送る際の輸送

コスト支援，共同出荷による輸送の合理

化，高鮮度流通に必要な施設の整備等を

支援することにより，島内外での消費拡

大を図り，漁家所得の向上を促進する。

また，奄美群島の世界自然遺産登録を

好材料と捉え，奄美の水産資源を生かし

た体験ツアーの確立等による漁家所得の

向上を促進する。

(ｲ) 林業

林業については，請島，与路島のソテ

ツが，観賞木用の実として取引されるこ

とから，ソテツ林の適切な管理，生産基

盤や集出荷体制の整備等を促進する。

また，森林環境教育の実施や指導者の

育成などにより森林とのふれあい活動を

促進するとともに，自然環境に配慮した

森林の整備・保全に関する調査研究など

を推進する。

(ｳ) 商工業

地域の資源と伝統を生かした特色ある

特産品産業については，生活様式の変化

による需要の低迷や輸送経費の負担増な

ど厳しい状況にある。

また，産地間競争の激化，消費者ニ－

ズの多様化が進んでおり，これに対応し

た商品開発や販売対策等に取り組んでい

く必要がある。

さらに，その他の特産品についても，

原料の確保や生産加工体制を整え，域外

への販路を拡大していく必要がある。

これらの現状を踏まえ，群島が一体と

なって，奄美ブランドの確立を目指した

販路拡大や奄美の情報発信等の取組を促

進する。

２ 世界自然遺産登録等を契機とした自然

環境の保全と利用の両立及び文化の継承

を図るための方策

326



⑴ 自然環境の保全に向けた施策の展開

ア 価値の維持に向けた取組の推進

(ｱ) 国立公園等保護地域の保護と利用の

両立

平成29年３月に奄美群島国立公園が指

定された。

世界自然遺産の保護担保措置にもなっ

ている奄美群島国立公園について，国の

管理運営計画等に基づき保全管理を推進

するとともに，利用者の受入環境整備を

進め，保護と利用の両立を図る。

また，利用者負担を含め，自然環境の

保全に係る財源の確保に向けた取組の促

進を図る。

(ｲ) 価値の維持

希少種の保護対策については，奄美群

島希少野生生物保護対策協議会において

関係機関の調整を進めつつ，その保護の

ための適切な施策を講じるとともに，モ

ニタリング調査や情報発信等を行うなど，

多様な自然の生態系を把握，保全するた

めの取組を進める。

また，希少種の盗採対策の推進や，ノ

ヤギの捕獲を行うほか，ノイヌ・ノネコ

等の対策として，飼養動物の適切な飼育

管理の徹底を促進する。

さらに，希少種の生態や生息地等の調

査・研究，外来生物対策，保護思想の普

及啓発等を総合的に推進するための拠点

施設である奄美野生生物保護センターを

活用し，情報発信や普及啓発を図る。

サンゴ礁の保護・再生対策については，

オニヒトデ等の駆除やモニタリング調査，

環境学習等の促進を図る。

奄美の世界自然遺産登録に伴う観光客

数の増加による過剰利用を防止し，自然

環境の保全と利用の両立を図るため，「奄

美群島持続的観光マスタープラン」に基

づき，利用のルールの設定，必要な施設

整備等の持続的な観光利用に向けた取組

を促進する。

また，「奄美群島エコツーリズム全体構

想」に基づき，奄美群島エコツーリズム

推進協議会による認定エコツアーガイド

の育成やツアーの受入体制の整備等を進

める。

世界自然遺産に関心をもつ利用者に対

し，奄美群島固有の自然と文化の魅力を

活かした「世界自然遺産奄美トレイル」

や奄美群島国立公園の利用を促し，群島

全体の持続的な利用促進を図る。

イ 共生ネットワークの形成

人と自然が共生する地域づくりにおい

ては，奄美群島自然共生プランに基づき，

人と自然が共生するためのネットワーク

の形成を促進する。

３ 稼ぐ力の向上に向けた方策

⑴ 効率的な外貨獲得策

ア 農業の「稼ぐ力」の向上

(ｱ) さとうきび等

きび酢や黒糖の原料としてのさとうき

びの安定生産を図るため，適期管理の励

行や土づくり等を推進する。

また，園芸作物については，栽培技術

の高位平準化を図りながら，生産・流通

コストの軽減に努めるとともに，ハウス

施設の整備，農業機械の導入による労力

の省力化，防風対策等を講ずることによ

り産地育成を総合的に支援する。

(ｲ) 肉用牛

生産性の向上を図るため，繁殖技術の

向上による分娩間隔の短縮や子牛育成技

術の向上による一日平均増体重の改善な

ど子牛の商品性向上に努める。

さらに，家畜衛生対策の徹底による家

畜疾病の発生とまん延防止に努めるとと

もに，家畜排せつ物の適切な管理等によ

る環境と調和した畜産経営の実現を図る。
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(ｳ) 農産物加工

６次産業化や農商工等連携を推進し，

きび酢や黒糖等を活用した農産物加工品

の開発や販路開拓等を支援する。

イ 観光の「稼ぐ力」の向上

(ｱ) 観光資源の持続可能な活用と観光消

費額の向上

奄美群島国立公園に指定されている大

島海峡を隔てて，青い海に囲まれ無垢の

自然が残る加計呂麻島，請島，与路島は，

大島海峡の美しいサンゴ礁など亜熱帯性

の海洋・海中景観を形成しているととも

に，デイゴやガジュマルの並木等の自然，

「男はつらいよ」シリーズの寅さんロケ

地，島尾敏雄の文学碑，復元された震洋

艇（特攻艇）のある格納壕等の戦跡，平

家ゆかりの諸鈍芝居（シバヤ）等の個性

的な伝統・文化等に恵まれている。

これらの豊かな自然環境や，環境文化

などの保全を図るとともに，こうした奄

美群島の魅力や特性を生かし，奄美のブ

ランド化を図りながら，入込客数のみを

意識することなく，適切なターゲット設

定を行った上で，国内外からの誘客施策

を展開する。

さらに，これらの豊かな地域資源を有

効に活用した体験プログラムの充実を図

りながら，引き続き，「あまみシマ博覧会」

の実施やエコツーリズムの推進など，こ

の島ならではの体験・滞在型観光プログ

ラムづくりを促進する。

また，世界自然遺産登録の効果を群島

各島へ波及させるため，「世界自然遺産奄

美トレイル」の活用や奄美群島国立公園

の利用を推進する。

(ｲ) 観光施設等の受入体制の整備

観光の拠点となる「加計呂麻島体験交

流館」（諸鈍地区）など，体験・滞在型観

光に対応した観光施設等の整備を進める

とともに，こうした施設や海上タクシー

等を活用した観光ルートづくりに努める。

また，世界自然遺産登録も踏まえながら，

観光客が目的地に円滑に移動できるよう，

観光案内標識等を整備し，沿道には，景

観及び自然環境に配慮した植栽等を行い，

地域住民との協働による適切な維持管理

の下に快適性の向上に努めるほか，観光

事業者等のおもてなしの向上に努めるな

ど，観光客の受入体制の整備を図る。

(ｳ) 観光交通体系の整備

古仁屋の「せとうち海の駅」を拠点と

して，加計呂麻島，請島，与路島，徳之

島等を観光船等で周遊できるクルージン

グネットワークの形成を図るとともに，

島内の観光地間を結ぶ県道等の整備を引

き続き推進する。

航路については，加計呂麻島，請島，

与路島と古仁屋港を結ぶ航路において，

国及び県又は県単独の運営費補助等を行

うことにより，その維持・確保を図って

きたところであり，引き続き，その維持

・確保を図る必要がある。

国内外からのクルーズ船の誘致につい

ては，世界自然遺産を生かしたクルーズ

商品の構築を促進する。

また，奄美大島へのＬＣＣ就航等によ

る交流人口の拡大を生かし，古仁屋と加

計呂麻島，請島，与路島を結ぶ航路など

奄美大島間の交通の利便性を図りながら，

世界自然遺産登録の効果を同島にも波及

させる取組を推進する。

(ｴ) 国内外に向けた魅力ある観光情報の

発信

奄美パークを奄美群島全体の観光・情

報発信の拠点として，来訪客へ世界自然

遺産の価値をガイダンス的に伝えるため，

展示リニューアル等の施設改修を行うと
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ともに，（一社）奄美群島観光物産協会や

地元観光協会のホームページなど，各種

媒体を積極的に活用し，国内外へ魅力あ

る観光情報の発信に努める。

(ｵ) 地域産業との連携

農林水産業等の地域産業と連携し，多

彩な体験プログラムの提供等による体験

型観光の推進や，地元農林水産物を活用

した特産品，土産品の開発・提供を促進

する。

ウ ものづくりの「稼ぐ力」の向上

島内で生産されているさとうきびを利

用した黒糖や，地域団体商標を取得した

「かけろまきび酢」，自然海塩等の「健康」

や「癒し」をテーマにした特産品の生産

振興を図る。

また，鹿児島ブランド支援センターや

かごしまの新特産品コンクール等を活用

し，新たな商品の開発や商品の改良を促

進するとともに，ＥＣサイトの活用や大

消費地での商談会，展示会などへの出展，

地域商社等と連携した域外への商流構築

に向けた取組などにより販路の拡大を図

る。

４ 奄美群島が抱える条件不利性の改善

(1) 交通基盤の整備

航路では，古仁屋港は加計呂麻島に１

日３往復の町営定期フェリーと週３往復

の民営小型定期船舶が就航しているほか，

請島，与路島と１日１往復の町営定期船

で結ばれている。

ア 海上交通

加計呂麻港については，港湾施設の老

朽化対策を推進する。

航路については，奄美大島と加計呂麻

島，請島，与路島間を結ぶ航路が開設さ

れており，地域にとっては欠くことので

きない重要な生活航路となっている。

このため，引き続き，瀬相～古仁屋～

生間航路等に対する運営費補助等を行う

など，国や航路事業者と連携しながら，

航路の維持・確保を図り，運賃軽減を継

続する。

イ 陸上交通

加計呂麻島の唯一の県道である安脚場

実久線は，災害に強い道づくりの観点か

ら整備を推進する。

また，島内各集落間の交流を促進する

ため，バス路線や生活路線等となってい

る町道の整備を推進する。さらに，防災

対策や老朽化対策を計画的に推進する。

これらにより，古仁屋と加計呂麻島，

請島，与路島を結ぶ航路の維持改善，加

計呂麻島内をはじめとする道路や港湾の

整備など総合的な交通ネットワークの整

備促進を図る。

廃止路線代替バスについては，引き続

き，必要な路線の維持を図るとともに，

コミュニティバスやデマンド型交通など，

地域の実情に合わせた多様な運行形態へ

の転換を促進する。

５ 奄美群島の生活基盤の確保・充実

(1) 保健医療福祉

ア 保健医療

保健医療については，県立大島病院を

中心とした医療連携体制の強化やＩＣＴ

を活用した遠隔医療の促進など，医療提

供体制の更なる充実を図る。

また，無医地区等への巡回診療を実施

するへき地診療所等の診療機能の充実を

図るとともに，医師をはじめとした医療

従事者の安定的確保を図る。

地域医療構想調整会議等を通じた医療

機関相互の協議を継続し，病床機能の分

化・連携を推進する。
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イ ハブ対策

ハブについては，捕獲等による駆除対

策，はぶ抗毒素の配備や携帯用毒吸出器

の普及啓発等による咬傷対策を引き続き

推進する。一方，世界自然遺産登録を契

機として，生態系保全を目的とした人と

ハブとの棲み分けを図る。

ウ 地域福祉の推進

高齢者や障害者など援護を必要とする

者が，できる限り住み慣れた地域で安心

して住み続けることができるよう，地域

ぐるみで声かけや安否確認を行う見守り

体制の強化に取り組むほか，要援護者の

ニーズを把握し，生活支援を行うボラン

ティアの活用促進を図る。

(2) 教育及び人材育成

小・中学校については，児童生徒数の

減少に伴って小規模化し，複式学級が多

いことから，遠隔教育システムなどのＩ

ＣＴも効果的に活用し，今後も，隣接小

規模校との集合学習や大規模校等との交

流学習等を推進し，複式学級の教育方法

の改善を進める。

生涯学習を振興するため，かごしま県

民大学中央センター，市町村，大学等が

連携し，多様な学習機会を提供するとと

もに，県立奄美図書館を地域の拠点図書

館とした情報発信等の機能の拡充及び生

涯学習の充実を図る。

(3) 生活環境

ア 生活環境の基盤整備

水道について，請島と与路島は全戸普

及しているが，加計呂麻島は，海岸線に

沿って集落が点在し，地形的に施設整備

が困難な地域もある。今後とも，安全で

安定した生活用水を確保するため，引き

続き新たな水源の確保や老朽化施設の更

新，耐震化及び広域的な連携を促進する

とともに，加計呂麻島の未普及地域につ

いては，必要に応じ水道整備の促進を図

る。

生活排水処理施設については，安全で

快適な生活環境の実現のため，合併処理

浄化槽の整備を促進する。

イ 地域環境の保全

良好な地域環境を維持するため，町と

連携し，大気環境や水環境の保全及び騒

音や悪臭等の防止を図る。

海岸漂着物等については，県海岸漂着

物対策推進地域計画に基づき，海洋プラ

スチックごみなどの海岸漂着物等の円滑

な処理等を推進する。

また，ヤンバルトサカヤスデについて

は，地域の実情に応じた効果的な駆除方

法やまん延防止対策，環境整備等につい

て普及啓発を図る。

ウ 循環型社会の形成

ごみ処理については，請島・与路島に

おける小型焼却炉による焼却等以外は奄

美大島側で処理を行っており，ごみの減

量化・リサイクルを引き続き促進してい

く。

また，家電リサイクルについては，引

き続き町・関係団体と連携しながら，指

定引取場所の設置や海上運搬経費に対す

る支援制度の円滑な実施等の促進を図る

ほか，自動車リサイクルについても，海

上運搬経費に対する支援制度の円滑な実

施の促進を図る。

し尿処理については，引き続き，し尿

と生活雑排水を同時に処理する合併処理

浄化槽の整備を促進する。

産業廃棄物については，廃棄物の減量

化・リサイクルを推進する。

なお，ごみの不法投棄については，住

民や排出事業者等に対する意識の啓発や

不適正処理に関する監視指導の徹底など
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適正処理の推進を図る。

エ 自然環境配慮型・自然再生型公共事業

等の実施

道路，河川，農業農村整備など公共事

業の実施に当たっては，奄美の世界自然

遺産・国立公園としての価値の維持を図

るため，「公共事業における環境配慮指針」

に基づく野生生物の生息・生育・繁殖環

境や良好な景観の形成に配慮した事業実

施に向けた支援策の検討，関係者に適切

な指導，助言等ができる人材の確保・育

成・体制の整備，施工業者等に対する希

少種や環境配慮の基本的知識等に関する

研修会の実施などを推進する。

さらに，赤土等流出防止対策について

は，公共事業等の各段階での対策，各種

防止技術の調査研究及び開発事業者や施

工業者等への啓発，指導徹底を図る。

また，農用地等からの流出防止の必要

性等についても，農業者や地域住民等に

対する普及啓発を図る。
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第３節 喜界島

喜界島は，航路距離で本土から377㎞，

奄美市名瀬から69㎞の奄美大島の東方海

上に位置し，面積は約57㎢，１町のみで

約６千６百人が居住している。

山岳，河川はほとんどなく，耕地面積

が全体の約４割を占めている。航空路で

は，鹿児島空港と１日２往復，奄美空港

と１日２往復ＡＴＲ42-600型機で結ばれ

ており，航路では，週５便の定期船で鹿

児島，奄美大島，徳之島等と結ばれてい

る。

農業が盛んで，さとうきびを中心に花

き，野菜，畜産との複合経営が営まれて

いるほか，水産業は一本釣漁業，曳縄漁

業が盛んでクルマエビやウミブドウの養

殖も営まれている。

平成27年度に光ブロードバンド整備事

業が完成し，インターネット通信網の接

続サービスが開始された。

１ 定住を促進するための方策

(1) 産業の振興

ア 農業

さとうきびと野菜や果樹，肉用牛との

複合経営を基本に，特にトマトやかぼち

ゃマンゴー，スプレーギクについては栽

培技術の向上や産地拡大等を推進する。

また，担い手及び新規就農者の確保・

育成，農地の効率的利用，基盤整備とい

った施策のほか，地域ブランドの確立や

白ごまなどを活用した農産物加工品の開

発や販路開拓支援，災害に強い栽培施設

の整備，流通効率化のための施設等整備，

省力化や高品質生産に向けたスマート農

業の導入・普及などの施策を推進する。

イ 観光産業

農林水産業や奄美黒糖焼酎等の特産品

の地域産業と連携し，多彩な体験プログ

ラムの提供等による体験型観光の推進や，

地元農林水産物を活用した特産品，土産

品の開発・提供を促進する。

ウ 情報通信産業

(ｱ) 情報通信基盤の整備促進

情報通信網は産業や行政，医療，福祉，

教育など広範囲にわたり欠くことのでき

ない社会基盤となっており，特に，地理

的な制約を克服するために有効な手段で

ある。

携帯電話については，一部地域におい

て不感地域が残っていることから，その

解消を図るとともに，５Ｇの導入を促進

する。

公衆無線ＬＡＮについては，観光客の

誘客などの観光面や，災害時の情報連絡

手段など防災面で活用を図るため，官民

が連携し，主要な観光・防災拠点におけ

る公衆無線ＬＡＮの整備を促進する。

地上波テレビは，台風や豪雨等の災害

が多い奄美群島において，災害時等にお

ける情報の入手源として，防災上極めて

重要な役割を果たしており，地上波テレ

ビの視聴に支障を来すこととなれば，住

民生活に重大な影響を及ぼすこととなる。

特に，台風においては，奄美群島を経由

し北上するケースが多く，近年は勢力を

維持したまま接近する傾向が高くなって

おり，防災情報の重要性は増している現

状である。

本土から奄美群島に放送波を伝搬する

ためには，種子島，中之島から奄美大島

へ，また，奄美大島から喜界島，徳之島，

沖永良部島，与論島の各島へと洋上の７

区間を中継する必要があり，国内の他の

離島と比較しても例のない多段階中継方

式となっている。また，この洋上中継ル

ートには，100kｍを超える長距離区間が

３区間あり，これら洋上中継区間では放

送波を安定的に伝搬することが技術的に

困難であることから，安定した受信電波
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を確保するために，２か所以上の受信施

設を用意し，受信対応している中継局も

ある。さらに，奄美群島には，海岸線が

変化に富み，河川は短小急流で，集落が

海岸線沿いの入江を中心に形成されてい

る地域もあり，放送波が届きにくく，県

内の全中継局の約３割にあたる24局もの

中継局が必要となっている。

奄美群島の中継局においては，地上デ

ジタル放送への移行から15年近くが経過

し，定期的な補修等は行ってはいるもの

の，特に塩害等による設備の老朽化によ

り，設備の更新の必要性が生じている。

更新には，局数が多く，必要な機器等を

輸送するコストが多大となるなど，放送

事業者の大きな負担となっており，他地

区とは異なるコスト高の要因を有してい

る。

災害時等における情報の入手源を確保

をするためにも，放送事業者によるテレ

ビ中継局の計画的な更新を促進する。

ラジオについては，停電時でも利用で

き，災害時等における情報の入手源とし

て，防災上極めて重要な役割を果たして

いることから，地元の意向も踏まえ，難

聴取地域の解消を図る。

エ 地域の特性を生かした産業の振興

(ｱ) 水産業

水産業については，クルマエビ養殖業

の振興をはじめ漁港や漁場の整備，資源

の調査，地域特産種の放流，瀬物類をは

じめとした水産資源の管理，新漁具・漁

法の導入等を推進するとともに，スマー

ト水産業の普及に努める。

また，地域水産資源を活用した加工品

の開発，水産物を消費地へ送る際の輸送

コスト支援，共同出荷による輸送の合理

化，高鮮度流通に必要な施設の整備等を

支援することにより，島内外での消費拡

大を図り，漁家所得の向上を促進する。

また，奄美群島の世界自然遺産登録を

好材料と捉え，奄美の水産資源を生かし

た体験ツアーの確立等による漁家所得の

向上を促進する。

魅力ある漁村づくりを推進するために，

漁業研修事業の充実や中核的な漁業者の

育成，漁協青年部の活性化等を進める。

(ｲ) 林業

林業については，保安林の適正な整備

・管理を図るとともに，地域の要望に応

じて海岸防災林の維持造成を計画的に推

進する。

また，森林環境教育の実施や指導者の

育成などにより森林とのふれあい活動を

促進するとともに，自然環境に配慮した

森林の整備・保全に関する調査研究など

を推進する。

(ｳ) 商工業

地域の資源と伝統を生かした特色ある

特産品産業については，生活様式の変化

による需要の低迷や輸送経費の負担増な

ど厳しい状況にある。

また，産地間競争の激化，消費者ニ－

ズの多様化が進んでおり，これに対応し

た商品開発や販売対策等に取り組んでい

く必要がある。

さらに，その他の特産品についても，

原料の確保や生産加工体制を整え，域外

への販路を拡大していく必要がある。

これらの現状を踏まえ，群島が一体と

なって，奄美ブランドの確立を目指した

販路拡大や奄美の情報発信等の取組を促

進する。

２ 世界自然遺産登録等を契機とした自然

環境の保全と利用の両立及び文化の継承

を図るための方策

(1) 自然環境の保全に向けた施策の展開

ア 価値の維持に向けた取組の推進
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(ｱ) 国立公園等保護地域の保護と利用の

両立

平成29年３月に奄美群島国立公園が指

定された。

世界自然遺産の保護担保措置にもなっ

ている奄美群島国立公園について，国の

管理運営計画等に基づき保全管理を推進

するとともに，利用者の受入環境整備を

進め，保護と利用の両立を図る。

また，利用者負担を含め，自然環境の

保全に係る財源の確保に向けた取組の促

進を図る。

(ｲ) 価値の維持

希少種の保護対策については，その保

護のための適切な施策を講じるとともに，

モニタリング調査や情報発信等を行うな

ど，多様な自然の生態系を把握，保全す

るための取組を進める。また，研究機関

によるサンゴ礁を対象とした地球規模の

気候変動解析等の研究を推進する。

サンゴ礁の保護・再生対策については，

オニヒトデ等の駆除やモニタリング調査，

環境学習等の促進を図る。

奄美の世界自然遺産登録に伴う観光客

数の増加による過剰利用を防止し，自然

環境の保全と利用の両立を図るため，「奄

美群島持続的観光マスタープラン」に基

づき，利用のルールの設定，必要な施設

整備等の持続的な観光利用に向けた取組

を促進する。

また，「奄美群島エコツーリズム全体構

想」に基づき，奄美群島エコツーリズム

推進協議会による認定エコツアーガイド

の育成やツアーの受入体制の整備等を進

める。

世界自然遺産に関心をもつ利用者に対

し，奄美群島固有の自然と文化の魅力を

活かした「世界自然遺産奄美トレイル」

や奄美群島国立公園の利用を促し，群島

全体の持続的な利用促進を図る。

イ 共生ネットワークの形成

人と自然が共生する地域づくりにおい

ては，奄美群島自然共生プランに基づき，

人と自然が共生するためのネットワーク

の形成を促進する。

３ 稼ぐ力の向上に向けた方策

(1) 効率的な外貨獲得策

ア 農業の「稼ぐ力」の向上

(ｱ) さとうきび

適期管理の励行や土づくりの推進，優

良品種の普及，畑かんの水利用による単

収の向上に努め，収穫面積の確保を図る

とともに，労働力不足に対応した作業受

託組織等の育成を推進する。

また，バガスやハカマ等の副産物の有

効活用を図る。

(ｲ) 肉用牛

さとうきびや園芸等との複合経営を基

本とした繁殖農家を育成する。全島がほ

とんど隆起珊瑚礁からなり，平坦地が多

い農耕地を活用した飼料生産基盤の確保，

暖地型牧草の単収向上やさとうきび収穫

残さの飼料等への活用，哺乳ロボットや

分娩監視システム等のスマート畜産技術

の導入，ヘルパー組織やコントラクター

の育成を推進する。

また，生産性の向上を図るため，繁殖

技術の向上による分娩間隔の短縮や子牛

育成技術の向上による一日平均増体重の

改善など子牛の商品性向上に努める。

さらに，家畜衛生対策の徹底による家

畜疾病の発生とまん延防止に努めるとと

もに，家畜排せつ物の適切な管理等によ

る環境と調和した畜産経営の実現を図る。

(ｳ) 園芸作物

栽培技術の高位平準化や畑かんの水利

用による生産性の向上を図りながら，生
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産・流通コストの軽減やハウス施設の整

備，農業機械の導入による労力の省力化，

防風対策等を講じるとともに，園芸作物

の新規就農者を支援する営農支援センタ

ーの取組など，産地育成を総合的に支援

する。

野菜については，トマトやかぼちゃ等

の産地拡大を推進する。

果樹，花きについては，マンゴーやス

プレーギクの栽培技術の向上，各種事業

を活用した施設整備等の取組を支援する。

(ｴ) 地域特産物

ごまについては，実需者との契約栽培

を基本に，適切な肥培管理の徹底，は種

や収穫作業の省力機械化体系の確立など

による安定生産を推進する。

(ｵ) 農産物加工

６次産業化や農商工等連携を推進し，

白ごまなどを活用した農産物加工品の開

発や販路開拓等を支援する。

イ 観光の「稼ぐ力」の向上

(ｱ) 観光資源の持続可能な活用と観光消

費額の向上

「蝶の飛び交う隆起サンゴ礁の島」であ

る喜界島は，琉球石灰岩の段丘地形が特

徴的な百之台やサンゴ礁，オオゴマダラ

やアサギマダラ等の蝶が生息する自然，

サンゴの石垣，ガジュマル並木等の美し

い景観に恵まれているとともに，平家や

源氏にまつわる史跡も多く伝説に彩られ

た島である。

これらの豊かな自然環境や，環境文化

などの保全を図るとともに，こうした奄

美群島の魅力や特性を生かし，奄美のブ

ランド化を図りながら，入込客数のみを

意識することなく，適切なターゲット設

定を行った上で，国内外からの誘客施策

を展開する。

さらに，これらの豊かな地域資源やダ

イビング等のマリンスポーツを有効に活

用し，体験プログラムの充実を図りなが

ら，引き続き，「あまみシマ博覧会」の実

施やエコツーリズムの推進など，この島

ならではの体験・滞在型観光プログラム

づくりを促進する。

また，世界自然遺産登録の効果を群島

各島へ波及させるため，「世界自然遺産奄

美トレイル」の活用や奄美群島国立公園

の利用を推進する。

(ｲ) 観光施設等の受入体制の整備

島内に点在する史跡や夕日の散歩道，

百之台公園，空港臨海公園，メンハナ公

園等の活用や，体験・滞在型観光に対応

した観光施設等の整備を進め，魅力ある

島めぐり観光ルートづくりに努める。

また，世界自然遺産登録も踏まえなが

ら，観光客が目的地に円滑に移動できる

よう，観光案内標識等を整備するととも

に，ガジュマル並木やハイビスカスなど

亜熱帯性豊かな樹木等による路傍植栽や，

サンゴの石垣群の復元等による景観に配

慮した街並み整備を促進し，地域住民と

の協働による適切な維持管理の下に快適

性の向上に努める。

さらに，美しい海水浴場や海岸遊歩道

の保全や観光事業者等のおもてなしの向

上など，観光客の受入体制の充実を図る。

(ｳ) 観光交通体系の整備

航空路線については，県管理空港の着

陸料軽減や運航費補助などにより，喜界

～奄美路線などその維持・確保を図ると

ともに，奄美とを結ぶ路線において，「奄

美群島振興交付金」を活用し，観光客等

に対する航空運賃の軽減を実施すること

で，同島の交流人口拡大を図ってきたと

ころであり，引き続き，更なる交流人口

の拡大に向けた施策を検討する。
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航路・航空路については，世界自然遺

産登録による効果を群島全体へ波及させ

る周遊促進策により，これまで以上に回

遊性を高める。

また，航路については，鹿児島～喜界

～知名航路において，国と協調した運営

費補助等を行うことにより，その維持・

確保を図るとともに，「奄美群島振興交付

金」を活用し，観光客等に対する航路運

賃の軽減を実施することで，同島の交流

人口拡大を図ってきたところであり，引

き続き，その維持・確保を図りつつ，更

なる交流人口の拡大に向けた施策を検討

する。さらに，群島内の島々を観光船等

で周遊できるクルージングネットワーク

の形成を図る。

特に，国内外からのクルーズ船の誘致

については，世界自然遺産を生かしたク

ルーズ商品の構築を促進する。

このほか，空港や港と島内の観光地間

を結ぶ主要道路や島内を循環する道路の

整備を引き続き推進する。

(ｴ) 国内外に向けた魅力ある観光情報の

発信

奄美パークを奄美群島全体の観光・情

報発信の拠点として，来訪客へ世界自然

遺産の価値をガイダンス的に伝えるため，

展示リニューアル等の施設改修を行うと

ともに，(一社）あまみ大島観光物産連盟

や（一社）奄美群島観光物産協会のホー

ムページをはじめ，各種媒体を積極的に

活用し，国内外へ魅力ある観光情報の発

信に努める。

また，同観光物産連盟・協会と一体と

なって，県外の旅行会社等を対象とした

セールスや招請の実施，群島内の島々を

巡る商品化の支援などの取組を進め，喜

界島の認知度向上とともに，更なる誘客

を図る。

(ｵ) 地域産業との連携

農林水産業や大島紬，奄美黒糖焼酎等

の特産品の地域産業と連携し，多彩な体

験プログラムの提供等による体験型観光

の推進や，地元農林水産物を活用した特

産品，土産品の開発・提供を促進する。

ウ ものづくりの「稼ぐ力」の向上

奄美黒糖焼酎や黒糖，島内で生産され

る農林水産物を生かした加工品の開発，

商品化を促進する。

また，鹿児島ブランド支援センターや

かごしまの新特産品コンクール等を活用

を促進するとともに，ＥＣサイトの活用

や大消費地での商談会，展示会などへの

出展，地域商社等と連携した域外への商

流構築に向けた取組などにより国内外へ

の販路の拡大を図る。

４ 奄美群島が抱える条件不利性の改善

(1) 交通基盤の整備

航空路では，鹿児島空港と１日２往復，

奄美空港と１日２往復ＡＴＲ42-600型機

で結ばれており，航路では，週５便の定

期船で鹿児島，奄美大島，徳之島等と結

ばれている。

ア 航空交通

喜界空港については，現在，鹿児島，

奄美空港との間に路線が開設されており，

住民の生活や産業活動にとって極めて重

要な役割を果たしている。

このため，今後とも，航空機の安全運

航の確保及び航空輸送需要の動向に対応

した滑走路などの空港施設の更新・改良

等を図るほか，引き続き，国と協調した

運航費補助や機体購入費補助を行うなど，

国や航空会社と連携しながら，喜界～鹿

児島路線など航空路線の維持・充実を図

り，運賃軽減を継続するとともに，運賃

軽減の拡充を検討する。
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イ 海上交通

定期航路の主要港である湾港について

は，定期フェリー等の安定的な運航を図

るため，外郭施設の整備や港湾施設の老

朽化対策を推進する。

喜界島港については，漁船等の安全な

利用に即した水域施設の整備を促進する。

航路については，鹿児島と奄美群島間

を結ぶ航路が開設されており，地域にと

っては欠くことのできない重要な生活航

路となっている。このため，引き続き，

鹿児島～喜界～知名航路に対する運営費

補助を行うなど，国や航路事業者と連携

しながら，航路の維持・確保を図り，運

賃軽減を継続するとともに，運賃軽減の

拡充を検討する。

ウ 陸上交通

島内を循環する一般県道喜界島循環線

等の整備を進め，空港，港湾など交通結

節点とのアクセスを改善し，大島本島，

本土との近接性を確保するとともに，島

内各集落との交通の円滑化，住民の利便

性の向上を図る。

また，島内各集落間の交流を促進する

ため，バス路線や生活路線等となってい

る町道の整備を推進する。さらに，防災

対策や老朽化対策を計画的に推進する。

廃止路線代替バスについては，引き続

き，必要な路線の維持を図るとともに，

コミュニティバスやデマンド型交通など，

地域の実情に合わせた多様な運行形態へ

の転換を促進する。

５ 奄美群島の生活基盤の確保・充実

(1) 保健医療福祉

ア 保健医療

保健医療については，県立大島病院を

中心とした医療連携体制の強化やＩＣＴ

を活用した遠隔医療の促進など，医療提

供体制の更なる充実を図る。

また，地域医療構想調整会議等を通じ

た医療機関相互の協議を継続し，病床機

能の分化・連携を推進する。

さらに，医師をはじめとした医療従事

者の安定的確保を図る。

イ 地域福祉の推進

高齢者や障害者など援護を必要とする

者が，できる限り住み慣れた地域で安心

して住み続けることができるよう，地域

ぐるみで声かけや安否確認を行う見守り

体制の強化に取り組むほか，要援護者の

ニーズを把握し，生活支援を行うボラン

ティアの活用促進を図る。

(2) 教育及び人材育成

平成15年度から，町立喜界中学校と県

立喜界高等学校で連携型中高一貫教育が

行われている。教員の相互乗り入れ授業

等に取り組んでおり，今後も，地域特性

を生かした特色ある教育を進める。

生涯学習を振興するため，かごしま県

民大学中央センター，市町村，大学等が

連携し，多様な学習機会を提供するとと

もに，県立奄美図書館を地域の拠点図書

館とした情報発信等の機能の拡充及び生

涯学習の充実を図る。

(3) 生活環境

ア 生活環境の基盤整備

水道については，全戸に普及している

が，水源としては地下水や湧水を利用し

ており，渇水期には水不足が懸念されて

いるほか，琉球石灰岩に由来する高硬度

の問題があることから，安全で安定した

生活用水を確保するため，新たな水源の

確保を図るとともに，高度浄水施設の計

画的更新や老朽化施設の更新，耐震化及

び広域的な連携を促進する。

生活排水処理施設については，安全で
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快適な生活環境の実現のため，合併処理

浄化槽の整備を促進する。併せて，下水

道施設及び農業集落排水施設を計画的に

改築し，機能維持を図る。

公営住宅については，住まいのセーフ

ティネットの役割を踏まえつつ，地域の

実情や課題に応じた良質な住宅の供給を

図るため，老朽化した公営住宅の建替や

改善等を実施するとともに，人口が減少

傾向になるなか，将来的な公的賃貸住宅

の需要見通しを踏まえたストックの適正

管理を図る。

また，今後も増加が見込まれている空

き家について，改修費用の一部を支援す

る補助制度に関して，市町村に対し情報

提供を行うなどして，利活用による移住

を促進する。

イ 地域環境の保全

良好な地域環境を維持するため，町と

連携し，大気環境や水環境の保全及び騒

音や悪臭等の防止を図る。

海岸漂着物等については，県海岸漂着

物対策推進地域計画に基づき，海洋プラ

スチックごみなどの海岸漂着物等の円滑

な処理等を推進する。

また，ヤンバルトサカヤスデについて

は，地域の実情に応じた効果的な駆除方

法やまん延防止対策，環境整備等につい

て普及啓発を図る。

ウ 循環型社会の形成

ごみ処理については，最終処分場を整

備中であり，ごみの減量化・リサイクル

を引き続き促進していく。

また，家電リサイクルについては，引

き続き町・関係団体と連携しながら，指

定引取場所の設置や海上運搬経費に対す

る支援制度の円滑な実施等の促進を図る

ほか，自動車リサイクルについても，海

上運搬経費に対する支援制度の円滑な実

施の促進を図る。

し尿処理については，し尿と生活雑排

水を同時に処理する合併処理浄化槽の整

備を促進する。併せて，下水道施設，農

業集落排水施設等を計画的に改築し，機

能維持を図る。

産業廃棄物については，廃棄物の減量

化・リサイクルを推進するとともに，産

業廃棄物処理施設の整備を促進する。

なお，ごみの不法投棄については，住

民や排出事業者等に対する意識の啓発や

不適正処理に関する監視指導の徹底など

適正処理の推進を図る。

エ 自然環境配慮型・自然再生型公共事業

等の実施

道路，河川，農業農村整備など公共事

業の実施に当たっては，奄美群島全域で

世界自然遺産登録等を契機とした交流拡

大を目指すため，野生生物の生息・生育

・繁殖環境や良好な景観の形成に配慮し

た自然環境配慮型公共事業の取組を推進

し，また，自然再生推進法に基づく自然

再生型公共事業の導入可能性の検討等を

行う。

さらに，赤土等流出防止対策について

は，公共事業等の各段階での対策，各種

防止技術の調査研究及び開発事業者や施

工業者等への啓発，指導徹底を図る。

また，農用地等からの流出防止の必要

性等についても，農業者や地域住民等に

対する普及啓発を図る。
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第４節 徳之島

徳之島は，航路距離で本土から492㎞，

奄美市名瀬から109㎞の奄美大島の南西海

上に位置し，面積は約248㎢と奄美大島に

次ぐ大きな島である。山脈が島を東西に

分断しており，３町に約２万２千人が居

住している。鹿児島空港と１日４往復Ｅ

－170等で，奄美空港と１日２往復，沖永

良部空港と１日１往復ＡＴＲ42-600で結

ばれており，航路では，亀徳港は奄美大

島や沖永良部島等と毎日上下１便ずつの

定期船が就航しているほか，平土野港は

古仁屋漁港等と週５便の定期船で結ばれ

ている。

耕地面積は群島中最大で，さとうきび

を中心に野菜，畜産との複合経営が営ま

れており，さとうきびの生産量及び肉用

子牛の取引頭数は群島全体の約５割を占

める。また，平成27年度には，国営かん

がい排水事業による徳之島ダムが完成し

た。

１ 定住を促進するための方策

(1) 産業の振興

ア 農業

さとうきびと野菜や果樹，肉用牛との

複合経営を基本に，特にばれいしょや実

えんどう，マンゴー，たんかん，トルコ

ギキョウについては、栽培技術の向上や

産地拡大等を推進する。

また，担い手及び新規就農者の確保・

育成，農地の効率的利用，基盤整備とい

った施策のほか，地域ブランドの確立や

パパイヤ等を活用した農産物加工品の開

発や販路開拓支援，災害に強い栽培施設

の整備，流通効率化のための施設等整備，

省力化や高品質生産に向けたスマート農

業の導入・普及などの施策を推進する。

イ 観光産業

農林水産業や奄美黒糖焼酎等の特産品

の地域産業と連携し，多彩な体験プログ

ラムの提供等による体験型観光の推進や，

地元農林水産物を活用した特産品，土産

品の開発・提供を促進する。

ウ 情報通信産業

(ｱ) 情報通信基盤の整備促進

情報通信網は産業や行政，医療，福祉，

教育など広範囲にわたり欠くことのでき

ない社会基盤となっており，特に，地理

的な制約を克服するために有効な手段で

ある。

光ファイバ等の情報通信基盤について

は，民間事業者による情報通信基盤の整

備が進まなかった地域では，市町村が公

設で整備し，その維持管理経費が市町村

の負担となっていることから，維持管理

にかかる経費がユニバーサルサービス制

度の対象となり，民間移行が進むよう，

国の制度見直しの動向を注視する。

携帯電話については，５Ｇの導入を促

進する。

公衆無線ＬＡＮについては，観光客の

誘客などの観光面や，災害時の情報連絡

手段など防災面での活用を図るため，官

民が連携し，主要な観光・防災拠点にお

ける公衆無線ＬＡＮの整備を促進する。

地上波テレビは，台風や豪雨等の災害

が多い奄美群島において，災害時等にお

ける情報の入手源として，防災上極めて

重要な役割を果たしており，地上波テレ

ビの視聴に支障を来すこととなれば，住

民生活に重大な影響を及ぼすこととなる。

特に，台風においては，奄美群島を経由

し北上するケースが多く，近年は勢力を

維持したまま接近する傾向が高くなって

おり，防災情報の重要性は増している現

状である。

本土から奄美群島に放送波を伝搬する

ためには，種子島，中之島から奄美大島

へ，また，奄美大島から喜界島，徳之島，
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沖永良部島，与論島の各島へと洋上の７

区間を中継する必要があり，国内の他の

離島と比較しても例のない多段階中継方

式となっている。また，この洋上中継ル

ートには，100kmを超える長距離区間が３

区間あり，これら洋上中継区間では放送

波を安定的に伝搬することが技術的に困

難であることから，安定した受信電波を

確保するために，２か所以上の受信施設

を用意し，受信対応している中継局もあ

る。さらに，奄美群島には，海岸線が変

化に富み，河川は短小急流で，集落が海

岸線沿いの入江を中心に形成されている

地域もあり，放送波が届きにくく，県内

の全中継局の約３割にあたる24局もの中

継局が必要となっている。

奄美群島の中継局においては，地上デ

ジタル放送への移行から15年近くが経過

し，定期的な補修等は行ってはいるもの

の，特に塩害等による設備の老朽化によ

り，設備の更新の必要性が生じている。

更新には，局数が多く，必要な機器等を

輸送するコストが多大となるなど，放送

事業者の大きな負担となっており，他地

区とは異なるコスト高の要因を有してい

る。

災害時等における情報の入手源を確保

をするためにも，放送事業者によるテレ

ビ中継局の計画的な更新を促進する。

ラジオについては，停電時でも利用で

き，災害時等における情報の入手源とし

て，防災上極めて重要な役割を果たして

いることから，地元の意向も踏まえ，難

聴取地域の解消を図る。

エ 地域の特性を生かした産業の振興

(ｱ) 水産業

水産業については，カツオ・マグロ類，

ソデイカ等を対象とした漁船漁業の振興

を図るため，漁場の整備，資源の調査，

地域特産種の放流，瀬物類をはじめとし

た水産資源の管理，新漁具・漁法の導入，

漁港の整備を推進するとともに，スマー

ト水産業の普及に努める。

また，地域水産資源を活用した加工品

の開発，水産物を消費地へ送る際の輸送

コスト支援，共同出荷による輸送の合理

化，高鮮度流通に必要な施設の整備等を

支援することにより，島内外での消費拡

大を図り，漁家所得の向上を促進する。

さらに，奄美群島の世界自然遺産登録

を好材料と捉え，奄美の水産資源を生か

した体験ツアーの確立等による漁家所得

の向上を促進する。

魅力ある漁村づくりを推進するために，

漁業研修事業の充実や中核的な漁業者の

育成，漁業者グループの活性化等を進め

る。

(ｲ) 林業

林業については，林業生産活動と自然

環境の保全との調和を図りながら，重視

すべき森林の機能に応じた森林整備や，

効率的かつ安定的な木材の生産体制の整

備，建築内装材等としての奄美産材の加

工・流通体制の整備，林業就業者等の育

成などを促進する。また，しいたけなど

の特用林産物の生産振興を図る。

さらに，森林環境教育の実施や指導者

の育成などにより森林とのふれあい活動

を促進するとともに，自然環境に配慮し

た森林の整備・保全に関する調査研究な

どを推進する。

(ｳ) 商工業

地域の資源と伝統を生かした特色ある

特産品産業については，生活様式の変化

による需要の低迷や輸送経費の負担増な

ど厳しい状況にある。

また，産地間競争の激化，消費者ニ－

ズの多様化が進んでおり，これに対応し

た商品開発や販売対策等に取り組んでい
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く必要がある。

さらに，その他の特産品についても，

原料の確保や生産加工体制を整え，域外

への販路を拡大していく必要がある。

これらの現状を踏まえ，群島が一体と

なって，奄美ブランドの確立を目指した

販路拡大や奄美の情報発信等の取組を促

進する。

２ 世界自然遺産登録等を契機とした自然

環境の保全と利用の両立及び文化の継承

を図るための方策

⑴ 自然環境の保全に向けた施策の展開

ア 価値の維持に向けた取組の推進

(ｱ) 国立公園等保護地域の保護と利用の

両立

平成29年３月に奄美群島国立公園が指

定され，令和３年７月に世界自然遺産に

登録された。

世界自然遺産の保護担保措置にもなっ

ている奄美群島国立公園について，国の

管理運営計画等に基づき保全管理を推進

するとともに，利用者の受入環境整備を

進め，保護と利用の両立を図る。

また，利用者負担を含め，自然環境の

保全に係る財源の確保に向けた取組の促

進を図る。

(ｲ) 価値の維持

希少種の保護対策については，奄美群

島希少野生生物保護対策協議会において

関係機関との調整を進めつつ，その保護

のための適切な施策を講じるとともに，

モニタリング調査や情報発信等を行うな

ど，多様な自然の生態系を把握，保全す

るための取組を進める。

また，アマミノクロウサギ等のロード

キル（交通事故）や希少種の盗採等への

対策の推進や，外来種の対策としてノヤ

ギの捕獲，ツルヒヨドリの駆除等を行う

ほか，ノイヌ・ノネコ等の対策として，

飼養動物の適切な飼育管理の徹底を促進

するとともに，捕獲等を含めた体制整備

を進める。

さらに，希少種の生態や生息地等の調

査・研究，外来生物対策，保護思想の普

及啓発等を総合的に推進するための拠点

施設である奄美野生生物保護センターを

活用し，情報発信や普及啓発を図る。

サンゴ礁の保護・再生対策については，

地域のボランティア，ＮＰＯ等とも連携

して，オニヒトデ等の駆除やモニタリン

グ調査，環境学習等の促進を図る。

この他，過去の人間の活動によって損

なわれてきた自然生態系については，よ

り健全なものに甦らせるための検討を行

うとともに，国立公園などの保護地域以

外においても，希少な野生生物の保護を

図る。

奄美の世界自然遺産登録に伴う観光客

数の増加による過剰利用を防止し，自然

環境の保全と利用の両立を図るため，「奄

美群島持続的観光マスタープラン」に基

づき，利用のルールの設定，必要な施設

整備等の持続的な観光利用に向けた取組

を促進する。

また，整備が予定されている徳之島の

世界遺産センターを活用し，関係機関で

連携して世界遺産の価値の普及啓発や観

光管理の情報発信等に努める。

「奄美群島エコツーリズム全体構想」

に基づき，奄美群島エコツーリズム推進

協議会による認定エコツアーガイドの育

成やツアーの受入体制の整備等を進める。

世界自然遺産に関心をもつ利用者に対

し，奄美群島固有の自然と文化の魅力を

活かした「世界自然遺産奄美トレイル」

や奄美群島国立公園の利用を促し，群島

全体の持続的な利用促進を図る。

イ 共生ネットワークの形成

人と自然が共生する地域づくりにおい
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ては，奄美群島自然共生プランに基づき，

人と自然が共生するためのネットワーク

の形成を促進する。

３ 稼ぐ力の向上に向けた方策

⑴ 効率的な外貨獲得策

ア 農業の「稼ぐ力」の向上

(ｱ) さとうきび

適期管理の励行や土づくりの推進，優

良品種の普及，畑かんの水利用による単

収の向上に努め，収穫面積の確保を図る

とともに，労働力不足に対応した作業受

託組織等の育成を推進する。

(ｲ) 肉用牛

さとうきびや園芸等との複合経営を基

本とした繁殖経営を育成するため，規模

拡大，飼料生産基盤の整備，暖地型牧草

の単収向上や耕畜連携等の自給飼料増産，

哺乳ロボットや分娩監視システム等のス

マート畜産技術の導入，ヘルパー組織や

コントラクターの育成による省力化を推

進するとともに，奄美群島唯一のＴＭＲ

センターを活用して，さとうきび副産物

や自給粗飼料を用いた低コスト飼料の生

産・利用拡大を図る。

また，生産性の向上を図るため，繁殖

技術の向上による分娩間隔の短縮や子牛

育成技術の向上による一日平均増体重の

改善など子牛の商品性向上に努める。

さらに，家畜衛生対策の徹底による家

畜疾病の発生とまん延防止に努めるとと

もに，家畜排せつ物の適切な管理等によ

る環境と調和した畜産経営の実現を図る。

(ｳ) 園芸作物

栽培技術の高位平準化や畑かんの水利

用による生産性の向上を図りながら，生

産・流通コストの軽減やハウス施設の整

備，農業機械の導入による労力の省力化，

防風対策等を講じるとともに，園芸作物

の新規就農者を支援する営農センターの

取組など，産地育成を総合的に支援する。

野菜については，ばれいしょ，実えん

どう等の産地拡大を推進する。特に，か

ごしまブランド団体が認定されているば

れいしょは，本県リレー出荷の主要産地

となっており，そうか病・疫病の適期防

除や優良種芋の確保等による安定生産を

図る。

果樹，花きについては，マンゴーやた

んかん，トルコギキョウの栽培技術の向

上，各種事業を活用した施設整備等の取

組を支援する。

(ｴ) 地域特産物

茶については，茶農家の経営安定を図

るため，品種の特性や機能性を生かせる

有機栽培や発酵茶などの栽培・加工技術

の確立に取り組むとともに，機能性を生

かした販促活動等を支援する。

(ｵ)農産物加工

６次産業化や農商工等連携を推進し，

パパイアなどの熱帯果樹等を活用した農

産物加工品の開発や販路開拓等を支援す

る。

イ 観光の「稼ぐ力」の向上

(ｱ) 観光資源の持続可能な活用と観光消

費額の向上

「闘牛とスポーツの島」である徳之島

は，井之川岳や天城岳等の亜熱帯性常緑

広葉樹林やサンゴ礁等の自然，犬の門蓋

やムシロ瀬等の海岸景観，徳之島カムィ

ヤキ陶器窯跡等の史跡，島唄，八月踊り，

闘牛等の個性的な伝統・文化等に恵まれ

ている。

また，令和６年度以降に，徳之島世界

自然遺産センター（仮称）の開館が予定

されている。

これらの豊かな自然環境や，環境文化
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などの保全を図るとともに，こうした奄

美群島の魅力や特性を生かし，奄美のブ

ランド化を図りながら，入込客数のみを

意識することなく，適切なターゲット設

定を行った上で，国内外からの誘客施策

を展開する。

さらに，これらの豊かな地域資源やダ

イビング等のマリンスポーツを有効に活

用し，体験プログラムの充実を図りなが

ら，引き続き，「あまみシマ博覧会」の実

施やエコツーリズムの推進など，この島

ならではの体験・滞在型観光プログラム

づくりを促進する。

また，世界自然遺産登録の効果を最大

限発揮するため，「世界自然遺産奄美トレ

イル」の活用を推進するほか，天城クロ

スカントリーパーク等でのマラソン，駅

伝，トライアスロン大会等の各種スポー

ツイベント，闘牛大会など観光イベント

等の開催や暖かい気候を生かしたスポー

ツ合宿の誘致に努める。

(ｲ) 観光施設等の受入体制の整備

与名間海浜公園や畦プリンスビーチ海

浜公園，瀬田海海浜公園など海洋性レク

リエーション施設や，地域文化情報発信

施設「徳之島なくさみ館」などの活用を

図るとともに，体験・滞在型観光に対応

した観光施設等の整備を進めながら，金

見崎ソテツトンネルや犬田布岬など，個

性ある地域資源を組み合わせた周遊観光

ルートづくりに努める。

また，世界自然遺産登録も踏まえなが

ら，観光客が目的地に円滑に移動できる

よう，観光案内標識等の整備を促進する。

また，拠点観光地や空港，港周辺，路傍

等において亜熱帯性花木等を植栽し，地

域住民との協働による適切な維持管理の

下に景観形成や快適性の向上に努めるほ

か，観光事業者等のおもてなしの向上な

ど，観光客の受入体制の充実を図る。

(ｳ) 観光交通体系の整備

航空路線については，県管理空港の着

陸料軽減や運航費補助などにより，徳之

島～奄美路線などその維持・確保を図る

とともに，奄美大島，沖永良部，那覇（沖

永良部経由）とを結ぶ路線において，「奄

美群島振興交付金」を活用し，観光客等

に対する航空運賃の軽減を実施すること

で，同島の交流人口拡大を図ってきたと

ころであり，引き続き，更なる交流人口

拡大に向けた施策を検討する。

さらに世界自然遺産登録による観光客

増が見込まれることから，国際チャータ

ー便の徳之島空港への就航促進に向けた

取組の検討を行う。

また，航路については，群島各島や鹿

児島，沖縄間を結ぶ航路において，「奄美

群島振興交付金」を活用し，観光客等に

対する航路運賃の軽減を実施することで，

同島の交流人口拡大を図ってきたところ

であり，引き続き，更なる交流人口の拡

大に向けた施策を検討する。

航路・航空路については，世界自然遺

産登録による効果を群島全体へ波及させ

る周遊促進策により，これまで以上に回

遊性を高めるとともに，航空路について

は，鹿児島，東京，大阪，沖縄等の各空

港及び各島間の路線の維持・充実を図る。

さらに，群島内の島々を観光船等で周

遊できるクルージングネットワークの形

成を図る。

特に，国内外からのクルーズ船の誘致

については，世界自然遺産を生かしたク

ルーズ商品の構築を促進する。

このほか，空港や港と島内の観光地間

を結ぶ主要道路や島内を循環する道路の

整備を引き続き推進する。

(ｴ) 国内外に向けた魅力ある観光情報の

発信
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奄美パークを奄美群島全体の観光・情

報発信の拠点として，来訪客へ世界自然

遺産の価値をガイダンス的に伝えるため，

展示リニューアル等の施設改修を行うと

ともに，（一社）奄美群島観光物産協会の

ホームページをはじめ，各種媒体を積極

的に活用し，国内外へ魅力ある観光情報

の発信に努める。

また，同観光物産協会と一体となって，

県外の旅行会社等を対象としたセールス

や招請の実施，群島内の島々を巡る商品

化の支援などの取組を進め，徳之島の認

知度向上とともに，更なる誘客を図る。

(ｵ) 地域産業との連携

農林水産業や奄美黒糖焼酎等の特産品

の地域産業と連携し，多彩な体験プログ

ラムの提供等による体験型観光の推進や，

地元農林水産物を活用した特産品，土産

品の開発・提供を促進する。

ウ ものづくりの「稼ぐ力」の向上

奄美黒糖焼酎や黒糖，島内で生産され

る農林水産物を生かした加工品の開発，

商品化を促進する。

また，鹿児島ブランド支援センターや

かごしまの新特産品コンクール等を活用

を促進するとともに，ＥＣサイトの活用

や大消費地での商談会，展示会などへの

出展，地域商社等と連携した域外への商

流構築に向けた取組などにより，国内外

への販路の拡大を図る。

４ 奄美群島が抱える条件不利性の改善

航空路では，鹿児島空港と１日４往復

Ｅ-170等で，奄美空港と１日２往復，沖

永良部空港と１日１往復ＡＴＲ42-600で

結ばれており，航路では，亀徳港は奄美

大島や沖永良部島等と毎日上下１便ずつ

の定期船が就航しているほか，平土野港

は古仁屋漁港等と週５便の定期船で結ば

れている。

ア 航空交通

徳之島空港については，現在，鹿児島，

奄美，沖永良部空港との間に路線が開設

されており，住民の生活や産業活動にと

って極めて重要な役割を果たしている。

このため，今後とも，航空機の安全運

航の確保及び航空輸送需要の動向に対応

した滑走路などの空港施設の更新・改良

等を図るほか，引き続き，国と協調した

運航費補助や機体購入費補助を行うなど，

国や航空会社と連携しながら，徳之島～

鹿児島路線など航空路線の維持・充実を

図り，運賃軽減を継続するとともに，運

賃軽減の拡充を検討する。

イ 海上交通

定期航路の主要港である亀徳港につい

ては，定期フェリー等の安定的な運航を

図るため，外郭施設の整備や港湾施設の

老朽化対策を推進する。

また，平土野港については，港湾施設

の老朽化対策を推進し，既存岸壁の有効

活用も含めたクルーズ船の受入環境の整

備を図る。

航路については，鹿児島と奄美群島間

を結ぶ航路が開設されており，地域にと

っては欠くことのできない重要な生活航

路となっている。このため，引き続き，

鹿児島～喜界～知名航路に対する運営費

補助等を行うなど，国や航路事業者と連

携しながら，航路の維持・確保を図り，

運賃軽減を継続するとともに，運賃軽減

の拡充を検討する。

ウ 陸上交通

島内を循環する主要地方道の伊仙亀津

徳之島空港線及び伊仙天城線や一般県道

等の整備を進め，島内各地域から空港，

港湾及び中心市街地へのアクセスを改善
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する。

また，島内各集落間の交流を促進する

ため，バス路線や生活路線等となってい

る町道の整備を推進する。さらに，防災

対策や老朽化対策を計画的に推進する。

廃止路線代替バスについては，引き続

き，必要な路線の維持を図るとともに，

コミュニティバスやデマンド型交通など，

地域の実情に合わせた多様な運行形態へ

の転換を促進する。

５ 奄美群島の生活基盤の確保・充実

(1) 保健医療福祉

ア 保健医療

保健医療については，県立大島病院を

中心として，沖縄県とも連携し，群島内

の医療提供体制の充実を図るとともに，

ＩＣＴを活用した遠隔医療の促進などに

より，医療提供体制の更なる充実を図る。

また，地域医療構想調整会議等を通じ

た医療機関相互の協議を継続し，病床機

能の分化・連携を推進する。

さらに，医師をはじめとした医療従事

者の安定的確保を図る。

イ ハブ対策

ハブについては，捕獲等による駆除対

策，はぶ抗毒素の配備や携帯用毒吸出器

の普及啓発等による咬傷対策を引き続き

推進する。一方，世界自然遺産登録を契

機として，生態系保全を目的とした人と

ハブとの棲み分けを図る。

ウ 地域福祉の推進

高齢者や障害者など援護を必要とする

者が，できる限り住み慣れた地域で安心

して住み続けることができるよう，地域

ぐるみで声かけや安否確認を行う見守り

体制の強化に取り組むほか，要援護者の

ニーズを把握し，生活支援を行うボラン

ティアの活用促進を図る。

(2) 教育及び人材育成

生涯学習を振興するため，かごしま県

民大学中央センター，市町村，大学等が

連携し，多様な学習機会を提供するとと

もに，県立奄美図書館を地域の拠点図書

館とした情報発信等の機能の拡充及び生

涯学習の充実を図る。

(3) 生活環境

ア 生活環境の基盤整備

水道については，安全で安定した生活

用水を確保するため，新たな水源の確保

を図るとともに老朽化施設の更新，耐震

化及び広域的な連携を促進する。

徳之島町の中心市街地については，安

全で快適な生活環境の実現のため，公共

下水道の整備を引き続き促進し，その他

の地区については，合併処理浄化槽の整

備を促進する。併せて，下水道施設及び

農業集落排水施設を計画的に改築し，機

能維持を図る。

公営住宅については，住まいのセーフ

ティネットの役割を踏まえつつ，地域の

実情や課題に応じた良質な住宅の供給を

図るため，老朽化した公営住宅の建替や

改善等を実施するとともに，人口が減少

傾向になるなか，将来的な公的賃貸住宅

の需要見通しを踏まえたストックの適正

管理を図る。

また，今後も増加が見込まれている空

き家について，改修費用の一部を支援す

る補助制度に関して，市町村に対し情報

提供を行うなどして，利活用による移住

を促進する。

イ 地域環境の保全

良好な地域環境を維持するため，３町

と連携し，大気環境や水環境の保全及び

騒音や悪臭等の防止を図る。

海岸漂着物等については，県海岸漂着
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物対策推進地域計画に基づき，海洋プラ

スチックごみなどの海岸漂着物等の円滑

な処理等を推進する。

また，ヤンバルトサカヤスデについて

は，地域の実情に応じた効果的な駆除方

法やまん延防止対策，環境整備等につい

て普及啓

発を図る。

ウ 循環型社会の形成

ごみ処理については，ごみの減量化・

リサイクルを引き続き促進していく。

また，家電リサイクルについては，引

き続き町・関係団体と連携しながら，指

定引取場所の設置や海上運搬経費に対す

る支援制度の円滑な実施等の促進を図る

ほか，自動車リサイクルについても，海

上運搬経費に対する支援制度の円滑な実

施の促進を図る。

し尿処理については，し尿と生活雑排

水を同時に処理する公共下水道及び合併

処理浄化槽の整備を促進する。併せて，

下水道施設，農業集落排水施設等を計画

的に改築し，機能維持を図る。

産業廃棄物については，廃棄物の減量

化・リサイクルを推進するとともに，産

業廃棄物処理施設の整備を促進する。

なお，ごみの不法投棄については，住

民や排出事業者等に対する意識の啓発や

不適正処理に関する監視指導の徹底など

適正処理の推進を図る。

エ 自然環境配慮型・自然再生型公共事業

等の実施

道路，河川，農業農村整備など公共事

業の実施に当たっては，奄美の世界自然

遺産・国立公園としての価値の維持を図

るため，「公共事業における環境配慮指針」

に基づく野生生物の生息・生育・繁殖環

境や良好な景観の形成に配慮した事業実

施に向けた支援策の検討，自然環境に対

する理解や配慮ができる人材や関係者に

適切な指導助言ができる人材の確保・育

成・体制の整備，施工業者等に希少種や

環境配慮の基本的知識等に関する研修会

の実施などを推進する。

さらに，赤土等流出防止対策について

は，公共事業等の各段階での対策，各種

防止技術の調査研究及び開発事業者や施

工業者等への啓発，指導徹底を図る。

また，農用地等からの流出防止の必要

性等についても，農業者や地域住民等に

対する普及啓発を図る。
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第５節 沖永良部島

沖永良部島は，航路距離で本土から546

㎞，奄美市名瀬から航路距離で163㎞の奄

美大島の南西海上に位置し，面積約94㎢，

２町に約１万２千人が居住している。

航空路では鹿児島空港と１日３往復Ａ

ＴＲ42-600型機で，徳之島空港と１日１

往復ＡＴＲ42-600型機で，那覇空港と１

日１往復ＡＴＲ42-600型機で結ばれてお

り，航路では，和泊港は徳之島や与論島

等と毎日上下それぞれ１便の定期船が就

航し，知名漁港は平土野港等と週２便の

定期船で結ばれている。平坦な島で，全

面積の48％を耕地が占めている。昇竜洞

は県の天然記念物に指定されており，近

年では，こうした地形を生かしてケイビ

ングが行われている。

また，平成７年度にばれいしょが，平

成25年度にテッポウユリがかごしまブラ

ンドに指定されるなど，農業が盛んな島

である。平成19年度に国営かんがい排水

事業が採択され，現在，地下ダム建設が

進められている。

１ 定住を促進するための方策

⑴ 産業の振興

ア 農業

花きと野菜やさとうきび，肉用牛との

複合経営を基本に，特にばれいしょやさ

といも，マンゴーについては安定生産・

品質向上を図り，スプレーギクやテッポ

ウユリについては，新品種の導入等を推

進する。

また，担い手及び新規就農者の確保・

育成，農地の効率的利用，基盤整備とい

った施策のほか，地域ブランドの確立，

マンゴーや桑等を活用した農産物加工品

の開発や販路開拓支援，災害に強い栽培

施設の整備，流通効率化のための施設等

整備，省力化や高品質生産に向けたスマ

ート農業の導入・普及などの施策を推進

する。

イ 観光産業

花や園芸作物の産地としての特性を生

かして，農林水産業や黒糖焼酎等の特産

品の地域産業と連携し，多彩な体験プロ

グラムの提供等による体験型観光の推進

や，地元農林水産物を活用した特産品，

土産品の開発・提供を促進する。

ウ 情報通信産業

(ｱ) 情報通信基盤の整備促進

情報通信網は産業や行政，医療，福祉，

教育など広範囲にわたり欠くことのでき

ない社会基盤となっており，特に，地理

的な制約を克服するために有効な手段で

ある。

光ファイバ等の情報通信基盤について

は，民間事業者による情報通信基盤の整

備が進まなかった地域では，市町村が公

設で整備し，その維持管理経費が市町村

の負担となっていることから，維持管理

にかかる経費がユニバーサルサービス制

度の対象となり，民間移行が進むよう，

国の制度見直しの動向を注視する。

携帯電話については，一部地域におい

て不感地域が残っていることから，その

解消を図るとともに，５Ｇの導入を促進

する。

公衆無線ＬＡＮについては，観光客の

誘客などの観光面や，災害時の情報連絡

手段など防災面での活用を図るため，官

民が連携し，主要な観光・防災拠点にお

ける公衆無線ＬＡＮの整備を促進する。

地上波テレビは，台風や豪雨等の災害

が多い奄美群島において，災害時等にお

ける情報の入手源として，防災上極めて

重要な役割を果たしており，地上波テレ

ビの視聴に支障を来すこととなれば，住

民生活に重大な影響を及ぼすこととなる。

特に，台風においては，奄美群島を経由
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し北上するケースが多く，近年は勢力を

維持したまま接近する傾向が高くなって

おり，防災情報の重要性は増している現

状である。

本土から奄美群島に放送波を伝搬する

ためには，種子島，中之島から奄美大島

へ，また，奄美大島から喜界島，徳之島，

沖永良部島，与論島の各島へと洋上の７

区間を中継する必要があり，国内の他の

離島と比較しても例のない多段階中継方

式となっている。また，この洋上中継ル

ートには，100kmを超える長距離区間が３

区間あり，これら洋上中継区間では放送

波を安定的に伝搬することが技術的に困

難であることから，安定した受信電波を

確保するために，２か所以上の受信施設

を用意し，受信対応している中継局もあ

る。さらに，奄美群島には，海岸線が変

化に富み，河川は短小急流で，集落が海

岸線沿いの入江を中心に形成されている

地域もあり，放送波が届きにくく，県内

の全中継局の約３割にあたる24局もの中

継局が必要となっている。

奄美群島の中継局においては，地上デ

ジタル放送への移行から15年近くが経過

し，定期的な補修等は行ってはいるもの

の，特に塩害等による設備の老朽化によ

り，設備の更新の必要性が生じている。

更新には，局数が多く，必要な機器等を

輸送するコストが多大となるなど，放送

事業者の大きな負担となっており，他地

区とは異なるコスト高の要因を有してい

る。

災害時等における情報の入手源を確保

をするためにも，放送事業者によるテレ

ビ中継局の計画的な更新を促進する。

ラジオについては，停電時でも利用で

き，災害時等における情報の入手源とし

て，防災上極めて重要な役割を果たして

いることから，地元の意向も踏まえ，難

聴取地域の解消を図る。

エ 地域の特性を生かした産業の振興

(ｱ) 水産業

水産業については，カツオ・マグロ類，

ソデイカ等を対象とした漁船漁業の振興

を図るため，漁場の整備，資源の調査，

地域特産種の放流，瀬物類をはじめとし

た水産資源の管理，新漁具・漁法の導入，

漁港の整備を推進するとともに，スマー

ト水産業の普及に努める。

また，地域水産資源を活用した加工品

の開発，水産物を消費地へ送る際の輸送

コスト支援，共同出荷による輸送の合理

化，高鮮度流通に必要な施設の整備等を

支援することにより，島内外での消費拡

大を図り，漁家所得の向上を促進する。

また，奄美群島の世界自然遺産登録を

好材料と捉え，奄美の水産資源を生かし

た体験ツアーの確立等による地域漁業の

魅力発信と漁家所得の向上を促進する。

魅力ある漁村づくりを推進するために，

漁業研修事業の充実や中核的な漁業者の

育成，漁業者グループの活性化等を進め

る。

(ｲ) 林業

林業については，林業生産活動と自然

環境の保全との調和を図りながら，重視

すべき森林の機能に応じた森林整備を推

進する。

特用林産物のきくらげについては，引

き続き，技術指導を通じて栽培の安定化

を図る。

また，地域の要望に応じて海岸防災林

の維持造成を計画的に推進する。

さらに，森林環境教育の実施や指導者

の育成などにより森林とのふれあい活動

を促進するとともに，自然環境に配慮し

た森林の整備・保全に関する調査研究な

どを推進する。
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(ｳ) 商工業

地域の資源と伝統を生かした特色ある

特産品産業については，生活様式の変化

による需要の低迷や輸送経費の負担増な

ど厳しい状況にある。

また，産地間競争の激化，消費者ニ－

ズの多様化が進んでおり，これに対応し

た商品開発や販売対策等に取り組んでい

く必要がある。

さらに，その他の特産品についても，

原料の確保や生産加工体制を整え，域外

への販路を拡大していく必要がある。

これらの現状を踏まえ，群島が一体と

なって，奄美ブランドの確立を目指した

販路拡大や奄美の情報発信等の取組を促

進する。

２ 世界自然遺産登録等を契機とした自然

環境の保全と利用の両立及び文化の継承

を図るための方策

(1) 自然環境の保全に向けた施策の展開

ア 価値の維持に向けた取組の推進

(ｱ) 国立公園等保護地域の保護と利用の

両立

平成29年３月に奄美群島国立公園が指

定された。

世界自然遺産の保護担保措置にもなっ

ている奄美群島国立公園について，国の

管理運営計画等に基づき保全管理を推進

するとともに，利用者の受入環境整備を

進め，保護と利用の両立を図る。

また，利用者負担を含め，自然環境の

保全に係る財源の確保に向けた取組の促

進を図る。

(ｲ) 価値の維持

希少種の保護対策については，その保

護のための適切な施策を講じるとともに，

モニタリング調査や情報発信等を行うな

ど，多様な自然の生態系を把握，保全す

るための取組を進める。

サンゴ礁の保護・再生対策については，

オニヒトデ等の駆除やモニタリング調査，

環境学習等の促進を図る。

また，「奄美群島エコツーリズム全体構

想」に基づき，奄美群島エコツーリズム

推進協議会による認定エコツアーガイド

の育成やツアーの受入体制の整備等を進

める。

世界自然遺産に関心をもつ利用者に対

し，奄美群島固有の自然と文化の魅力を

活かした「世界自然遺産奄美トレイル」

や奄美群島国立公園の利用を促し，群島

全体の持続的な利用促進を図る。

イ 共生ネットワークの形成

人と自然が共生する地域づくりにおい

ては，奄美群島自然共生プランに基づき，

人と自然が共生するためのネットワーク

の形成を促進する。

３ 稼ぐ力の向上に向けた方策

⑴ 効率的な外貨獲得策

ア 農業の「稼ぐ力」の向上

(ｱ) さとうきび

適期管理の励行や土づくりの推進，優

良品種の普及，畑かんの水利用による単

収の向上に努め，収穫面積を維持すると

ともに，労働力不足に対応した作業受託

組織等の活動の充実を図る。

(ｲ) 肉用牛

さとうきびや園芸等との複合経営を基

本とした繁殖経営を育成するため，規模

拡大，飼料生産基盤の整備，暖地型牧草

の単収向上や耕畜連携等の自給飼料増産，

発情発見装置や分娩監視システム等のス

マート畜産技術の導入，ヘルパー組織や

コントラクターの育成による省力化を推

進する。

また，生産性の向上を図るため，繁殖

技術の向上による分娩間隔の短縮や子牛
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育成技術の向上による一日平均増体重の

改善など子牛の商品性向上に努める。

さらに，家畜衛生対策の徹底による家

畜疾病の発生とまん延防止に努めるとと

もに，家畜排せつ物の適切な管理等によ

る環境と調和した畜産経営の実現を図る。

(ｳ) 園芸作物

栽培技術の高位平準化や畑かんの水利

用による生産性の向上を図りながら，生

産・流通コストの軽減に努めるとともに，

ハウス施設の整備，農業機械の導入によ

る労力の省力化，防風対策等を講ずるこ

とにより産地育成を総合的に支援する。

野菜については，ばれいしょ，さとい

も，いんげん等の産地拡大を推進する。

特に，かごしまブランド団体が認定され

ているばれいしょは，本県リレー出荷の

主要産地となっており，そうか病・疫病

の適期防除や優良種芋の確保等による安

定生産を図る。

果樹については，マンゴーの基本技術

の徹底による安定生産・品質向上を図る。

花きについては，スプレーギクやテッ

ポウユリなどの新品目・新品種（咲八姫）

の導入を推進するとともに，平張施設の

普及等による生産安定に加え，消費者ニ

ーズに対応したマーケティング戦略を確

立することで，「えらぶの花」の需要に応

じた計画的な生産体制の確立を図る。

また，ユリ球根については，健全な優

良種苗の供給や新品種の開発等により産

地の維持拡大を図る。

(ｴ) 地域特産物

奄美群島で唯一栽培されている葉たば

こについては，たばこ耕作組合など関係

団体と連携を図り，栽培技術の向上や低

コストで高単収・高品質な葉たばこ生産

を推進する。

(ｵ)農産物加工

６次産業化や農商工等連携を推進し，

マンゴー等の熱帯果樹や桑等を活用した

農産物加工品の開発や販路開拓等を支援

する。

イ 観光の「稼ぐ力」の向上

(ｱ) 観光資源の持続可能な活用と観光消

費額の向上

「花と鍾乳洞の島」である沖永良部島

は，春にはエラブユリ等の美しい花々に

彩られ，切花や花き球根類の生産が盛ん

である。また，隆起サンゴ礁の発達した

島として，大小無数の琉球石灰岩の鍾乳

洞やウジジ浜，フーチャ等の景勝地に恵

まれており，ケイビングやダイビング，

ホエールウォッチングなど豊かな自然を

生かしたプログラム等も行われている。

これらの豊かな自然環境や，環境文化

などの保全を図るとともに，島民の郷土

愛を高めるための観光教育を推進し，沖

永良部島の個性を活かしたブランディン

グを図りながら入込客数のみを意識する

ことなく，適切なターゲット設定を行っ

た上で，国内外からの誘客施策を展開す

る。

さらに，これらの豊かな地域資源を有

効に生かしながら，既に沖永良部島に存

在している産業や人々のくらしと組み合

わせ，農家体験や民泊などの継続実施を

後押しするなど，この島ならではの体験

や滞在型観光プログラムの自走化を促進

する。

また，世界自然遺産登録の効果を群島

各島へ波及させるため，「世界自然遺産奄

美トレイル」の活用や奄美群島国立公園

の利用を推進するほか，タラソテラピー

施設の「タラソおきのえらぶ」を活用し

た癒しと健康の観光を促進する。また，

脱炭素先行地域としての取組みや，伝統

文化・自然環境の保全・循環型社会に関
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する事業とも連動させた，持続可能な観

光の推進に取り組む。

(ｲ) 観光施設等の受入体制の整備

昇龍洞や田皆岬，ワンジョ海浜公園な

ど拠点となる観光地をはじめ，日本一の

ガジュマル，西郷隆盛や琉球王朝にまつ

わる史跡，季節毎の花等を組み合わせる

ことにより，島内を周遊することができ

る観光ルートづくりに努める。

また，世界自然遺産登録も踏まえなが

ら，観光客が目的地に円滑に移動できる

よう，観光案内標識等を整備する。併せ

て，花の島のイメージを確立するため，

拠点となる観光地や空港周辺，街路等に

自然景観等に適した花木等の植栽を進め，

花を生かした公園の整備を図るなど，地

域住民との協働による適切な維持管理の

下に，沖永良部島らしさのある景観づく

りや快適性の向上に努める。

さらに，体験・滞在型観光に対応でき

る観光施設等の整備促進や観光事業者等

のおもてなしの向上など，観光客の受入

体制の充実を図る。

(ｳ) 観光交通体系の整備

航空路線については，県管理空港の着

陸料軽減や運航費補助などにより，沖永

良部～徳之島など，その維持・確保を図

るとともに，徳之島，那覇とを結ぶ路線

において，「奄美群島振興交付金」を活用

し，観光客等に対する航空運賃の軽減を

実施することで，同島の交流人口拡大を

図ってきたところである。

また，航路については，群島各島や鹿

児島，沖縄間を結ぶ航路において，「奄美

群島振興交付金」を活用し，観光客等に

対する航路運賃の軽減を実施することで，

同島の交流人口拡大を図ってきたところ

であり，引き続き，更なる交流人口拡大

に向けた施策を検討する。

航路・航空路については，世界自然遺

産登録による効果を群島全体へ波及させ

る周遊促進策により，これまで以上に回

遊性を高める。

さらに，群島内の島々を観光船等で周

遊できるクルージングネットワークの形

成を図る。

特に，国内外からのクルーズ船の誘致

については，世界自然遺産を生かしたク

ルーズ商品の構築を促進する。

このほか，空港や港と島内の観光地間

を結ぶ主要道路や島内を循環する道路の

整備を引き続き推進する。

(ｴ) 国内外に向けた魅力ある観光情報の

発信

（一社）おきのえらぶ島観光協会のホ

ームページをはじめ，各種媒体を積極的

に活用し，国内外へ魅力ある観光情報の

発信に努める。また，奄美群島全体の観

光・情報発信の拠点である奄美パークを

通し，来訪客へ各島の個性をガイダンス

として伝えるため，展示リニューアル等

の施設改修を行うとともに，（一社）奄美

群島観光物産協会と一体となって，県外

の旅行会社等を対象としたセールスや招

請の実施，群島内の島々を巡る商品化の

支援などの取組を進め，沖永良部島の認

知度向上とともに，更なる誘客を図る。

(ｵ) 地域産業との連携

花や園芸作物の産地としての特性を生

かして，農林水産業や奄美黒糖焼酎等の

特産品の地域産業と連携し，多彩な体験

プログラムの提供等による体験型観光の

推進や，地元農林水産物を活用した特産

品，土産品の開発・提供を促進する。

ウ ものづくりの「稼ぐ力」の向上

奄美黒糖焼酎や黒糖，島内で生産され

る農林水産物を生かした加工品の開発，

351



商品化を促進する。

また，鹿児島ブランド支援センターや

かごしまの新特産品コンクール等を活用

を促進するとともに，ＥＣサイトの活用

や大消費地での商談会，展示会などへの

出展，地域商社等と連携した域外への商

流構築に向けた取組などにより，国内外

への販路の拡大を図る。

４ 奄美群島が抱える条件不利性の改善

(1) 交通基盤の整備

航空路では鹿児島空港と１日３往復Ａ

ＴＲ42-600型機で，徳之島空港と１日１

往復ＡＴＲ42-600型機で，那覇空港と１

日１往復ＡＴＲ42-600型機で結ばれてお

り，航路では，和泊港は徳之島や与論島

等と毎日上下それぞれ１便の定期船が就

航し，知名漁港は平土野港等と週２便の

定期船で結ばれている。

ア 航空交通

沖永良部空港については，現在，鹿児

島・徳之島・那覇空港との間に路線が開

設されており，住民の生活や産業活動に

とって極めて重要な役割を果たしている。

このため，今後とも，航空機の安全運

航の確保及び航空輸送需要の動向に対応

した滑走路などの空港施設の更新・改良

等を図るほか，引き続き，国と協調した

運航費補助や機体購入費補助を行うなど，

国や航空会社と連携しながら，沖永良部

～鹿児島路線など航空路線の維持・充実

を図り，運賃軽減を継続するとともに，

運賃軽減の拡充を検討する。

イ 海上交通

定期航路の主要港である和泊港につい

ては，定期フェリー等の安定的な運航を

図るため，外郭施設の整備や港湾施設の

老朽化対策を推進する。

和泊港の補完港である伊延港について

は，定期フェリー等の安全な利用を図る

ため，港湾施設の老朽化対策を推進する。

また，住吉港においては，貨物船の利便

性向上を図るため，施設の適正な維持管

理を図る。

航路については，鹿児島と奄美群島間

を結ぶ航路が開設されており，地域にと

っては欠くことのできない重要な生活航

路となっている。このため，引き続き，

鹿児島～喜界～知名航路に対する運営費

補助等を行うなど，国や航路事業者と連

携しながら，航路の維持・確保を図り，

運賃軽減を継続するとともに，運賃軽減

の拡充を検討する。

ウ 陸上交通

島内を循環する一般県道国頭知名線等

の整備を進め，島内各地域から空港，港

湾及び中心市街地へのアクセスを改善す

る。

また，島内各集落間の交流を促進する

ため，バス路線や生活路線等となってい

る町道の整備を推進する。さらに，防災

対策や老朽化対策を計画的に推進する。

廃止路線代替バスについては，引き続

き，必要な路線の維持を図るとともに，

コミュニティバスやデマンド型交通など，

地域の実情に合わせた多様な運行形態へ

の転換を促進する。

５ 奄美群島の生活基盤の確保・充実

ア 保健医療

保健医療については，県立大島病院を

中心として，沖縄県とも連携し，群島内

の医療提供体制の充実を図るとともに，

ＩＣＴを活用した遠隔医療の促進などに

より，医療提供体制の更なる充実を図る。

また，地域医療構想調整会議等を通じ

た医療機関相互の協議を継続し，病床機

能の分化・連携を推進する。

さらに，医師をはじめとした医療従事
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者の安定的確保を図る。

イ 地域福祉の推進

高齢者や障害者など援護を必要とする

者が，できる限り住み慣れた地域で安心

して住み続けることができるよう，地域

ぐるみで声かけや安否確認を行う見守り

体制の強化に取り組むほか，要援護者の

ニーズを把握し，生活支援を行うボラン

ティアの活用促進を図る。

(2) 教育及び人材育成

生涯学習を振興するため，かごしま県

民大学中央センター，市町村，大学等が

連携し，多様な学習機会を提供するとと

もに，県立奄美図書館を地域の拠点図書

館とした情報発信等の機能の拡充及び生

涯学習の充実を図る。

(3) 生活環境

ア 生活環境の基盤整備

水道については，ほぼ全戸に普及して

いるが，琉球石灰岩に由来する高硬度の

問題があることから，安全で安定した生

活用水を確保するため，新たな水源の確

保や高度浄水施設の整備による水質改善

を図るとともに，老朽化施設の更新，耐

震化及び広域的な連携を促進する。

生活排水処理施設については，安全で

快適な生活環境の実現のため，合併処理

浄化槽の整備を促進する。併せて，下水

道施設及び農業集落排水施設を計画的に

改築し，機能維持を図る。

公営住宅については，住まいのセーフ

ティネットの役割を踏まえつつ，地域の

実情や課題に応じた良質な住宅の供給を

図るため，老朽化した公営住宅の建替や

改善等を実施するとともに，人口が減少

傾向になるなか，将来的な公的賃貸住宅

の需要見通しを踏まえたストックの適正

管理を図る。

また，今後も増加が見込まれている空

き家について，改修費用の一部を支援す

る補助制度に関して，市町村に対し情報

提供を行うなどして，利活用による移住

を促進する。

イ 地域環境の保全

良好な地域環境を維持するため，両町

と連携し，大気環境や水環境の保全及び

騒音や悪臭等の防止を図る。

海岸漂着物等については，県海岸漂着

物対策推進地域計画に基づき，海洋プラ

スチックごみなどの海岸漂着物等の円滑

な処理等を推進する。

また，ヤンバルトサカヤスデについて

は，地域の実情に応じた効果的な駆除方

法やまん延防止対策，環境整備等につい

て普及啓発を図る。

ウ 循環型社会の形成

ごみ処理については，ごみの減量化・

リサイクルを引き続き促進していく。

また，家電リサイクルについては，引

き続き町・関係団体と連携しながら，指

定引取場所の設置や海上運搬経費に対す

る支援制度の円滑な実施等の促進を図る

ほか，自動車リサイクルについても，海

上運搬経費に対する支援制度の円滑な実

施の促進を図る。

し尿処理については，し尿と生活雑排

水を同時に処理する合併処理浄化槽の整

備を促進する。併せて，下水道施設，農

業集落排水施設等を計画的に改築し，機

能維持を図る。

産業廃棄物については，廃棄物の減量

化・リサイクルを推進するとともに，産

業廃棄物処理施設の整備を促進する。

なお，ごみの不法投棄については，住

民や排出事業者等に対する意識の啓発や

不適正処理に関する監視指導の徹底など

適正処理の推進を図る。
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エ 自然環境配慮型・自然再生型公共事業

等の実施

道路，河川，農業農村整備など公共事

業の実施に当たっては，奄美群島全域で

世界自然遺産登録を契機とした交流拡大

を目指すため，野生生物の生息・生育・

繁殖環境や良好な景観の形成に配慮した

自然環境配慮型公共事業の取組を推進し，

また，自然再生推進法に基づく自然再生

型公共事業の導入可能性の検討等を行う。

さらに，赤土等流出防止対策について

は，公共事業等の各段階での対策，各種

防止技術の調査研究及び開発事業者や施

工業者等への啓発，指導徹底を図る。

また，農用地等からの流出防止の必要

性等についても，農業者や地域住民等に

対する普及啓発を図る。
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第６節 与論島

与論島は，航路距離で本土から594㎞，

奄美市名瀬から航路距離で211㎞の奄美大

島の南西海上に位置し，県最南端の島で

ある。沖縄本島を間近に眺望できるとこ

ろに位置し，面積は約21㎢，１町に約５

千１百人が居住している。航空路では，

鹿児島空港と１日１往復ＡＴＲ72-600型

機で，那覇空港と１日１往復ＤＨＣ－８

－400型機で，奄美空港・那覇空港との間

でＡＴＲ72-600型機による三角運航が行

われている。航路では，沖永良部島や沖

縄本島等と毎日上下それぞれ１便ずつの

定期船で結ばれている。

海洋性の一大レクリエーション基地を

中心とした観光の島として全国に知られ

ており，観光が最も重要な産業の一つと

なっている。

また，平坦地が多く，さとうきびと肉

用牛，野菜，花き類を組み合わせた複合

経営が多く，近年はマンゴー等の熱帯果

樹の栽培も行われている。

１ 定住を促進するための方策

⑴ 産業の振興

ア 農業

さとうきびと野菜や果樹，肉用牛との

複合経営を基本に，特にさといもやいん

げんについては産地拡大を推進し，マン

ゴーやソリダゴ，トルコギキョウについ

ては栽培技術の向上や施設整備等の取組

を支援する。

また，担い手及び新規就農者の確保・

育成，農地の効率的利用，基盤整備とい

った施策のほか，地域ブランドの確立や

マンゴー等を活用した農産物加工品の開

発や販路開拓支援，災害に強い栽培施設

の整備，流通効率化のための施設等整備，

省力化や高品質生産に向けたスマート農

業の導入・普及などの施策を推進する。

イ 観光産業

農林水産業や奄美黒糖焼酎等の特産品

の地域産業と連携し，多彩な体験プログ

ラムの提供等による体験型観光の推進や，

地元農林水産物を活用した郷土料理や特

産品等の開発・提供を促進する。

ウ 情報通信産業

(ｱ) 情報通信基盤の整備促進

情報通信網は産業や行政，医療，福祉，

教育など広範囲にわたり欠くことのでき

ない社会基盤となっており，特に，地理

的な制約を克服するために有効な手段で

ある。

光ファイバ等の情報通信基盤について

は，民間事業者による情報通信基盤の整

備が進まなかった地域では，市町村が公

設で整備し，その維持管理経費が市町村

の負担となっていることから，維持管理

にかかる経費がユニバーサルサービス制

度の対象となり，民間移行が進むよう，

国の制度見直しの動向を注視する。

携帯電話については，５Ｇの導入を促

進する。

公衆無線ＬＡＮについては，観光客の

誘客などの観光面や，災害時の情報連絡

手段など防災面での活用を図るため，官

民が連携し，主要な観光・防災拠点にお

ける公衆無線ＬＡＮの整備を促進する。

地上波テレビは，台風や豪雨等の災害

が多い奄美群島において，災害時等にお

ける情報の入手源として，防災上極めて

重要な役割を果たしており，地上波テレ

ビの視聴に支障を来すこととなれば，住

民生活に重大な影響を及ぼすこととなる。

特に，台風においては，奄美群島を経由

し北上するケースが多く，近年は勢力を

維持したまま接近する傾向が高くなって

おり，防災情報の重要性は増している現

状である。

本土から奄美群島に放送波を伝搬する
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ためには，種子島，中之島から奄美大島

へ，また，奄美大島から喜界島，徳之島，

沖永良部島，与論島の各島へと洋上の７

区間を中継する必要があり，国内の他の

離島と比較しても例のない多段階中継方

式となっている。また，この洋上中継ル

ートには，100kmを超える長距離区間が３

区間あり，これら洋上中継区間では放送

波を安定的に伝搬することが技術的に困

難であることから，安定した受信電波を

確保するために，２か所以上の受信施設

を用意し，受信対応している中継局もあ

る。さらに，奄美群島には，海岸線が変

化に富み，河川は短小急流で，集落が海

岸線沿いの入江を中心に形成されている

地域もあり，放送波が届きにくく，県内

の全中継局の約３割にあたる24局もの中

継局が必要となっている。

奄美群島の中継局においては，地上デ

ジタル放送への移行から15年近くが経過

し，定期的な補修等は行ってはいるもの

の，特に塩害等による設備の老朽化によ

り，設備の更新の必要性が生じている。

更新には，局数が多く，必要な機器等を

輸送するコストが多大となるなど，放送

事業者の大きな負担となっており，他地

区とは異なるコスト高の要因を有してい

る。

災害時等における情報の入手源を確保

をするためにも，放送事業者によるテレ

ビ中継局の計画的な更新を促進する。

ラジオについては，停電時でも利用で

き，災害時等における情報の入手源とし

て，防災上極めて重要な役割を果たして

いることから，地元の意向も踏まえ，難

聴取地域の解消を図る。

エ 特性を生かした産業の振興

(ｱ) 水産業

水産業については，カツオ・マグロ類，

ソデイカ，タチウオ等を対象とした漁船

漁業の振興を図るため，浮魚礁の設置，

資源の調査，地域特産種の放流，瀬物類

をはじめとした水産資源の管理，新漁具

・漁法の導入，モズク養殖業の振興や漁

港の整備を推進するとともに，スマート

水産業の普及に努める。

また，地域水産資源を活用した加工品

の開発，水産物を消費地へ送る際の輸送

コスト支援，共同出荷による輸送の合理

化，高鮮度流通に必要な施設の整備等を

支援することにより，島内外での消費拡

大を図り，漁家所得の向上を促進する。

また，奄美群島の世界自然遺産登録を

好材料と捉え，奄美の水産資源を生かし

た体験ツアーの確立等による漁家所得の

向上を促進する。

魅力ある漁村づくりを推進するために，

漁業研修事業の充実や若手漁業者グルー

プの育成，水産加工等で水産物の付加価

値向上に重要な役割を担う女性グル－プ

の育成を推進する。

(ｲ) 林業

林業については，保安林の適正な整備

・管理を図るとともに，地域の要望に応

じて海岸防災林の維持造成を計画的に推

進する。

また，森林環境教育の実施や指導者の

育成などにより森林とのふれあい活動を

促進するとともに，自然環境に配慮した

森林の整備・保全に関する調査研究など

を推進する。

(ｳ) 商工業

地域の資源と伝統を生かした特色ある

特産品産業については，生活様式の変化

による需要の低迷や輸送経費の負担増な

ど厳しい状況にある。

また，産地間競争の激化，消費者ニ－

ズの多様化が進んでおり，これに対応し

た商品開発や販売対策等に取り組んでい
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く必要がある。

さらに，その他の特産品についても，

原料の確保や生産加工体制を整え，域外

への販路を拡大していく必要がある。

これらの現状を踏まえ，群島が一体と

なって，奄美ブランドの確立を目指した

販路拡大や奄美の情報発信等の取組を促

進する。

２ 世界自然遺産登録等を契機とした自然

環境の保全と利用の両立及び文化の継承

を図るための方策

(1) 自然環境の保全に向けた施策の展開

ア 価値の維持に向けた取組の推進

(ｱ) 国立公園等保護地域の保護と利用の

両立

平成29年３月に奄美群島国立公園が指

定された。

世界自然遺産の保護担保措置にもなっ

ている奄美群島国立公園について，国の

管理運営計画等に基づき保全管理を推進

するとともに，利用者の受入環境整備を

進め，保護と利用の両立を図る。

また，利用者負担を含め，自然環境の

保全に係る財源の確保に向けた取組の促

進を図る。

(ｲ) 価値の維持

希少種の保護対策については，その保

護のための適切な施策を講じるとともに，

モニタリング調査や情報発信等を行うな

ど，多様な自然の生態系を把握，保全す

るための取組を進める。

サンゴ礁の保護・再生対策については，

地域のボランティア，ＮＰＯ等とも連携

して，オニヒトデ等の駆除やモニタリン

グ調査，環境学習等の促進を図る。

また，「奄美群島エコツーリズム全体構

想」に基づき，奄美群島エコツーリズム

推進協議会による認定エコツアーガイド

の育成やツアーの受入体制の整備等を進

める。

世界自然遺産に関心をもつ利用者に対

し，奄美群島固有の自然と文化の魅力を

活かした「世界自然遺産奄美トレイル」

や奄美群島国立公園の利用を促し，群島

全体の持続的な利用促進を図る。

イ 共生ネットワークの形成

人と自然が共生する地域づくりにおい

ては，奄美群島自然共生プランに基づき，

人と自然が共生するためのネットワーク

の形成を促進する。

３ 稼ぐ力の向上に向けた方策

⑴ 効率的な外貨獲得策

ア 農業の「稼ぐ力」の向上

(ｱ) さとうきび

適期管理の励行や土づくりの推進，優

良品種の普及等による 単収の向上に努

め，収穫面積の確保を図るとともに，労

働力不足に対応した作業受託組織等の育

成を推進する。

また，ハーベスタの計画的な導入等に

よる収穫作業の機械化を推進する。

(ｲ) 肉用牛

限られた土地条件のもと規模拡大が困

難であるため，さとうきびや園芸等との

複合経営を基本とした繁殖経営を育成し，

暖地型牧草の単収向上や耕畜連携等の自

給飼料増産，哺乳ロボットや分娩監視シ

ステム等のスマート畜産技術の導入，ヘ

ルパー組織やコントラクターの育成によ

る省力化を推進する。

また，生産性の向上を図るため，繁殖

技術の向上による分娩間隔の短縮や子牛

育成技術の向上による一日平均増体重の

改善など子牛の商品性向上に努める。

さらに，家畜衛生対策の徹底による家

畜疾病の発生とまん延防止に努めるとと

もに，家畜排せつ物については適切な管
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理と適正な施肥を推進し，環境と調和し

た畜産経営の実現を図る。

(ｳ) 園芸作物

栽培技術の高位平準化を図りながら，

生産・流通コストの軽減に努めるととも

に，ハウス施設の整備，農業機械の導入

による労力の省力化，防風対策等を講ず

ることにより産地育成を総合的に支援す

る。

野菜については，さといも，いんげん，

にがうり等の産地拡大を推進する。特に，

さといもでは，疫病の適期防除や優良種

芋の確保等による安定生産を図る。

果樹，花きについては，マンゴーやソ

リダゴ，トルコギキョウの栽培技術の向

上，各種事業を活用した施設整備等の取

組を支援する。

(ｴ) 農産物加工

６次産業化や農商工等連携を推進し，

マンゴーなどの熱帯果樹等を活用した農

産物加工品の開発や販路開拓等を支援す

る。

イ 観光の「稼ぐ力」の向上

(ｱ) 観光資源の持続可能な活用と観光消

費額の向上

「パナ（花）とウル（サンゴ）の楽園」

である与論島は，海中公園地区のサンゴ

礁や百合ヶ浜等の自然，与論城跡等の史

跡，与論十五夜踊りなどの個性的な伝統

・文化等に恵まれているとともに，年間

を通じて温暖な亜熱帯気候で，ハイビス

カス，ブーゲンビリア等の色鮮やかな花

々が咲き誇っている。

これらの豊かな自然環境や，環境文化

などの保全を図るとともに，こうした奄

美群島の魅力や特性を生かし，奄美のブ

ランド化を図りながら，入込客数のみを

意識することなく，適切なターゲット設

定を行った上で，国内外からの誘客施策

を展開する。

さらに，これらの豊かな地域資源を有

効に活用した体験プログラムの充実を図

りながら，引き続き，「あまみシマ博覧会」

の実施やエコツーリズムの推進，教育旅

行の誘致など，この島ならではの体験・

滞在型観光プログラムづくりを促進する。

また，世界自然遺産登録の効果を群島

各島へ波及させるため，「世界自然遺産奄

美トレイル」の活用や奄美群島国立公園

の利用を推進する。

(ｲ) 観光施設等の受入体制の整備

「東洋の真珠」と絶賛される与論島の

エメラルドの海と白い砂浜等の自然環境

を生かし，海洋レクリエーションなど，

体験・滞在型観光に対応した観光施設等

の整備・充実を促進する。

また，世界自然遺産登録も踏まえなが

ら，観光客が目的地に円滑に移動できる

よう，観光案内標識等の整備を促進する。

併せて，与論島の自然や文化的な特性に

配慮した街路，園地等の修景や街並み整

備などを進めるとともに，地域住民との

協働による適切な維持管理の下に快適性

の向上に努めるほか，観光事業者等のお

もてなしの向上など，観光客の受入体制

の充実を図る。

(ｳ) 観光交通体系の整備

航空路線については，県管理空港の着

陸料軽減や運航費補助などにより，与論

～奄美路線など，その維持・確保を図る

とともに，奄美，那覇とを結ぶ路線にお

いて，「奄美群島振興交付金」を活用し，

観光客等に対する航空運賃の軽減を実施

することで，同島の交流人口拡大を図っ

てきたところである。

また，航路については，群島各島や鹿

児島，沖縄間を結ぶ航路において，「奄美
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群島振興交付金」を活用し，観光客等に

対する航路運賃の軽減を実施することで，

同島の交流人口拡大を図ってきたところ

であり，引き続き，更なる交流人口拡大

に向けた施策を検討する。

航路・航空路については，世界自然遺

産登録による効果を群島全体へ波及させ

る周遊促進策により，これまで以上に回

遊性を高める。

さらに，群島内の島々を観光船等で周

遊できるクルージングネットワークの形

成を図る。

特に，国内外からのクルーズ船の誘致

については，世界自然遺産を生かしたク

ルーズ商品の構築を促進する。

このほか，空港や港と島内の観光地間

を結ぶ主要道路や島内を循環する道路の

整備を引き続き推進する。

(ｴ) 国内外に向けた魅力ある観光情報の

発信

奄美パークを奄美群島全体の観光・情

報発信の拠点として，来訪客へ世界自然

遺産の価値をガイダンス的に伝えるため，

展示リニューアル等の施設改修を行うと

ともに，（一社）奄美群島観光物産協会の

ホームページをはじめ，各種媒体を積極

的に活用し，国内外へ魅力ある観光情報

の発信に努める。

また，同観光物産協会と一体となって，

県外の旅行会社等を対象としたセールス

や招請の実施，群島内の島々を巡る商品

化の支援などの取組を進め，与論島の認

知度向上とともに，更なる誘客を図る。

(ｵ) 地域産業との連携

農水産業や奄美黒糖焼酎等の特産品の

地域産業と連携し，多彩な体験プログラ

ムの提供等による体験型観光の推進や，

地元農林水産物を活用した郷土料理や特

産品等の開発・提供を促進する。

ウ ものづくりの「稼ぐ力」の向上

奄美黒糖焼酎や黒糖，島内で生産され

る農林水産物を生かした加工品の開発，

商品化を促進する。

また，鹿児島ブランド支援センターや

かごしまの新特産品コンクール等を活用

を促進するとともに，ＥＣサイトの活用

や大消費地での商談会，展示会などへの

出展，地域商社等と連携した域外への商

流構築に向けた取組などにより，国内外

への販路の拡大を図る。

４ 奄美群島が抱える条件不利性の改善

(1) 交通基盤の整備

航空路では，鹿児島空港と１日１往復

ＡＴＲ72-600型機で，那覇空港と１日１

往復ＤＨＣ－８－400型機で，奄美空港・

那覇空港との間でＡＴＲ72-600型機によ

る三角運航が行われている。航路では，

沖永良部島や沖縄本島等と毎日上下それ

ぞれ１便ずつの定期船で結ばれている。

ア 航空交通

与論空港については，鹿児島・奄美・

那覇空港との間に路線が開設されており，

住民の生活や産業活動にとって極めて重

要な役割を果たしている。

このため，今後とも，航空機の安全運

航の確保及び航空輸送需要の動向に対応

した滑走路などの空港施設の更新・改良

等を図るほか，引き続き，国と協調した

運航費補助や機体購入費補助を行うなど，

国や航空会社と連携しながら，与論～鹿

児島路線など航空路線の維持・充実を図

り，運賃軽減を継続するとともに，運賃

軽減の拡充を検討する。

イ 海上交通

与論港については，定期フェリー等の

安全な利用を図るため，港湾施設の老朽
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化対策を推進するとともに，欠航・抜港

の軽減を図るため，船会社や地元と連携

しながら，必要となる対策を検討する。

航路については，鹿児島と奄美群島間

を結ぶ航路が開設されており，地域にと

っては欠くことのできない重要な生活航

路となっている。このため，今後とも，

国や航路事業者と連携しながら，運賃軽

減を継続するとともに，運賃軽減の拡充

を検討する。

ウ 陸上交通

島内を循環する一般県道与論島循環線

等の整備を進め，空港，港湾とのアクセ

スを改善することにより，観光立島を支

援するとともに，住民の利便性の向上を

図る。

また，島内各集落間の交流を促進する

ため，バス路線や生活路線等となってい

る町道の整備を推進する。さらに，防災

対策や老朽化対策を計画的に推進する。

廃止路線代替バスについては，引き続

き，必要な路線の維持を図るとともに，

コミュニティバスやデマンド型交通など，

地域の実情に合わせた多様な運行形態へ

の転換を促進する。

５ 奄美群島の生活基盤の確保・充実

(1) 保健医療福祉

ア 保健医療

保健医療については，県立大島病院を

中心として，沖縄県とも連携し，群島内

の医療提供体制の充実を図るとともに，

ＩＣＴを活用した遠隔医療の促進などに

より，医療提供体制の更なる充実を図る。

また，地域医療構想調整会議等を通じ

た医療機関相互の協議を継続し，病床機

能の分化・連携を推進する。

さらに，医師をはじめとした医療従事

者の安定的確保を図る。

イ 地域福祉の推進

高齢者や障害者など援護を必要とする

者が，できる限り住み慣れた地域で安心

して住み続けることができるよう，地域

ぐるみで声かけや安否確認を行う見守り

体制の強化に取り組むほか，要援護者の

ニーズを把握し，生活支援を行うボラン

ティアの活用促進を図る。

⑵ 教育及び人材育成

平成12年度から，町立与論中学校と県

立与論高等学校で連携型中高一貫教育が

行われている。教員の相互乗り入れ授業

等に取り組んでおり，今後も地域特性を

生かした特色ある教育を進める。

生涯学習を振興するため，かごしま県

民大学中央センター，市町村，大学等が

連携し，多様な学習機会を提供するとと

もに，県立奄美図書館を地域の拠点図書

館とした情報発信等の機能の拡充及び生

涯学習の充実を図る。

(3) 生活環境

ア 生活環境の基盤整備

水道については，ほぼ全戸に普及して

いるが，全水源を地下水に依存している

ため，琉球石灰岩に由来する高硬度及び

農耕による硝酸態窒素の上昇など，水質

に問題があることから，安全で安定した

生活用水を確保するため，高度浄水施設

の計画的更新や老朽化施設の更新，耐震

化及び広域的な連携を促進する。

生活排水処理施設については，安全で

快適な生活環境の実現のため，合併処理

浄化槽の整備を促進する。併せて，農業

集落排水施設を計画的に改築し，機能維

持を図る。

公営住宅については，住まいのセーフ

ティネットの役割を踏まえつつ，地域の

実情や課題に応じた良質な住宅の供給を

図るため，老朽化した公営住宅の建替や
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改善等を実施するとともに，人口が減少

傾向になるなか，将来的な公的賃貸住宅

の需要見通しを踏まえたストックの適正

管理を図る。

また，今後も増加が見込まれている空

き家について，改修費用の一部を支援す

る補助制度に関して，市町村に対し情報

提供を行うなどして，利活用による移住

を促進する。

イ 地域環境の保全

良好な地域環境を維持するため，町と

連携し，大気環境や水環境の保全及び騒

音や悪臭等の防止を図る。

海岸漂着物等については，県海岸漂着

物対策推進地域計画に基づき，海洋プラ

スチックごみなどの海岸漂着物等の円滑

な処理等を推進する。

また，ヤンバルトサカヤスデについて

は，地域の実情に応じた効果的な駆除方

法やまん延防止対策，環境整備等につい

て普及啓発を図る。

ウ 循環型社会の形成

ごみ処理については，有機性廃棄物リ

サイクル推進施設を整備中であり，ごみ

の減量化・リサイクルを引き続き促進し

ていく。

また，家電リサイクルについては，引

き続き町・関係団体と連携しながら，指

定引取場所の設置や海上運搬経費に対す

る支援制度の円滑な実施等の促進を図る

ほか，自動車リサイクルについても，海

上運搬経費に対する支援制度の円滑な実

施の促進を図る。

し尿処理については，引き続きし尿と

生活雑排水を同時に処理する合併処理浄

化槽の整備を促進する。併せて，農業集

落排水施設等を計画的に改築し，機能維

持を図る。

産業廃棄物については，廃棄物の減量

化・リサイクルを推進するとともに，産

業廃棄物処理施設の整備を促進する。

なお，ごみの不法投棄については，住

民や排出事業者等に対する意識の啓発や

不適正処理に関する監視指導の徹底など

適正処理の推進を図る。

エ 自然環境配慮型・自然再生型公共事業

等の実施

道路，河川，農業農村整備など公共事

業の実施に当たっては，奄美群島全域で

世界自然遺産登録等を契機とした交流拡

大を目指すため，野生生物の生息・生育

・繁殖環境や良好な景観の形成に配慮し

た自然環境配慮型公共事業の取組を推進

し，また，自然再生推進法に基づく自然

再生型公共事業の導入可能性の検討等を

行う。

さらに，赤土等流出防止対策について

は，公共事業等の各段階での対策，各種

防止技術の調査研究及び開発事業者や施

工業者等への啓発，指導徹底を図る。

また，農用地等からの流出防止の必要

性等についても，農業者や地域住民等に

対する普及啓発を促進する。
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第４章 奄美群島振興開発の効果的な推

進

奄美群島は，交通基盤や産業基盤等の

社会資本整備が着実に図られており，平

成26年度からは，奄美群島振興交付金を

活用して，地域の自主性に基づく柔軟か

つ迅速な取組が進められてきているが，

地理的条件や自然的条件に起因して，本

土との間に所得水準や経済面の格差が未

だに存在し，人口減少や少子・高齢化の

進行により，コミュニティの崩壊，産業

の衰退，文化の消滅などが懸念されてい

る。

このような状況の中で，今後，奄美群

島が置かれている厳しい条件を克服しな

がら，自立的発展を図るためには，これ

まで述べてきたとおり，定住の促進，世

界自然遺産登録等を契機とした自然環境

の保全と利用の両立及び文化の継承，稼

ぐ力の向上，条件不利性の改善等を図る

必要があり，そのための手段として以下

の事項が必要である。

なお，これらの実現に向けては，今後，

県や地元市町村の考え方を国に十分理解

してもらったうえで，国の制度や予算の

検討を進めてもらうことが必要である。

１ 法令改正による対応

奄美群島においては，沖縄とともに世

界自然遺産に登録されたことを契機とし

て，自然環境の保全はもとより，各般の

地域振興施策について，沖縄と連携して

取り組む必要性が高まっている。

また，近年，我が国を取り巻く安全保

障環境が厳しさを増す中，奄美群島が国

境離島として果たす役割は一層重要とな

っており，住民が安全・安心に生活でき

るよう，沖縄振興に関する諸施策の状況

を参考に，定住環境を更に整備していく

必要がある。

このため，奄美群島振興開発特別措置

法において，沖縄との連携や，調和ある

発展を図るよう法令の文言を改正し，沖

縄との連携策を強化するとともに，沖縄

振興を参考にして，定住環境の更なる整

備を図る必要がある。

２ 奄美群島振興交付金の拡充，予算の

確保による対応

⑴ 教育及び文化の振興について

奄美群島の固有の価値を理解・共有す

るとともに，郷土を誇りに思い地域を支

える人材を育成するためには，学校教育

や社会教育等の場において，地域の特性

に応じた「教育の振興」に関する事業に

取り組むことが重要である。

また，世界自然遺産登録等を契機とし

て，奄美群島の自然環境や生態系の多様

性が傑出していることに加え，長い年月

の中で，人と自然が相互に作用して培わ

れた「環境文化」の評価が高まったこと

から，今後は，地域文化の保存・伝承を

図るとともに，「文化の振興」に関する事

業に取り組むことが重要である。

このため，奄美群島振興交付金を活用

して，「教育及び文化の振興」に関する事

業を推進するため，奄美群島振興開発特

別措置法施行令等において，「教育及び文

化の振興」に関する事業を奄美群島振興

交付金の対象として位置づける必要があ

る。

⑵ 農業の振興について

奄美群島の農業振興を取り巻く環境に

おいては，肥料・飼料・燃料の高騰に伴

う農業経営の悪化や，食料安全保障の確

立を求める声の高まり等を踏まえ，「付加

価値の向上」，「販路拡大」及び「環境と

調和した産地づくり」など，多種多様な

課題が存在している。

このため，奄美群島振興開発特別措置
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法施行令における奄美群島振興交付金の

対象の一つである「農業の生産性の向上」

を「農業の振興」に改め，農業振興を図

る関連事業全般を対象とするとともに，

国費率の嵩上げや特別交付税措置を行う

必要がある。

⑶ デジタル技術等を活用した地域課題

の解決について

奄美群島においては，地理的条件不利

性を抱え，人口減少や少子・高齢化の進

行により，コミュニティの崩壊，産業の

衰退，文化の消滅などが懸念される一方

で，デジタル技術等の進展は，奄美群島

が抱える地域課題を解決するための好機

である。

このため，奄美群島振興交付金を活用

して，デジタル技術等を活用した地域課

題の解決に関する事業を推進するため，

これらの事業に対する国費率の嵩上げや

特別交付税措置を行う必要がある。

⑷ 移住及び定住等の促進について

奄美群島においては，人口減少や少子

・高齢化の進行により，コミュニティの

崩壊，産業の衰退，文化の消滅などが懸

念されている一方で，新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大等に伴う地方回帰の

潮流は，移住及び定住等を促進し，奄美

群島が抱える地域課題を解決するための

好機である。

このため，奄美群島振興交付金を活用

して，移住や定住の促進等に関する事業

を推進するため，奄美群島振興開発特別

措置法施行令等において，これらの事業

を奄美群島振興交付金の対象として位置

づける必要がある。

⑸ 自然環境の保全及び再生について

奄美群島においては，世界自然遺産へ

の登録や国立公園への指定を契機として，

その豊かな自然環境や生態系の多様性に

ついて，産業とくらしとの両立を図ると

ともに，人類共通のかけがえのない財産

として，価値の維持に取り組む必要があ

る。

このため，奄美群島振興交付金を活用

して，自然環境の保全及び再生を図る事

業を推進するため，これらの事業に対す

る国の予算措置の充実等を図る必要があ

る。

⑹ 沖縄との連携策の強化について

奄美群島においては，沖縄とともに世

界自然遺産に登録されたことを契機とし

て，各般の地域振興施策について，連携

して取り組む必要性が高まっている。

このため，両地域で連携した誘客促進

や交流促進を図るほか，農林水産物等の

輸送コスト支援や航路航空路の運賃軽減

の拡充等により連携策の強化を図る必要

がある。

⑺ 沖縄振興を参考にした定住環境の整

備について

我が国を取り巻く安全保障環境が厳し

さを増す中，奄美群島が国境離島として

果たす役割は一層重要となっており，住

民が安全・安心に生活できるよう，沖縄

振興に関する諸施策の状況を参考に，定

住環境を整備する必要がある。

このため，生活関連物資の備蓄，公営

住宅の整備及び情報通信基盤の整備等の

定住環境を整備する事業について，国費

率の嵩上げなど国の予算措置の充実を図

る必要がある。

３ 奄美基金の充実

奄美基金は，信用力が弱い中小零細企

業者を対象に，地域に密着したきめ細か

な対応のできる政策金融機関として，群

島の自立的発展を図る上で必要不可欠な
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存在である。

また，新型コロナウイルス感染症等の

影響によって大きな打撃を受けた地元産

業経済界から同基金に寄せられる期待は

高まっており，今後，奄美群島の振興開

発を推進する上で，同基金の業務内容の

充実と地域課題解決に向けた機能強化が

重要である。

４ 群島主体の取組（奄美群島成長戦略

ビジョン等）の促進

奄美群島の地元12市町村が策定した「奄

美群島成長戦略ビジョン2033」の実現に

向けて，今後の振興開発の方向性に基づ

く関連施策について連携して推進すると

ともに，奄美群島振興交付金等により，

市町村等の取組を促進する必要がある。

５ 次期計画の数値目標の取扱い

現行の奄美群島振興開発計画において

は，諸施策の目的の明確化と評価を行う

観点から，19項目の数値目標を定めてい

る。

次期計画においては，各施策の効果的

実施及び進捗状況の適切な把握のため，

引き続き，数値目標を設定することとす

るが，その具体的な項目や数値について

は，改めて検討していくこととする。
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